
第 6 回出雲地区合併協議会提出 

 

協 議 項 目 別 添 資 料  目 次 

 

協議第１６号 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

（第３小委員会付託） 

・・・ｐ 1 

協議第１７号 地方税の取扱いについて（第１小委員会付託） ・・・ｐ 9 

協議第１８号 各種事務事業（行政改革大綱）の取扱いについて

（第１小委員会付託） 

・・・ｐ 27 

協議第１９号 各種事務事業（窓口業務関係）の取扱いについて

（第２小委員会付託） 

・・・ｐ 31 

協議第２０号 各種事務事業（保健事業関係その２）の取扱いに

ついて（第２小委員会付託） 

・・・ｐ 39 

協議第２１号 各種事務事業（高齢者福祉関係その１）の取扱い

について（第２小委員会付託） 

・・・ｐ 45 

協議第２２号 各種事務事業（農林関係その１）の取扱いについ

て（第３小委員会付託） 

・・・ｐ 53 

協議第２３号 各種事務事業（水産関係その１）の取扱いについ

て（第３小委員会付託） 

・・・ｐ 75 

協議第２４号 各種事務事業（都市計画関係その１）の取扱いに

ついて（第３小委員会付託） 

・・・ｐ107 

 

資料１

第6回協議会資料



 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
―

１
 

協
議

項
目

 
農

業
委

員
会

委
員

の
定

数
及

び
任

期
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
 

調
整

の
方

針
 

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

２
６

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
５

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

３
年

４
月

１
５

日
 

 
 

至
：平

成
１

６
年

４
月

１
４

日
 

③
選

挙
区

 
 

 
市

内
を

５
区

に
分

け
て

い
る

 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
６

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
５

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

３
年

１
月

１
日

 

 
 

至
：平

成
１

５
年

１
２

月
３

１
日

 

③
選

挙
区

 
 

 
全

市
１

区
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
５

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
３

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

３
年

６
月

１
３

日
 

 
 

至
：平

成
１

６
年

６
月

１
２

日
 

③
選

挙
区

 
 

 
全

町
１

区
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
３

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
１

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

３
年

７
月

１
８

日
 

 
 

至
：平

成
１

６
年

７
月

１
７

日
 

③
選

挙
区

 
 

 
全

町
１

区
 

【関
係

条
例

】 
出

雲
市

農
業

委
員

会
の

選
挙

に
よ

る
委

員
の

定
数

に
関

す
る

条
例

 
出

雲
市

農
業

委
員

会
の

選
挙

に
よ

る
委

員
の

選
挙

区
の

設
定

に
関

す
る

条
例

 

 平
田

市
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

の
定

数
条

例
 

 斐
川

町
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

の
定

数
条

例
 

 佐
田

町
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

の
定

数
条

例
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
―

２
 

協
議

項
目

 
農

業
委

員
会

委
員

の
定

数
及

び
任

期
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
 

調
整

の
方

針
 

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
０

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
３

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

３
年

１
１

月
１

７
日

 

 
 

至
：平

成
１

６
年

１
１

月
１

６
日

 

③
選

挙
区

 
 

 
全

町
１

区
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
０

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
５

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

４
年

７
月

２
０

日
 

 
 

至
：平

成
１

７
年

７
月

１
９

日
 

③
選

挙
区

 
 

 
全

町
１

区
 

①
委

員
の

構
成

 

 
・選

挙
に

よ
る

委
員

 
 

 
 

 
 

定
数

１
３

人
 

 
・選

任
に

よ
る

委
員

 

 
 

 
法

第
12

条
1

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

 
 

 
法

第
12

条
2

項
委

員
 

 
現

員
２

人
 

②
委

員
の

任
期

 

 
 

自
：平

成
１

４
年

７
月

２
０

日
 

 
 

至
：平

成
１

７
年

７
月

１
９

日
 

③
選

挙
区

 
 

 
全

町
１

区
 

 

 多
伎

町
農

業
委

員
会

の
選

挙
に

よ
る

委
員

定
数

条
例

 
 湖

陵
町

農
業

委
員

会
の

選
挙

に
よ

る
委

員
の

定
数

に
関

す
る

条
例

 

 農
業

委
員

会
の

選
挙

に
よ

る
委

員
の

定
数

に
関

す
る

条
例
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 １
．

 
２

市
５

町
の

農
業

委
員

会
委

員
の

定
数

及
び

任
期

等
の

現
況

 

区
 

 
 

 
分

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 
多

伎
町

 
湖

陵
町

 
大

社
町

 
合

 
計

 

行
政

面
積

 

(h
a
) 

1
7

,2
3

3
 

1
4

,2
0

5
 

8
,0

6
4

 
1

0
,9

8
3

 
5

,5
1

5
 

2
,2

2
6

 
4

,1
8

0
 

6
2

,4
0

6
 

農
地

面
積

 
 

 
(h

a
) 

(2
0

0
0

年
農

業
セ

ン
サ

ス
) 

2
,7

1
8

 
1

,7
5

4
 

2
,4

0
8

 
4

2
6

 
1

3
2

 
1

4
3

 
3

7
6

 
7

,9
5

7
 

基
準

農
業

者
数

※
１

 

（
各

農
業

委
員

会
調

べ
）

 
4

,3
6

3
 

1
,9

6
7

 
2

,7
0

8
 

7
5

4
 

3
2

9
 

2
7

6
 

5
7

7
 

1
0

,9
7

4
 

選
挙

に
よ

る
委

員
 

の
条

例
定

数
 

 
(人

) 
2

6
 

1
6

 
1

5
 

1
3

 
1

0
 

1
0

 
1

3
 

1
0

3
 

選
挙

に
よ

る
委

員
 

の
現

員
数

 
 

 
(人

) 
2

6
 

1
5

 
1

5
 

1
3

 
1

0
 

1
0

 
1

3
 

1
0

2
 

法
１

２
条

１
号

委
員

 

※
２

 
 

 
 

 
 

(人
) 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

2
 

1
4

 

法
１

２
条

２
号

委
員

 

※
３

 
 

 
 

 
 

(人
) 

5
 

5
 

3
 

1
 

3
 

3
 

2
 

2
2

 

任
 

 
期

 

平
成

1
3

年
 

 
4

月
1

5
日

 
～

 
平

成
1

6
年

 
4

月
1

4
日

 

平
成

1
3

年
 

 
1

月
1

日
 

～
 

平
成

1
5

年
 

1
2

月
3
1

日
 

平
成

1
3

年
 

 
6

月
1
3

日
 

～
 

平
成

1
6

年
 

6
月

1
2

日
 

平
成

1
3

年
 

 
7

月
1

8
日

 
～

 
平

成
1

6
年

 
7

月
1

7
日

 

平
成

1
3

年
 

 
1
1

月
1

7
日

 
～

 
平

成
1

6
年

 
1

1
月

1
6

日
 

平
成

1
4

年
 

 
7

月
2

0
日

 
～

 
平

成
1

7
年

 
7

月
1

9
日

 

平
成

1
4

年
 

 
7

月
2

0
日

 
～

 
平

成
1

7
年

 
7

月
1

9
日

 

 

※
１

 
基

準
農

業
者

数
・
・
・
・
・
１
０
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
を
耕
作
す
る
世
帯
数
と
農
地
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
農
業
生
産
法
人
数
の
合
計
数
 

※
２

 
法

１
２

条
１

号
委

員
・
・
・
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
第
１
２
条
に
規
定
す
る
選
任
に

よ
る
委
員
の
う
ち
、
第
１
号
に
規
定
す
る

委
員
で
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
共

済
組
合
ご
と
に
推
薦
し
た
理
事
各
１
人
 

※
３

 
法

１
２

条
２

号
委

員
・
・
・
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る

法
律
第
１
２
条
に
規
定
す
る
選
任
に

よ
る
委
員
の
う
ち
、
第
２
号
に
規
定
す
る

委
員
で
、
市
町
村
の
議
会
が
推
薦
し
た

学
識
経
験
を
有
す
る
者
５
人
以
内
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 ２
．

 
合

併
前

後
の

農
業

委
員

会
委

員
の

任
期

の
状

況
 

市
町
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

合
併

 
 

 
 

在
任

特
例

期
限

 

 
H1
3/
1
月
 
 
 
 
H1
4/
1
月
 
 
 
 
 
H1
5/
1
月
 
 
 
 
H1
6/
1
月
 
 
 
 
H1
7/
1
月
 

 
 

 
 
H1
8/
1
月
 
 
 
 
H1
9/
1
月
 
 
 
 

H2
0/

1
月
 

出
雲
市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

平
田
市
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

斐
川
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

佐
田
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

多
伎
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

湖
陵
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

大
社
町
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
年

以
内
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 ３
．

新
市

の
農

業
委

員
会

委
員

の
定

数
及

び
任

期
等

の
選

択
肢

 

区
 
 
分
 
（
選
択
肢
）
 

選
任
方
法
 

定
 
 
数
 

任
 
 
期
 

根
拠
法
令
 

ア
）
原
則
 

新
た
に
選
挙
す
る
。
 

(合
併
の
日
か
ら

50
日
以
内
) 

条
例
で
定
め
る
数
 

(1
0
人
以
上

40
人
以
下

) 
３
年
 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

3
条
、
第

7
条

及
び
第

15
条
の
各
第

1
項
 

１
．
新
市
に

1
つ
の

委
員

会
を

置
く

場
合
 

イ
）
在
任
特
例
 

右
記
の
定
数
を
超
え
る
と
き
は
、

合
併

関
係

市
町

の
選

挙
に

よ
る

委
員
で
互
選
す
る
。
 

協
議
に

よ
り

80
を

超
え

ず
10

を
下
ら
な
い
数
 

合
併
後

1
年
を
超

え
な

い
範

囲
で

協
議
で
定
め
る
期
間
 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

3
条
第

1
項
 

市
町

村
の
合

併
の

特
例

に
関
す

る
法

律
第

８
条

第
1
項
、
第

2
項
 

ウ
）
原
則
 

各
委

員
会

ご
と

に
新

た
に

選
挙

す
る
。
 

(合
併
の
日
か
ら

50
日
以
内
) 

条
例
で
定
め
る
数
 

(1
0
人
以
上

30
人
以
下

) 

３
年
 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

34
条
第

1
項
、

第
2
項
 

エ
）
在
任
特
例
 

各
委

員
会

ご
と

に
右

記
の

定
数

を
超
え
る
と
き
は
、
合
併
関
係
市

町
の

選
挙

に
よ

る
委

員
で

互
選

す
る
。
 

協
議
に

よ
り

80
を

超
え

ず
10

を
下
ら
な
い
数
 

合
併
後

1
年
を
超

え
な

い
範

囲
で

協
議
で
定
め
る
期
間
 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

34
条
第

1
項
、

第
7
条
第

1
項
及
び
第

15
条
第

1
項
 

２
．
新
市
に

２
以
上

の
委

員
会

を
置

く
場
合
 

オ
）
従
前
の
区
域

ご
と

に
そ

の

ま
ま

委
員

会

を
置
く
特
例
 

従
前
の
市
町
の
委
員
会
は
、
そ
れ

ぞ
れ

新
市

の
委

員
会

と
な

っ
て

存
続
し
、
委
員
も
そ
の
ま
ま
在
任

す
る
。
 

従
前
の
定
数
 

従
前
の
任
期
 

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第

34
条
、
第

1

項
、
 

市
町

村
の
合

併
の

特
例

に
関
す

る
法

律
第

８
条

第
3
項
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農業委員会委員の定数及び任期等の取扱いに関する 
新設合併先例市の例 

 
 
ひたちなか市 （Ｈ６．１１．１ 勝田市・那珂湊市） 
  新市の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第 34
条第 1 項及び第 2 項の規定を適用し、平成 8 年 7 月 19 日まで 2 市に設置されている
それぞれの農業委員会の区域ごとに設置するものとする。 

 
 
あきる野市 （Ｈ７．９．１ 秋川市・五日市町） 
  新市に一つの農業委員会を置き、２市町の農業委員会の選挙による委員であった者
は、合併特例法第８条第１項第１号の規定を適用し、合併後 1 年間引き続き新市の農業
委員会の選挙による委員として在任する。 

※合併特例法・・・市町村の合併の特例に関する法律 

 

 

さぬき市 （Ｈ１４．４．１ 津田町・大川町･志度町･寒川町・長尾町） 
   農業委員会については、合併時に統合するものとし、農業委員会の選挙による委
員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第８条第 1 項第 1 号の規定を適用
し、平成 14 年 7 月 19 日まで、引き続き新市の農業委員会の選挙による委員として在
任する。 

 
 
周南市 （H１５．４．２１ 徳山市・新南陽市・熊毛町・鹿野町） 
  ２市２町の農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第
34 条第 1 項の規定を適用し、平成 17 年 7 月 19 日まで新市の農業委員会として存続す
る。その後、１つに統合し選挙区を設けることとするが、選挙区の数及び各選挙区の
定数については、新市において調整する。 
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「農業委員会委員の定数及び任期等の取扱い」に関する主な法令 
 
◎農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号） 
 
（設置） 
第３条 市町村に農業委員会を置く。ただし、その区域内に耕作の目的に供される土地（以下「農地」とい

う。）のない市町村には、農業委員会を置かない。 
２ その区域が著しく大きい市町村又はその区域内の農地面積が著しく大きい市町村で政令で定めるものに

あっては、市町村長は、当該市町村の区域を２以上に分けてその各区域に農業委員会を置くことができ
る。 

３～６《略》 
 
（選挙による委員） 
第７条 農業委員会の選挙による委員は、被選挙権を有する者について、選挙権を有する者が選挙するも

のとし、その定数は、政令で定める基準に従い、１０人から４０人までの間で条例で定める。 
２ 前項の委員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ行うことができない。 
 
（選挙の単位） 
第１０条の２ 農業委員会の選挙による委員は、その農業委員会の区域において選挙する。 
２ 市町村長は、農業委員会の選挙による委員の選挙につき、特に必要があると認めるときは、前項の規定

にかかわらず政令で定める基準に従い、条例で、当該農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設け
ることができる。 

３ 前項の場合において、各選挙区において選挙すべき農業委員会の委員の定数は、おおむね選挙人の
数に比例して、条例で定めなければならない。 

４ 《略》 
 
（選任による委員） 
第１２条 市町村長は、選挙による委員のほか、次の各号に掲げる者を委員として選任しなければならない。 
 (1) 農林水産省令で定める農業協同組合及び農業共済組合が組合ごとに推薦した理事（経営管理委員

を置く農業協同組合にあっては、理事又は経営管理委員）各１人 
 (2) 当該市町村の議会が推薦した農業委員会の所掌に属する事項につき学識経験を有する者５人以内 
 
（委員の任期） 
第１５条 選挙による委員の任期は、３年とし、一般選挙の日から起算する。但し、任期満了による一般選挙

が農業委員会の委員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の委員が任期満了の日まで在
任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の委員がすべてなくなったときは
そのなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。 

２～３ 《略》 
４ 第１２条の規定により選任された委員は、一般選挙により選挙された委員の任期満了の日（選挙された委

員の全員がすべてなくなったときは、そのなくなった日）まで在任する。 
５ 《略》 
 
（境界の変更の場合の特例） 
第３４条 市町村の廃置分合が行われる場合において、新たに設置された市町村に置かれる農業委員会の

区域が、従前の市町村に設置された農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該農業委員
会は、当該市町村の農業委員会となって存続するものとし、従前の農業委員会の委員及び職員は、引き
続きその存続する農業委員会の委員及び職員となるものとする。 

２ 《略》 
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◎農業委員会等に関する法律施行令（昭和 26 年政令第 78 号） 
 
（２以上の農業委員会を置くことができる市町村） 
第１条の３ 法第３条第２項の政令で定める市町村は、その区域の面積が２４，０００ヘクタールを超える市町

村又はその区域内の農地面積が７，０００ヘクタールを超える市町村とする。 
 
（選挙による委員の定数の基準） 
第２条の２ 農業委員会の選挙による委員の定数の基準は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ

同表の下欄に掲げるとおりとする。 
区                分 定数の基準 

１ (１) その区域内の農地面積が１，３００ヘクタール以下の農業委員会 
(２) １０アール（北海道にあっては、３０アール）以上の農地につき耕作の業務

を営む個人のその区域内における世帯数及びその面積以上の農地につ
き耕作の業務を営むその区域内に住所を有する農業生産法人（農地法
第２条第７項に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。）の数の合計数
（以下「基準農業者数」という。）が１，１００以下の農業委員会 

２０人以下 

２ １の項及び３の項に掲げる農業委員会以外の農業委員会 ３０人以下 
３ その区域内の農地面積が５，０００ヘクタールを超え、かつ、基準農業者数が

６，０００を超える農業委員会 
４０人以下 

 
（選挙区の基準） 
第５条 法第１０条の２第２項の規定により農業委員会の区域を分けて２以上の選挙区を設ける場合には、そ

の分けて設けられるすべての選挙区につき、その区域内の農地面積が５００ヘクタール以上となるか、又
は基準農業者数が６００以上となるようにしなければならない。 

 
 
◎市町村の合併の特例に関する法律（昭和 40 年法律第 6 号） 
 
（農業委員会の委員の任期等に関する特例） 
第８条 市町村の合併の際合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員

会の委員の被選挙権を有することとなるものは、合併関係市町村の協議により、新たに設置された合併市
町村にあっては８０を超えず１０を下らない範囲で定めた数、他の市町村の区域の全部又は一部を編入し
た合併市町村にあっては４０を超えない範囲で定めた数の者に限り、次に掲げる期間引き続き合併市町
村の農業委員会の選挙による委員として在任することができる。この場合において、市町村の合併の際に
合併関係市町村の農業委員会の選挙による委員で当該合併市町村の農業委員会の委員の被選挙権を
有することとなるものの数がその定められた数を超えるときは、これらの者の互選により、合併市町村の農
業委員会の選挙による委員として在任する者を定めるものとする。 

(１) 新たに設置された合併市町村にあっては、市町村の合併後１年を超えない範囲で当該協議で定める
期間 

(２) 他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、その編入をする合併関係市町
村の農業委員会の委員の残任期間 

２  前項の場合においては、農業委員会等に関する法律（昭和 26 年法律第 88 号）第７条の規定にかかわ
らず、当該数をもって当該合併市町村の農業委員会の選挙による委員の定数とし、選挙による委員に欠
員を生じ、又はこれらの委員がすべてなくなったときは、これに応じて、その定数は、同条の規定に基づく
定数に至るまで減少するものとする。 

３  農業委員会等に関する法律第３条第２項の規定により合併市町村の区域を２以上に分けてその各区域
に農業委員会を置く場合又は同法第３５条第１項の規定により地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都
市（以下「指定都市」という。）である合併市町村の区ごとに農業委員会を置く場合においては、農業委員
会等に関する法律第３４条の規定の適用がある場合を除いて、前２項の規定を当該各農業委員会ごとに
適用する。この場合においては、他の市町村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村の区域の一
部を区域として新たに置かれる農業委員会に関しては、当該合併市町村は、新たに設置された合併市町
村とみなす。 

４ 第６条第８項の規定は、第１項の協議について準用する。 
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民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

 ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

 ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 

①
 

税
率

 
 

１
．

５
５

％
 

   

２
．

督
促

手
数

料
 

①
手

数
料

の
額

 

１
件

 
10

0
円

 

 ３
．

個
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

 ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

 ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 

①
 

税
率

 
 

１
．

５
％

 

   

２
．

督
促

手
数

料
 

①
手

数
料

の
額

 

１
件

 
10

0
円

 

 ３
．

個
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

 ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

 ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 

①
 

税
率

 
 

１
．

４
％

（標
準

税
率

） 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
２

－
２

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

２
．

督
促

手
数

料
 

①
 

手
数

料
の

額
 

１
件

 
10

0
円

 

 ３
．

個
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

  ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

  ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 
①

 
税

率
 

 
１

．
４

％
（標

準
税

率
） 

     

２
．

督
促

手
数

料
 

①
 

手
数

料
の

額
 

１
件

 
10

0
円

 

 ３
．

個
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

  ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

  ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 
①

 
税

率
 

 
１

．
４

％
（標

準
税

率
） 

     

２
．

督
促

手
数

料
 

①
 

手
数

料
の

額
 

１
件

 
10

0
円

 

 ３
．

個
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
2,

00
0

円
／

年
（標

準
税

率
：そ

の
他

の
市

町
村

） 

  ②
 

所
得

割
税

率
 

 
標

準
税

率
 

  ４
．

法
人

市
民

税
 

①
 

均
等

割
税

率
 

 
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
） 

  ②
 

法
人

税
割

税
率

 
制

限
税

率
１

４
．

７
％

（標
準

税

率
 

１
．

２
） 

  ５
．

固
定

資
産

税
の

税
率

 
①

 
税

率
 

 
１

．
４

％
（標

準
税

率
） 

      

２
．

督
促

手
数

料
は

、
１

市
５

町
が

適
用

し
て

い
る

督

促
状

１
通

に
つ

い
て

１
０

０
円

に
統

一
す

る
。

 

  ３
．

個
人

市
民

税
の

均
等

割
の

税
率

は
、

地
方

税
法

の

規
定

に
よ

り
、

人
口

５
万

人
以

上
５

０
万

人
未

満
の

標
準

税
率

を
適

用
し

、
年

額
２

，
５

０
０

円
に

統
一

す

る
。

 

個
人

市
民

税
の

所
得

割
の

税
率

は
、

現
行

の
と

お

り
、

標
準

税
率

（３
％

、
８

％
、

１
０

％
の

3
段

階
）に

統
一

す
る

。
 

 ４
．

法
人

市
民

税
の

均
等

割
の

税
率

は
、

２
市

５
町

と

も
 

同
一

で
あ

り
、

現
行

の
と

お
り

、
制

限
税

率
（標

準
税

率
 

１
．

２
）に

統
一

す
る

。
 

 

法
人

市
民

税
の

法
人

税
割

の
税

率
は

、
２

市
５

町

と
も

同
一

で
あ

り
、

現
行

の
と

お
り

、
制

限
税

率
の

 

１
４

．
７

％
に

統
一

す
る

。
 

 ５
．

 
固

定
資

産
税

の
税

率
は

、
１

．
５

％
を

採
用

す
る

。
た

だ
し

、
合

併
特

例
法

第
１

０
条

の
規

定
を

適

用
し

、
出

雲
市

、
平

田
市

、
斐

川
町

は
、

平
成

１
７

年
度

か
ら

１
．

５
％

に
統

一
し

、
佐

田
町

、
多

伎
町

、

湖
陵

町
、

大
社

町
は

、
平

成
１

７
年

度
か

ら
５

年
度

間
は

現
行

の
と

お
り

１
．

４
％

、
６

年
度

目
か

ら
 

 

１
．

５
％

に
統

一
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
３

－
１

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 鉄

道
軌

道
整

備
法

（一
畑

電
鉄

） 

・対
象

資
産

 
 

土
地

、
家

屋
、

償
却

資
産

 
・税

率
 

 
０

．
７

５
％

 

②
半

島
振

興
法

 
 

該
当

な
し

 

   ③
 国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
 

・対
象

資
産

 
 

家
屋

 

･税
率

 
 

１
．

１
５

％
（５

年
度

間
） 

 ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ②
 過

疎
地

域
自

立
促

進
特

別
措

置
法

 
 

該
当

な
し

 

 ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

  ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

・対
象

資
産

 
 

土
地

、
家

屋
、

償
却

資
産

 
・税

率
 

 
０

．
８

０
％

 

②
半

島
振

興
法

 
 

 

・対
象

資
産

 
 

家
屋

、
償

却
資

産
 

・税
率

 
 

初
年

度
 

０
．

１
４

％
、

次
年

度
 

０
．

３
５

％
、

３
年

度
 

 
０

．
７

％
 

③
 国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
 

 
該

当
な

し
 

   ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

 

・対
象

資
産

 
 

家
屋

、
償

却
資

産
 

②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

 
該

当
な

し
 

 ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

  ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

該
当

な
し

 

  ②
半

島
振

興
法

 
 

該
当

な
し

 

   ③
 国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
 

 
該

当
な

し
 

   ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

 

・対
象

資
産

 
 

家
屋

、
償

却
資

産
 

②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

 
該

当
な

し
 

 ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

  ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

該
当

な
し

 

  ②
半

島
振

興
法

 
 

該
当

な
し

 

   ③
 国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
 

 
該

当
な

し
 

   ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

・対
象

資
産

 
 

償
却

資
産

 

③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

  ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
３

－
２

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

 
該

当
な

し
 

   ②
半

島
振

興
法

 
 

該
当

な
し

 

   ③
 

国
際

観
光

ホ
テ

ル
整

備
法

 
 

該
当

な
し

 

  ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

 
 

・対
象

資
産

 
 

土
地

、
家

屋
、

償
却

資
産

 

 ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

 
該

当
な

し
 

   ②
半

島
振

興
法

 
 

該
当

な
し

 

   ③
 

国
際

観
光

ホ
テ

ル
整

備
法

 
 

該
当

な
し

 

  ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

 
該

当
な

し
 

  ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
 

①
 

鉄
道

軌
道

整
備

法
（一

畑
電

鉄
） 

・対
象

資
産

 
 

土
地

、
家

屋
、

償
却

資
産

 

・税
率

 
 

０
．

７
０

％
 

 ②
半

島
振

興
法

 
 

 

・対
象

資
産

 
 

家
屋

、
償

却
資

産
 

・税
率

 
 

初
年

度
 

０
．

１
４

％
、

次
年

度
 

０
．

３
５

％
、

３
年

度
 

 
０

．
７

％
 

③
 国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
 

 
該

当
な

し
 

  ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

 

①
 

農
村

地
域

工
業

等
導

入
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ②
 

過
疎

地
域

自
立

促
進

特
別

措
置

法
 

 
該

当
な

し
 

  ③
 

低
開

発
地

域
工

業
開

発
促

進
法

 
 

該
当

な
し

 

 ８
．

軽
自

動
車

税
 

①
 

税
率

 
 

制
限

税
率

（標
準

税
率

 
１

．
２

） 

   

６
．

固
定

資
産

税
の

不
均

一
課

税
は

、
鉄

道
軌

道
整

備
法

、
半

島
振

興
法

、
国

際
観

光
ホ

テ
ル

整
備

法
の

規
定

に
よ

り
、

現
在

使
用

し
て

い
る

制
度

を
採

用
し

、

税
率

を
統

一
す

る
。

 

        ７
．

固
定

資
産

税
の

課
税

免
除

は
、

現
在

各
市

町
が

 
 

適
用

し
て

い
る

基
準

を
継

続
す

る
。

 

      ８
．

軽
自

動
車

の
税

率
は

、
２

市
５

町
と

も
同

一
で

あ
り

、
現

行
の

と
お

り
、

制
限

税
率

 
（標

準
税

率
 

１
．

２
）に

統
一

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
４

－
１

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

９
．

都
市

計
画

税
 

①
 納

税
義

務
者

 

 
都

市
計

画
区

域
の

う
ち

用
途

地
域

内
に

所
在

す
る

土
地

及
び

家
屋

の
所

有
者

 

②
 

税
率

 
 

０
．

１
％

 

③
 

課
税

標
準

額
 

 
固

定
資

産
の

価
格

 

④
 

納
期

 
 

固
定

資
産

の
納

期
に

同
じ

 
 

     １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 納

税
義

務
者

 
 

鉱
泉

浴
場

に
お

け
る

入
湯

客
 

②
 税

率
 

 
１

人
１

日
に

つ
き

１
５

０
円

 

③
 課

税
免

除
 

・年
齢

１
２

歳
未

満
の

者
 

・学
校

教
育

上
の

行
事

で
教

職
員

に
引

率
さ

れ
る

生
徒

 

・一
般

公
衆

、
共

同
浴

場
の

入
湯

客
 

 １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 

①
 

報
奨

金
交

付
率

 
 

０
．

５
/１

０
０

 
 

 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円

 

 

９
．

都
市

計
画

税
 

 
該

当
な

し
（用

途
地

域
あ

り
） 

           １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 税

義
務

者
 

 
鉱

泉
浴

場
に

お
け

る
入

湯
客

 

②
 税

率
 

 
１

人
１

日
に

つ
き

１
５

０
円

 

③
 課

税
免

除
 

 
規

定
な

し
 

    １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 

①
 

報
奨

金
交

付
率

 
 

０
．

５
/１

０
０

 
 

 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

の
み

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
１

０
万

円
 

  

９
．

都
市

計
画

税
 

 
該

当
な

し
（用

途
地

域
あ

り
） 

           １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 税

義
務

者
 

 
鉱

泉
浴

場
に

お
け

る
入

湯
客

 

②
 税

率
 

 
１

人
１

日
に

つ
き

１
５

０
円

 

③
 課

税
免

除
 

・年
齢

１
２

歳
未

満
の

者
 

・一
般

公
衆

、
共

同
浴

場
の

入
湯

客
 

  １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 

①
 

報
奨

金
交

付
率

 
 

０
．

５
/１

０
０

 
 

 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円

 

  

９
．

都
市

計
画

税
 

 
該

当
な

し
 

（都
市

計
画

区
域

な
し

） 

          １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 

納
税

義
務

者
 

 
鉱

泉
浴

場
に

お
け

る
入

湯
客

 

②
 

税
率

 
 

１
人

１
日

に
つ

き
１

５
０

円
 

③
 

課
税

免
除

 

・年
齢

１
２

歳
未

満
の

者
 

・一
般

公
衆

、
共

同
浴

場
の

入
湯

客
 

  １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 

①
 

報
奨

金
交

付
率

 
 

０
．

３
/１

０
０

 
 

 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
４

－
２

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

９
．

都
市

計
画

税
 

 
 

該
当

な
し

（都
市

計
画

区
域

な
し

） 

          １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

 
 

 
 

 
条

例
の

規
定

な
し

 

      １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 
①

 
報

奨
金

交
付

率
 

 
０

．
５

/１
０

０
 

 
 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円

 

  

９
．

都
市

計
画

税
 

 
 

 
 

 
 

該
当

な
し

（用
途

地
域

な
し

） 

          １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 

納
税

義
務

者
 

 
鉱

泉
浴

場
に

お
け

る
入

湯
客

 

②
 

税
率

 
 

１
人

１
日

に
つ

き
１

５
０

円
 

③
 

課
税

免
除

 

・年
齢

１
２

歳
未

満
の

者
 

・一
般

公
衆

、
共

同
浴

場
の

入
湯

客
 

  １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 
①

 
報

奨
金

交
付

率
 

 
０

．
５

/１
０

０
 

 
 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円

 

 

９
．

都
市

計
画

税
 

 
 

該
当

な
し

（用
途

地
域

あ
り

） 

          １
０

．
入

湯
税

及
び

入
湯

税
の

課
税

免
除

 

①
 

納
税

義
務

者
 

 
鉱

泉
浴

場
に

お
け

る
入

湯
客

 

②
 

税
率

 
 

１
人

１
日

に
つ

き
１

５
０

円
 

③
 

課
税

免
除

 

・年
齢

１
２

歳
未

満
の

者
 

・学
校

教
育

上
の

行
事

で
教

職
員

に
引

率
さ

れ
る

生
徒

 

・一
般

公
衆

、
共

同
浴

場
の

入
湯

客
 

 １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
（全

期
前

納
報

奨
金

） 
①

 
報

奨
金

交
付

率
 

 
０

．
５

/１
０

０
 

 
 

②
 

前
納

時
期

 
 

１
期

、
２

期
、

３
期

 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
５

万
円

 

  

９
．

都
市

計
画

税
は

、
現

在
出

雲
市

が
都

市
計

画
区

域
用

途
地

域
に

所
在

す
る

土
地

及
び

家
屋

に
つ

い
て

、
０

．
１

％
を

適
用

し
て

い
る

が
、

新
市

に
お

い
て

も
引

き
続

き
０

．
１

％
を

適
用

す
る

。
 

 
 

 
平

田
市

、
斐

川
町

、
大

社
町

は
、

都
市

計
画

区

域
 

用
途

地
域

に
所

在
ｉす

る
土

地
及

び
家

屋
に

つ
い

て
都

市
計

画
税

を
適

用
し

て
お

ら
ず

、
そ

の

導
入

の
是

非
に

つ
い

て
は

、
佐

田
町

、
多

伎
町

、

湖
陵

町
も

含
め

、
平

成
１

７
年

度
以

降
、

新
市

の

都
市

計
画

区
域

用
途

地
域

の
都

市
計

画
事

業

計
画

の
作

成
を

み
て

検
討

す
る

。
 

 １
０

．
入

湯
税

は
、

２
市

４
町

が
適

用
し

て
い

る
標

準
税

率
 

「入
湯

客
１

人
１

日
に

つ
い

て
、

１
５

０
円

」に

統
一

す
る

。
 

     １
１

．
納

期
前

納
付

報
奨

金
は

、
対

象
税

目
は

各
納

期
に

係
る

固
定

資
産

税
・都

市
計

画
税

、
交

付
率

は
０

．
３

％
、

交
付

限
度

額
は

５
万

円
と

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
５

－
1 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
あ

り
 

②
 奨

励
金

交
付

基
準

 

・組
合

員
割

 
１

人
年

５
０

円
 

・件
数

割
 

 
３

０
円

（国
保

５
０

円
） 

・税
額

割
 

 
１

０
０

％
の

時
、

2/
10

0(
1/

10
0)

 

  
  

  
  

  
 ９

０
％

の
時

、
1.

5/
10

0(
0.

5/
10

0)
 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
１

税
目

年
間

納
付

額
６

０
万

円
 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
（平

成
９

年
度

廃
止

） 

 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
（平

成
１

５
年

度
廃

止
） 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
（平

成
１

４
年

度
廃

止
） 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
の

調
整

方
針

 
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

財
政

専
門

部
会

税
務

分
科

会
 

№
５

－
２

 

協
議

項
目

 
地

方
税

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

 

調
整

の
方

針
 

別
紙

の
と

お
り

 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
 

      

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
 

②
 

奨
励

金
交

付
基

準
 

・税
額

割
 

 

 
町

県
民

税
 

  
 

1.
4/

10
0 

 固
定

、
軽

自
  

 2
.0

/1
00

 

 国
保

料
 

 
 

  
1.

0/
10

0 

③
 

交
付

限
度

額
 

 
な

し
 

１
２

．
納

税
組

合
制

度
 

①
 

制
度

の
有

無
 

 
な

し
（平

成
１

２
年

度
廃

止
） 

１
２

．
納

税
組

合
は

、
現

在
１

市
４

町
が

既
に

廃
止

し
て

お
り

、
１

市
１

町
は

平
成

１
７

年
度

か
ら

廃
止

す
る

。
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７市町の固定資産税の税率と不均一課税期間の参考資料 

 
（１） 固定資産税の税率の現状 

１．５５％ 平田市 
   １．５０％ 出雲市、斐川町 

１．４０％ 佐田町、多伎町、湖陵町、大社町 
 
（２） 固定資産税の評価替えと不均一課税期間との関係 

年度    評価替え  不均一課税期間      課税年度 
   平成１７年度          １年間 
   平成１８年度  評価替え    ２年間      
   平成１９年度          ３年間    不均一課税２年間の課税年度 
   平成２０年度          ４年間    不均一課税３年間の課税年度 
   平成２１年度  評価替え    ５年間    不均一課税４年間の課税年度 
   平成２２年度                 不均一課税５年間の課税年度 
 
（３） 固定資産税の税率案と現在税収額との比較 
 
（金額は不均一課税の税率を適用した場合の税収増減、平成１５年度予算で積算、百万円） 

 税 率 出雲市 平田市 斐川町 佐田町 多伎町 湖陵町 大社町 合 計 
1.5, 1.4%      0   △  34       0       0     0     0   0 △  34  不 均 一 

3 年 間 1.5%      0 △  34       0     9    12     16   37     4 0  
1.5, 1.4%      0    △  3 4          0       0     0     0     0 △  34  不 均 一 

5 年 間 1.5%      0   △  34       0   9    12     16   37     4 0  
標準税率 1.4% △ 366   △ 101 △ 117       0     0     0     0 △ 584  

 
（10 年間の影響額試算・税収増減見込み） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３  

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 7 年目 

不 均 一 ３ 年 間 △  34  △  34  △  34      4 0      4 0  40 40 

不 均 一 ５ 年 間 △  34  △  34  △  34  △  34  △  34    40   40 

標準税率（１．４％） △ 584 △ 584 △ 584 △ 584 △ 584 △ 584 △ 584 

Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６  
８年目 ９年目 10 年目 

合  計 

不 均 一 ３ 年 間     4 0      4 0      4 0          178 

不 均 一 ５ 年 間     4 0      4 0      4 0           30 

標準税率（１．４％） △ 584 △ 584 △ 584 △ 5,840 
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地方税の概要 

１ 市民税 

市民税は県民税と合わせて一般に住民税と呼ばれ、次のとおりである。 

 ①個人市民税 

個人の市民税と県民税は、納税義務者や税額計算のもととなる所得金額などが同じため、納税義務者が

便利なように市が県民税も合せて課税し、合算して納めてもらう制度になっている。 

（ア）均等割 

個人市民税の均等割は人口によって異なり、標準税率は(1)年額 3,000 円（50 万人以上の市）、（2）

2,500 円（5万人以上 50 万人未満の市）、（3）2,000 円（(1)(2)以外）の 3 段階となっており、新市

の標準税率は、(2)の 2,500 円である。 

（イ） 所得割 

個人市民税の所得割は、前年中の所得に対して課税される。７市町とも標準税率で、3％、8％、10％

の3段階となっている。 

※標準税率：地方公共団体が課税する場合に、通常よるべき税率として地方税法に規定されている標準的
な税率 

 

 ②法人市民税 

(ア)均等割 

法人市民税の均等割は、所得の有無にかかわらず課税される。標準税率は、資本金等と従業員数に応

じて 9段階に分かれており、制限税率は 120％で、７市町とも税率は制限税率を適用している。 

区         分 標準税率(年額) 
１ 資本金等の金額が５０億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業者 

数が５０人を超えるもの 
３００万円 

２ 資本金等の金額が１０億円を超え５０億円以下である法人で市町村内の 
事務所等の従業者数が５０人を超えるもの 

１７５万円 

３ 資本金等の金額が１０億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業者 
数が５０人以下であるもの 

 ４１万円 

４ 資本金等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で市町村内の 
事務所等の従業者数が５０人を超えるもの 

 ４０万円 

５ 資本金等の金額が１億円を超え１０億円以下である法人で市町村内の 
事務所等の従業者数が５０人以下であるもの 

 １６万円 

６ 資本金等の金額が１０００万円を超え１億円以下である法人で市町村内 
の事務所等の従業者数が５０人を超えるもの 

 １５万円 

７ 資本金等の金額が１０００万円を超え１億円以下である法人で市町村内 
の事務所等の従業者数が５０人以下であるもの 

 １３万円 

８ 資本金等の金額が１０００万円以下である法人で市町村内の事務所等の 
従業者数が５０人を超えるもの 

 １２万円 

９ １～８に掲げる法人以外の法人等   ５万円 

 

(イ)法人税割 

法人市民税の法人税割は、原則として国に納付する法人税額に、市で定められている税率を乗じて計

算する。標準税率は 12.3％、制限税率は14.7％で、７市町とも税率は 14.7％である。 

※制限税率：地方公共団体が税率を定める場合に、それを超えることができない税率 
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２ 固定資産税 

固定資産税は、土地、家屋や償却資産にかかる税金で、納税義務者は、毎年 1月 1日(賦課期日)現在の固

定資産の所有者である。評価は固定資産評価基準に基づき行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格

をもとに課税標準額を算定、税率を乗じて算出する。標準税率は 1.4％、制限税率は 2.1％で、７市町のうち、

１市が 1.55％、２市町が 1.5％、４市町が 1.4％を適用している。 

※償却資産：工場で使われる機械や事務所の備品などの事業用資産をいう。ただし、営業権や特許権な
どの無形減価償却資産、自動車税や軽自動車税がかかる自動車や軽自動車などは償却資産から除く。 

３ 都市計画税（出雲市のみ） 

都市計画税は、都市計画区域のうち、市街化区域内等の土地及び家屋にかかる税金で、都市計画事業や土

地区画整理事業に要する費用に充てられる。税額の計算方法は、固定資産税とほぼ同じである。制限税率は、

0.3％となっているが、現在、出雲市が、用途地域の土地及び家屋に対し、0.1％課税している。 

４ 軽自動車税 

軽自動車税は、毎年 4月 1日に現在登録のある原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪の小型

自動車などの所有者にかかる税金で、税率は７市町とも、制限税率（標準税率の 120％）で、車種、総排気

量などにより 1台当たりの年額で定められており、たとえば、50cc 以下の原動機付自転車は、年額1,200 円、

自家用の軽四輪乗用車は、年額8,600 円である。 

種       類 標 準 税 率(年額) 

①総排気量 0.05 以下または定格出力0.6ｋｗ以下 1,000 円 

②二輪のもので総排気量 0.05 を超え 0.09 以下ま
たは定格出力 0.6ｋｗを超え0.8ｋｗ以下のもの 

1,200 円 

③二輪のもので総排気量 0.09 を越えるものまたは
定格出力 0.8ｋｗを越えるもの 

1,600 円 

原
動
機
付
自
転
車 ④三輪以上のうち一定のもので、総排気量 0.02 を超

えるものまたは定格出力 0.8ｋｗを超えるもの 
2,500 円 

①二輪のもの 2,400 円 

②三輪のもの 3,100 円 

乗 用 営業用 5,500 円 自家用 7,200 円 

軽
自
動
車 

小
型
特
殊 ③四輪のもの 

貨 物 営業用 3,000 円 自家用 4,000 円 

二 輪 の 小 型 自 動 車  4,000 円 

５ 特別土地保有税 

特別土地保有税は、投機的な土地取得の抑制と宅地供給の促進を図る目的で設けられた税金で、土地の保

有及び取得にかかるものがある。納税義務者は、一定規模以上の土地を保有したり、取得している者である。

税額は、土地の取得価額に税率を乗じ、その額から、固定資産税や不動産取得税に相当する額を差し引いて

計算する。税率は3町とも、保有 1.4％、取得3％である。 

平成１５年度以降においては、現下の経済情勢等にかんがみ、特別土地保有税を停止し、新たな課税は実

施しないことになっている。 

６ 市町村たばこ税 

市町村たばこ税は、たばこの消費に対してかかる税金で、たばこの定価の中に国税、道府県税、市町村税

が含まれている。納税義務者は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者であり、市

町村たばこ税率は法律において定められた一定税率で、平成１５年７月１日から、1,000 本につき、2,977 円、

旧 3級品は、1,412 円である。 

第6回協議会資料-21-



 

地方税の取扱いに関する法令 

 

○市町村の合併に関する法律 (昭和 40 年法律第６号) 

 

 

○地方税法 （昭和 25 年法律第226 号） 

（地方税の不均一課税） 

第 10 条 合併市町村は、合併関係市町村の相互の間に地方税の賦課に関し著しい不均衡があるため、又

は市町村の合併により承継した財産の価格若しくは負債の額について合併関係市町村相互の間におい

て著しい差異があるため、その全区域にわたって均一の課税をすることが著しく衡平を欠くと認めら

れる場合においては、市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く 5 年度に限り、その衡

平を欠く程度を限界として不均一の課税をすることができる。 

（地方団体の課税権） 

第 2条 地方団体は、この法律の定めるところによって、地方税を賦課徴収することができる。 

 

 (地方税の賦課徴収に関する規定に形式) 

第 3条 地方公共団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をす

るには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項を規則で定め

ることができる。 

 

 (市町村が課すことができる税目) 

第 5条 市町村税は、普通税及び目的税とする。 

2 市町村は、普通税として、次に掲げるものを課するものとする。ただし、徴収に要すべき経費が徴収

すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りで

ない。 

 (1) 市町村民税 

 (2) 固定資産税 

 (3) 軽自動車税 

 (4) 市町村たばこ税 

 (5) 鉱産税 

 (6) 特別土地保有税 

4 鉱泉浴場所在の市町村は、目的税として、入湯税を課するものとする。 

6 市町村は、前２項に規定するものを除くほか、目的税として、次に掲げるものを課することができる。 

 (1) 都市計画税  

 (2) 水利地益税 

 (3) 共同施設税 

 (4) 宅地開発税 

 (5) 国民健康保険税 
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（公益等に因る不均一課税免除及び不均一課税） 

第 6 条 地方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないこ

とができる。 

2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一課税をすることができる。 

 

（受益に因る不均一課税及び一部課税） 

第 7 条 地方団体は、その一部に対して特に利益がある事件に関しては、不均一の課税をし、又はその

一部に課税をすることができる。 

 

（市町村の廃置分合があつた場合の課税権の承継） 

第 8条の 2 市町村の廃置分合があつた場合（次条第 1 項本文の規定に該当する場合を除く。）において

は、当該廃置分合により消滅した市町村（以下本条において「消滅市町村」という。）に係る地方団体

の徴収金の徴収を目的とする権利(以下本条において「消滅市町村の徴収金に係る権利」という。)は、

当該消滅市町村の地域が新たに属することとなつた市町村（以下本条において「承継市町村」という。）

の区域によって、当該承継市町村が承継する。この場合において、消滅市町村の徴収金に係る権利に

ついて、消滅市町村がした賦課徴収その他の手続及び消滅市町村に対してした申告、不服申立て（異

議申立て又は審査請求をいう。以下同じ。）その他の手続は、それぞれ承継市町村がした賦課徴収その

他の手続及び承継市町村に対してした申告、不服申立てその他の手続とみなす。 

        （第2項から第 4項 省略） 
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先進市事例 

 

 

■あきる野市 

 

■篠山市 

 

■西東京市 

 

 

2 市町で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 個人市民税は、標準税率を採用する。但し、個人均等割は、合併特例法第 10 条の規定を適用し、

合併する年度及びこれに続く 2年度は現行の税率を採用する。 

② 法人市民税の法人税割は、制限税率と一部標準税率を採用する。ただし、合併特例法第 10 条の規

定を適用し、合併する年度は現行の税率を採用する。 

③ 軽自動車税は、標準税率を採用する。身体障害者等に対する減免規定は秋川市の例による。 

④ 都市計画税は、税率 0.27 パーセントを採用する。ただし、合併特例法第 10 条の規定を適用し、合

併する年度は、現行の税率を採用する。 

⑤ 個人市民税・固定資産税・都市計画税の納期は、秋川市の例による。ただし、合併する年度につい

ては、それぞれの旧市町村の例による。 

⑥ 特別土地保有税は、秋川市の例による。 

4 町で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 固定資産税の納期については、地方税法及び市町村税条例準則に定める税率及び納期による。 

② 軽自動車税の税率及び納期については、地方税法及び市町村税条例準則に定める納期による。 

③ 個人町民税及び固定資産税に係る納期前納付報奨金については、次のとおり取り扱う。 

ア 率については、西紀町、丹南町及び今田町の例による。 

    イ 月数については、地方税法及び市町村税条例準則に定める月数による。 

2 市で差異のある税制については、次のとおり取り扱うものとする。 

① 法人市民税の法人税割の税率は、制限税率である 100 分の 14.7 を基本とする。ただし、課税の特

例措置として、地方税法に定める法人等の区分により区分した次に掲げる法人等については、それぞ

れ定めた税率による。 

ア 資本金が一億円以下の法人等 100 分の12.3 

 イ 資本金が一億円を超え10 億円以下の法人等 100分の 13.5 

② 都市計画税の税率は、100分の 0.24 とする。ただし、合併特例法第 10 条の規定を適用し、合併す

る年度は、現行の税率を採用する。 

③ 固定資産税・都市計画税・軽自動車税の納期は、保谷市の例による。ただし、合併する年度につい

ては、それぞれの旧市の例による。 
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■さいたま市 

 

 

 

 

① 個人市民税については、現行のとおりとする。ただし、地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規

定により個人市民税均等割は、平成 14 年度以降年額 3,000 円となる。 

② 法人市民税については、現行のとおりとする。 

③ 固定資産税については、現行のとおりとする。ただし、平成 14 年度以降の納期については、5・7・

12・2月で調整を図る。 

④ 軽自動車税については、現行のとおりとする。 

⑤ 市たばこ税については、現行のとおりとする。 

⑥ 特別土地保有税については、現行のとおりとする。 

⑦ 事業所税については、現行のとおりとする。ただし、与野市域は地方税法の規定に基づき、合併の

日の翌日から6月を経過する月以降課税区域となる。 

⑧ 都市計画税については、現行のとおりとする。ただし、納期については固定資産税と同様とする。 

⑨ 減免については、それぞれの税目について統一的な処理基準を作成する。 
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平

成
１

３
年

度
～

１
５

年
度

 

【実
施

計
画

の
有

無
】 

有
 

行
政

推
進

大
綱

に
基

づ
く
実

施
計

画
（第

１
次

・第
２

次
） 

【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

行
政

推
進

大
綱

は
、
 

１
．

時
代

に
即

応
し

た
組

織
・機

構
の

見
直

し
に

つ
い

て
 

２
．

定
員

管
理

及
び

給
与

の
あ

り
方

に
つ

い
て

 

３
．

効
果

的
な

行
政

運
営

と
職

員
の

能
力

開
発

に
つ

い
て

 

４
．

事
務

事
業

の
見

直
し

に
つ

い
て

 

５
．

行
政

の
情

報
化

に
よ

る
行

政
ｻ

ｰ
ﾋﾞ

ｽ
の

向
上

に
つ

い
て

 

の
５

項
目

を
柱

に
策

定
。

 

第
２

次
実

施
計

画
は

、
５

つ
の

柱
に

つ
い

て
、

具
体

的
に

８
０

項
目

を
掲

げ
、
各

担
当

課
に

お
い

て
実

施
。
 

平
成

１
３

年
度

・１
４

年
度

で
大

半
の

項
目

が
完

了
。

 

平
成

１
５

年
度

は
、

１
２
項

目
に

調
査

・検
討

。
 

平
成

１
６

年
度

は
、

新
た

な
実

施
計

画
は

策
定

せ
ず

、
第

２

次
実

施
計

画
の

積
み

残
し

が
あ

れ
ば

引
き

続
き

検
討

予

定
。

 

【名
称

】 

平
田

市
行

政
改

革
大

綱
 

 【策
定

年
月

日
】 

平
成

１
０

年
１
月

２
２

日
 

 【実
施

期
間

】 

  【実
施

計
画

の
有

無
】 

無
 

 【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

第
１
次

行
政

改
革

大
綱

策
定

（Ｈ
１

０
） 

・市
立

病
院

給
食

業
務

を
民

間
委

託
 

・市
営

バ
ス

の
管

理
運

営
を

公
社

に
委

託
 

・定
員

適
正

化
計

画
の

策
定

 

・使
用

料
、

手
数

料
の

改
定

 

・ワ
タ

リ
制

度
の

廃
止

 

今
後

の
予

定
は

特
に

な
し

。
 

【名
称

】 

斐
川

町
行

政
改

革
大

綱
 

 【策
定

年
月

日
】 

平
成

１
１
年

２
月

 

 【実
施

期
間

】 

平
成

１
１
年

度
～

１
３
年

度
 

 【実
施

計
画

の
有

無
】 

有
 

斐
川

町
行

政
改

革
大

綱
実

施
計

画
 

【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

平
成

１
５
年

８
月

 

 
斐

川
町

行
財

政
改

革
大

綱
・実

施
計

画
策

定
予

定
 

(平
成

１
５
年

２
月

末
 
審

議
会

答
申

） 

 平
成

１
５
年

８
月

 

 
斐

川
町

行
財

政
改

革
推

進
委

員
会

（仮
称

）設
置

予
定

 

【名
称

】 

佐
田

町
行

財
政

改
革

大
綱

（第
1

次
） 

や
ま

ゆ
り

の
郷

行
政

推
進

大
綱

（第
2

次
） 

【策
定

年
月

日
】 

平
成

８
年

度
（第

1
次

） 

平
成

１
１

年
３
月

（第
2

次
） 

【実
施

期
間

】 

第
１

次
実

施
期

間
 
平

成
 

８
年

度
～

１
０
年

度
 

第
２

次
実

施
期

間
 
平

成
１

１
年

度
～

１
６

年
度

 

【実
施

計
画

の
有

無
】 

有
 

「や
ま

ゆ
り

の
郷

行
政

推
進

大
綱

」実
施

計
画

（第
２
次

分
） 

【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

佐
田

町
行

財
政

改
革

大
綱

（第
1

次
） 

１
．

当
面

す
る

個
別

的
な

方
策

 

・事
務

事
業

の
見

直
し

に
つ

い
て

 

・行
政

機
構

の
改

革
に

つ
い

て
 

・効
率

的
な

行
政

運
営

と
職

員
の

能
力

開
発

 

・公
共

施
設

の
管

理
運

営
に

つ
い

て
 

２
．
情

報
化

の
推

進
と

住
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

柱
と

し
て

策
定

し
た

。
 

（平
成

１
０

年
９
月

に
行

財
政

改
革

委
員

会
か

ら
答

申
） 
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
２

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（行

政
改

革
大

綱
）の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
行

政
改

革
大

綱
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

、
新

た
な

行
政

改
革

大
綱

、
実

施
計

画
を

速
や

か
に

策
定

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

況
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

 
 

 
や

ま
ゆ

り
の

郷
行

政
推

進
大

綱
（第

2
次

） 

１
．

事
務

事
業

の
見

直
し

 

２
．

新
時

代
に

対
応

す
る

組
織

機
構

の
再

編
整

備
 

３
．

効
率

的
な

行
政

運
営

と
職

員
の

能
力

開
発

 

４
．

財
政

の
健

全
化

と
効

率
的

な
運

営
 

５
．

地
方

分
権

へ
の

対
応

 

６
．

住
民

に
開

か
れ

た
町

づ
く

り
の

推
進

 

を
柱

と
し

て
策

定
し

た
。

 

平
成

１
２

年
１

１
月

３
０

日
に

「や
ま

ゆ
り

の
郷

行
政

推
進

大

綱
」実

施
計

画
を

策
定

し
、

改
革

推
進

の
た

め
そ

れ
ぞ

れ
の

課
に

お
い

て
具

体
的

な
目

標
を

設
定

し
た

。
 

平
成

１
４

年
度

ま
で

に
全

体
計

画
の

約
６

０
パ

ー
セ

ン
ト

が

終
了

し
て

い
る

。
引

き
続

き
、

各
課

に
お

い
て

、
実

施
計

画

に
沿

っ
て

実
行

し
、

新
た

な
課

題
に

対
し

て
も

対
応

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。
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出

雲
地

区
合

併
協

議
会

の
調

整
方

針
 

出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

総
務

企
画

専
門

部
会

企
画

広
報

分
科

会
 

№
１

－
３

 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（行

政
改

革
大

綱
）の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

協
議

細
目

 
行

政
改

革
大

綱
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

、
新

た
な

行
政

改
革

大
綱

、
実

施
計

画
を

速
や

か
に

策
定

す
る

。
 

現
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

【名
称

】 

多
伎

町
行

政
改

革
大

綱
 

【策
定

年
月

日
】 

平
成

１
０
年

１
１

月
２

５
日

改
定

 

  【実
施

期
間

】 

平
成

１
０
年

度
～

平
成

１
２
年

度
 

 【実
施

計
画

の
有

無
】 

 
無

 

 【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

１
．

事
務

事
業

の
見

直
し

 

２
．

組
織

機
構

等
の

見
直

し
 

３
．

定
員

管
理

及
び

給
与

の
適

正
化

の
推

進
 

４
．

効
果

的
な

行
政

運
営

と
職

員
の

能
力

開
発

等
の

推
進

 

５
．

行
政

の
情

報
化

の
推

進
等

に
よ

る
行

政
ｻ

ｰ
ﾋﾞ

ｽ
の

向
上

 

６
．

公
共

施
設

の
設

置
及

び
管

理
運

営
 

７
．

経
費

の
節

減
合

理
化

等
行

政
の

健
全

化
 

 平
成

１
３

年
４
月

１
日

 
 

 
 
行

政
組

織
機

構
の

改
編

実
施

 

平
成

１
３

年
度

～
１

４
年

度
 
事

務
事

業
の

見
直

し
 

行
政

組
織

機
構

改
編

の
検

証
 

平
成

１
５

年
４
月

１
日

 
 

 
 
行

政
組

織
機

構
の

改
編

実
施

 

【名
称

】 

湖
陵

町
行

政
改

革
大

綱
 

【策
定

年
月

日
】 

平
成

７
年

４
月

 

  【実
施

期
間

】 

平
成

７
年

度
～

１
１
年

度
 

 【実
施

計
画

の
有

無
】 

 
無

 

 【現
在

の
実

施
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

１
．
事

務
、

事
業

の
見

直
し

 

２
．
行

政
機

構
の

見
直

し
 

３
．
財

政
健

全
化

と
効

率
化

 

平
成

12
年

度
で

終
了

後
、
見

直
し

を
実

施
し

て
い

な
い

 

【名
称

】 

大
社

町
さ

わ
や

か
行

政
推

進
大

綱
 

【策
定

年
月

日
】 

大
綱

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平

成
９

年
３

月
 

実
施

計
画

総
論

編
 

 
平

成
１

０
年

 

実
施

計
画

各
論

編
 

 
平

成
１

１
年

 

【実
施

期
間

】 

大
綱

 
 

 
 

 
 平

成
９

年
度

か
ら

５
カ

年
間

 

実
施

計
画

 
 

 平
成

１
０

年
度

か
ら

平
成

１
５

年
度

ま
で

 

【実
施

計
画

】 

有
 

各
論

編
 

【現
在

の
状

況
と

今
後

の
予

定
】 

現
在

の
計

画
は

、
平

成
１

５
年

度
を

も
っ

て
計

画
期

間
が

終
了

す
る

。
 

行
政

改
革

は
、

当
然

強
力

に
進

め
る

が
、

現
在

の
と

こ
ろ

平
成

１
６
年

度
の

計
画

書
の

作
成

は
予

定
に

な
い

。
 

新
市

に
お

い
て

、
新

た
な

行
政

改
革

大
綱

、
実

施
計

画
を

速
や

か
に

策
定

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
1 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 住
民

分
科

会
 １

－
１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（窓

口
業

務
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
窓

口
業

務
 

調
整

の
方

針
 

１
．

窓
口

手
数

料
に

つ
い

て
は

、２
市

５
町

で
差

異
の

な
い

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
と

す
し、

差
異

の
あ

る
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

斐
川

町
の

例
に

よ
り

合
併

時
に

統
一

す
る

。た
だ

し
、

「身
分

証
明

（破
産

者
、

成
年

被
後

見
人

等
）」

の
単

位
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
平

田
市

、
佐

田
町

、多
伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

の
例

に
よ

り
合

併
時

に
統

一
す

る
。 

２
．

窓
口

サ
ー

ビ
ス

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

新
市

全
域

に
わ

た
る

サ
ー

ビ
ス

向
上

や
電

子
自

治
体

の
動

向
な

ど
を

踏
ま

え
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。

土
日

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

及
び

証
明

書
自

動
交

付
機

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 
１

 窓
口

手
数

料
 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

区
  

分
 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 

位
 

金
額

（円
） 

単
 位

 
金

額
（円

） 

①
戸

籍
事

項
証

明
（戸

籍
謄

抄
本

） 
１

件
 

４
５

０
１

件
 

４
５

０
１

通
 

４
５

０
１

件
 

４
５

０
１

件
 

４
５

０
１

件
 

４
５

０
１件

 
４

５
０

②
戸

籍
記

載
事

項
証

明
 

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１件
 

３
５

０

③
除

籍
事

項
証

明
（除

籍
謄

抄
本

） 
１

件
 

７
５

０
１

件
 

７
５

０
１

通
 

７
５

０
１

件
 

７
５

０
１

件
 

７
５

０
１

件
 

７
５

０
１件

 
７

５
０

④
除

籍
記

載
事

項
証

明
 

１
件

 
４

５
０

１
件

 
４

５
０

１
件

 
４

５
０

１
件

 
４

５
０

１
件

 
４

５
０

１
件

 
４

５
０

１件
 

４
５

０

⑤
受

理
証

明
書

 
１

件
 

３
５

０
１

件
 

３
５

０
１

通
 

３
５

０
１

件
 

３
５

０
１

件
 

３
５

０
１

件
 

３
５

０
１件

 
３

５
０

⑥
受

理
証

明
（上

質
紙

を
用

い
る

場
合

） 
１

件
 

１,
４

０
０

１
件

 
１

,４
０

０
１

通
 

１
,４

０
０

１
件

 
１,

４
０

０
１

件
 

１
,４

０
０

１
件

 
１,

４
０

０
１件

 
１

,４
０

０

⑦
届

出
に

基
づ

く証
明

書
（死

亡
届

写
し

等
） 

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
通

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１
件

 
３

５
０

１件
 

３
５

０

⑧
住

民
票

の
写

し
（一

部
、

全
部

） 
１

件
 

２
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１件

 
２

０
０

⑨
戸

籍
附

票
の

写
し

（一
部

、
全

部
） 

１
件

 
２

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１件
 

２
０

０

⑩
住

民
票

の
記

載
事

項
証

明
（年

金
葉

書
を

含
む

） 
１

件
 

２
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１件

 
２

０
０

⑪
住

民
票

の
閲

覧
 

１
世

帯
 

２
０

０
１

世
帯

 
３

０
０

１
人

 
３

０
０

１
自

治
会

 
２

０
０

１
世

帯
 

２
０

０
１

自
治

会
 

２
０

０
１地

区
 

２
０

０

⑫
印

鑑
登

録
証

明
 

１
件

 
２

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１件
 

２
０

０

⑬
印

鑑
登

録
証

の
交

付
 

１
件

 
２

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
３

０
０

無
料

 
１

件
 

２
０

０
無

料
 

１件
 

２
０

０

⑭
印

鑑
登

録
証

の
再

交
付

 
１

件
 

２
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１件

 
２

０
０

⑮
認

可
地

縁
団

体
印

鑑
登

録
 

無
料

 
１

件
 

３
０

０
無

料
 

制
定

な
し

 
制

定
な

し
 

制
定

な
し

 
無

料
 

⑯
認

可
地

縁
団

体
印

鑑
登

録
証

明
 

１
件

 
２

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
３

０
０

制
定

な
し

 
制

定
な

し
 

制
定

な
し

 
１件

 
２

０
０

⑰
身

分
証

明
（破

産
者

、
成

年
被

後
見

人
等

） 
１

件
 

２
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１件

 
２

０
０

⑱
外

国
人

登
録

原
票

記
載

事
項

証
明

 
１

件
 

２
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

３
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１

件
 

２
０

０
１件

 
２

０
０

⑲
自

動
車

臨
時

運
行

許
可

 
１

件
 

７
５

０
１

件
 

７
５

０
１

両
 

７
５

０
制

定
な

し
 

制
定

な
し

 
制

定
な

し
 

制
定

な
し

 

⑳
そ

の
他

の
証

明
 

１
件

 
２

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
３

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１
件

 
２

０
０

１件
 

２
０

０
 

【異
な

る
点

】 
 

・手
数

料
の

区
分

の
う

ち
、

⑧
～

⑳
は

金
額

が
異

な
る

。 
 

・「
住

民
票

の
閲

覧
」の

徴
収

単
位

が
異

な
る

。 
 

・身
分

証
明

（破
産

者
、

成
年

被
後

見
人

等
）の

１
件

の
取

扱
い

が
異

な
る

。
（出

雲
市

・斐
川

町
の

場
合

は
証

明
項

目
数

を
１

件
と

し
て

計
算

。
そ

の
他

の
市

町
は

、原
則

証
明

書
１

枚
を

１
件

と
し

て
計

算
。

） 

１ 
窓

口
手

数
料

 

 ２
市

５
町

で
差

異
の

な
い

手
数

料
に

つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

と
す

し
、

差
異

の
あ

る
手

数
料

に
つ

い
て

は
、斐

川
町

の
例

に
よ

り合
併

時
に

統
一

す
る

。 

た
だ

し
、「

身
分

証
明

（破
産

者
、

成

年
被

後
見

人
等

）」
の

単
位

の
取

扱
い

に

つ
い

て
は

、
平

田
市

、
佐

田
町

、
多

伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

の
例

に
よ

り

合
併

時
に

統
一

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
2 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 住
民

分
科

会
 １

－
２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（窓

口
業

務
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
窓

口
業

務
 

調
整

の
方

針
 

１
．

窓
口

手
数

料
に

つ
い

て
は

、２
市

５
町

で
差

異
の

な
い

手
数

料
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り
と

す
し、

差
異

の
あ

る
手

数
料

に
つ

い
て

は
、

斐
川

町
の

例
に

よ
り

合
併

時
に

統
一

す
る

。た
だ

し
、

「身
分

証
明

（破
産

者
、

成
年

被
後

見
人

等
）」

の
単

位
の

取
扱

い
に

つ
い

て
は

、
平

田
市

、
佐

田
町

、多
伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

の
例

に
よ

り
合

併
時

に
統

一
す

る
。 

２
．

窓
口

サ
ー

ビ
ス

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

新
市

全
域

に
わ

た
る

サ
ー

ビ
ス

向
上

や
電

子
自

治
体

の
動

向
な

ど
を

踏
ま

え
新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。

土
日

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

及
び

証
明

書
自

動
交

付
機

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

調
整

の
具

体
的

内
容

 

２
 土

日
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
、

証
明

書
自

動
交

付
機

（出
雲

市
の

み
実

施
） 

  (1
) 

土
日

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

 
【設

置
目

的
】 

  
 

市
行

政
を

市
民

生
活

上
よ

り
身

近
な

も
の

と
す

る
と

と
も

に
、

住
民

サ
ー

ビ
ス

の
向

上
を

図
る

 
  

【取
扱

事
務

】 
（１

） 
住

民
票

の
写

し
、

戸
籍

謄
抄

本
及

び
戸

籍
の

附
票

に
係

る
取

次
ぎ

事
務

 
（２

） 
印

鑑
登

録
証

明
書

、住
民

票
の

写
し

、
年

金
の

現
況

届
の

証
明

及
び

外
国

人
登

録
原

票
記

載
事

項
証

明
書

に
係

る
即

日
交

付
事

務
 

（３
） 

所
得

証
明

書
、

課
税

証
明

書
、納

税
証

明
書

及
び

資
産

証
明

書
に

係
る

取
次

ぎ
事

務
 

（４
） 

簡
易

な
申

請
書

、
届

け
書

の
取

次
ぎ

事
務

 
（５

） 
市

政
案

内
等

に
関

す
る

こ
と

 
  

【開
所

日
】 

  
 

土
曜

日
、

日
曜

日
（た

だ
し

１
２月

３０
日

か
ら

翌
年

１
月

４
日

ま
で

は
除

く。
） 

  
【開

所
時

間
】 

  
午

前
１

０時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

  
【場

所
】 

  
 

ジ
ャ

ス
コ

出
雲

店
（出

雲
市

渡
橋

町
１

０
６

６番
地

） 
 (2

) 
証

明
書

自
動

交
付

機
（出

雲
市

の
み

実
施

） 
 

【設
置

目
的

】 
  

 
市

民
サ

ー
ビ

ス
の

向
上

及
び

窓
口

業
務

の
効

率
化

を
図

る
。

 
  

【設
置

場
所

】 
  

 
出

雲
市

役
所

（市
民

ホ
ー

ル
） 

  
※

 設
置

予
定

箇
所

 
出

雲
郵

便
局

（Ｈ
１

５年
８

月
か

ら
） 

パ
ル

メ
イ

ト出
雲

（Ｈ
１

６年
度

以
降

） 
  

【稼
働

日
時

】 
  

 
平

日
：午

前
９

時
か

ら
午

後
５

時
１

５分
ま

で
 

  
 

休
日

（祝
日

を
除

く）
：午

前
１

０時
か

ら
午

後
５

時
ま

で
 

  
【交

付
す

る
証

明
書

】 
（１

） 
住

民
票

の
写

し
（請

求
者

及
び

請
求

者
と

同
一

の
世

帯
に

属
す

る
者

に
限

る
） 

（２
） 

印
鑑

登
録

証
明

書
（請

求
者

に
係

る
も

の
に

限
る

） 
  

【利
用

で
き

る
方

】 
  

 
出

雲
市

市
民

カ
ー

ドの
交

付
等

に
関

す
る

規
則

に
規

定
す

る
住

民
票

暗
証

番
号

及
び

印
鑑

登
録

暗
証

番
号

の
両

方
又

は
い

ず
れ

か
一

方
の

登
録

を
受

け
た

者
に

限
る

。
 

  
  

→
 

市
民

カ
ー

ド
は

Ｈ
１

５年
８

月
以

降
「住

基
カ

ー
ド」

に
移

行
す

る
予

定
。 

 

２ 
土

日
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
、証

明
書

自
動

交
付

機
 

 窓
口

サ
ー

ビ
ス

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

新
市

全
域

わ
た

る
サ

ー
ビ

ス
向

上
や

電
子

自
治

体
の

動
向

な
ど

を
踏

ま
え

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。
土

日
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
及

び
証

明
書

自
動

交
付

機
に

つ
い

て
は

、
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。
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手
数

料
の

種
類

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

件
数

総
件

数
現

状
単

価
金

額
(円

）
　

単
価

金
額

(円
）

戸
籍

事
項

証
明

（戸
籍

謄
抄

本
）

16
,8

22
6,

87
8

5,
53

5
1,

39
5

1,
13

5
1,

80
3

4,
70

1
37

,1
34

16
,7

10
,3

00
45

0
16

,7
10

,3
00

45
0

16
,7

10
,3

00

戸
籍

記
載

事
項

証
明

13
0

0
0

0
0

9
22

7,
70

0
35

0
7,

70
0

35
0

7,
70

0

除
籍

事
項

証
明

（除
籍

謄
抄

本
）

7,
22

1
2,

16
1

2,
61

0
44

0
34

9
87

3
1,

44
5

14
,7

50
11

,0
62

,5
00

75
0

11
,0

62
,5

00
75

0
11

,0
62

,5
00

除
籍

記
載

事
項

証
明

0
0

0
0

0
0

5
5

2,
25

0
45

0
2,

25
0

45
0

2,
25

0

受
理

証
明

書
97

8
4

0
4

4
22

13
5

47
,2

50
35

0
47

,2
50

35
0

47
,2

50

受
理

証
明

（上
質

紙
を

用
い

る
場

合
）

0
0

0
0

0
0

2
2

2,
80

0
1,

40
0

2,
80

0
1,

40
0

2,
80

0

届
書

に
基

づ
く

証
明

書
（死

亡
届

写
し

等
）

35
7

15
4

15
6

14
27

47
59

78
7

27
5,

45
0

35
0

27
5,

45
0

35
0

27
5,

45
0

住
民

票
の

写
し

（一
部

､全
部

）
47

,0
03

13
,3

36
12

,6
97

2,
04

0
1,

77
7

2,
69

9
7,

04
1

84
,8

16
19

,5
66

,5
00

30
0

25
,4

44
,8

00
20

0
16

,9
63

,2
00

戸
籍

附
票

の
写

し
（一

部
､全

部
）

1,
91

0
59

5
42

1
14

4
12

4
18

2
46

1
3,

71
3

84
4,

20
0

30
0

1,
11

3,
90

0
20

0
74

2,
60

0

住
民

票
の

記
載

事
項

証
明

（年
金

葉
書

含
む

）
3,

50
9

1,
38

0
87

9
28

7
34

26
4

20
4

6,
52

3
1,

53
0,

50
0

30
0

1,
95

6,
90

0
20

0
1,

30
4,

60
0

住
民

票
の

閲
覧

14
,4

23
3,

78
0

4,
55

9
20

9
19

7
68

25
6

23
,2

95
5,

49
2,

90
0

30
0

6,
98

8,
50

0
20

0
4,

65
9,

00
0

印
鑑

登
録

証
明

37
,9

77
11

,1
87

10
,2

79
1,

64
3

1,
35

5
1,

92
0

6,
49

3
69

,4
99

16
,0

46
,4

00
30

0
20

,8
49

,7
00

20
0

13
,8

99
,8

00

印
鑑

登
録

証
の

交
付

3,
52

8
91

5
95

9
0

14
3

0
62

5
6,

02
7

1,
39

2,
80

0
30

0
1,

80
8,

10
0

20
0

1,
20

5,
40

0
印

鑑
登

録
証

の
再

交
付

0
0

0
49

27
55

0
10

4
20

,8
00

30
0

31
,2

00
20

0
20

,8
00

認
可

地
縁

団
体

印
鑑

登
録

0
2

0
0

2
60

0
0

0
0

0

認
可

地
縁

団
体

印
鑑

登
録

証
明

0
3

0
0

3
90

0
30

0
90

0
20

0
60

0
身

分
証

明
（破

産
者

・成
年

被
後

見
人

）
2,

68
7

32
2

60
0

53
75

12
5

0
3,

78
7

84
9,

60
0

30
0

1,
13

6,
10

0
20

0
75

7,
40

0

外
国

人
登

録
原

票
記

載
事

項
証

明
58

4
46

12
2

26
24

0
0

77
8

17
2,

40
0

30
0

23
3,

40
0

20
0

15
5,

60
0

自
動

車
臨

時
運

行
許

可
1,

14
6

18
3

52
6

1,
85

5
1,

39
1,

25
0

75
0

1,
39

1,
25

0
75

0
1,

39
1,

25
0

そ
の

他
の

証
明

10
0

15
7

18
0

16
6

90
0

1,
18

1
25

3,
70

0
30

0
35

4,
30

0
20

0
23

6,
20

0

合
計

13
7,

37
7

41
,1

07
39

,3
65

6,
30

0
5,

28
7

8,
04

6
22

,2
23

25
4,

41
8

75
,6

70
,8

00
89

,4
17

,3
00

69
,4

44
,7

00
13

,7
46

,5
00

△
 6

,2
26

,1
00

増
減

料
　

金
　

変
　

更
　

に
　

伴
　

う
　

増
　

減
　
（
 窓

 口
 手

 数
 料

 ）
出

雲
市

平
田

市
斐

川
町

佐
田

町
値

上
げ

値
下

げ
2市

5町
（平

成
13

年
度

）
多

伎
町

湖
陵

町
大

社
町

資
料 １
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手
数

料
の

種
類

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

単
位

金
額

(円
）

戸
籍

事
項

証
明

（
戸

籍
謄

抄
本

）
１

件
に

つ
き

45
0

１
件

に
つ

き
4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

１
件

に
つ

き
4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

１
件

に
つ

き
4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

戸
籍

記
載

事
項

証
明

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

１
件

に
つ

き
3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

１
件

に
つ

き
3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

除
籍

事
項

証
明

（
除

籍
謄

抄
本

）
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

除
籍

記
載

事
項

証
明

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

１
件

に
つ

き
4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

１
件

に
つ

き
4
5
0

１
件

に
つ

き
45

0
１

件
に

つ
き

45
0

受
理

証
明

書
１

件
に

つ
き

35
0

１
件

に
つ

き
3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

１
件

に
つ

き
3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

１
件

に
つ

き
3
5
0

１
件

に
つ

き
35

0
１

件
に

つ
き

35
0

受
理

証
明

（上
質

紙
を

用
い

る
場

合
）

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

１
件

に
つ

き
1,

40
0

届
書

に
基

づ
く

証
明

書
（死

亡
届

写
し

等
）

1件
に

つ
き

35
0

1件
に

つ
き

3
5
0

1件
に

つ
き

35
0

1件
に

つ
き

35
0

1件
に

つ
き

3
5
0

1件
に

つ
き

35
0

1件
に

つ
き

35
0

1
件

に
つ

き
3
5
0

1件
に

つ
き

35
0

1件
に

つ
き

35
0

住
民

票
の

写
し

（一
部

､全
部

）
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

戸
籍

附
票

の
写

し
（一

部
､全

部
）

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

住
民

票
の

記
載

事
項

証
明

（年
金

葉
書

含
む

）
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

住
民

票
の

閲
覧

1世
帯

に
つ

き
20

0
1世

帯
に

つ
き

3
0
0

1世
帯

に
つ

き
20

0
1世

帯
に

つ
き

20
0

1世
帯

に
つ

き
2
0
0

1人
に

つ
き

15
0

１
人

に
つ

き
30

0
１

人
に

つ
き

3
0
0

１
人

に
つ

き
30

0
1世

帯
に

つ
き

10
0

印
鑑

登
録

証
明

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

印
鑑

登
録

証
の

交
付

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
無

料
0

無
料

0
無

料
0

無
料

0

印
鑑

登
録

証
の

再
交

付
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

認
可

地
縁

団
体

印
鑑

登
録

無
料

0
無

料
0

１
件

に
つ

き
20

0
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**１
件

に
つ

き
2
0
0

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**無
料

0
無

料
0

無
料

0
無

料
0

認
可

地
縁

団
体

印
鑑

登
録

証
明

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**１
件

に
つ

き
2
0
0

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

身
分

証
明

（破
産

者
・成

年
被

後
見

人
）

１
通

に
つ

き
30

0
１

通
に

つ
き

3
0
0

１
通

に
つ

き
40

0
１

通
に

つ
き

20
0

１
通

に
つ

き
4
0
0

１
通

に
つ

き
40

0
１

通
に

つ
き

30
0

１
通

に
つ

き
3
0
0

１
通

に
つ

き
30

0
１

通
に

つ
き

30
0

外
国

人
登

録
原

票
記

載
事

項
証

明
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

自
動

車
臨

時
運

行
許

可
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

１
件

に
つ

き
7
5
0

１
件

に
つ

き
75

0
１

件
に

つ
き

75
0

そ
の

他
の

証
明

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

3
0
0

１
件

に
つ

き
20

0
１

件
に

つ
き

20
0

１
件

に
つ

き
2
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

１
件

に
つ

き
3
0
0

１
件

に
つ

き
30

0
１

件
に

つ
き

30
0

料
金

改
定

時
期

松
江

市
安

来
市

大
田

市
江

津
市

倉
吉

市
境

港
市

浜
田

市
益

田
市

鳥
取

市
米

子
市

近
　

隣
　

自
　

治
　

体
　

の
　

状
　

況

平
成

9年
4月

1日
平

成
12

年
4月

1日
平

成
13

年
4
月

1日
平

成
12

年
3月

28
日

平
成

8年
4月

1日
平

成
12

年
4月

1
日

平
成

12
年

4月
1日

上
記

の
戸

籍
関

係
手

数
料

は
全

て
同

額
で

す

資
料
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出

雲
市

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

の
概

要
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

          

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

 

業
務

内
容

 
取

扱
文

書
 

取
扱

件
数

 

（平
成

14
年

度
計

） 
総

件
数

対
比

 

即
日

交
付

 
住

民
票
・
年
金
は

が
き
・
印
鑑
証
明
・

外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証
明
書

 
住

民
票

 
1,

43
3
件

 
印
鑑
証
明

1,
34

8
件

 
住
民
票

 
２
．
９

％
 

印
鑑

証
明
３
．
６

％
 

取
次

交
付

 
戸
籍
謄
抄
本

 
税
務
証
明

 
戸

籍
謄

抄
本

 
 

 
 

 
 
７
４

件
 

戸
籍
謄
抄
本

 
 

 
 

 
０
．
４

％
 

戸
籍

届
出

受
付

 
婚

姻
届
、
出

生
届
、
養

子
縁

組
届

等
 

死
亡

届
を
除
く

す
べ

て
の
戸
籍
届
出

 
婚

姻
届

 
 
２
０

件
 

出
生

届
 

 
１
５

件
 

婚
姻
届

 
３
．
８

％
 

出
生
届

 
１
．
５

％
 

 
 

 
 

職
員

の
勤

務
体

制
 

 

・
市

民
課

職
員
は

月
１

回
程

度
、
そ

れ
以

外
の
職

員
は
１

年
半

に
１

回
程

度
、
管

理
職
は

半
年
に

１
回

程
度

の
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ

ン
と

な
る

。
 

・
出

勤
日

は
代

休
措

置
す
る
。

 
  

 
 

管 理 者 

申 請 者 

③
作

 
成

 

⑤
交

 
付

 

①
受

 
付

 
②

請
 

求
 

④
送

 
信

 

ジ
ャ

ス
コ

・サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

 
市

役
所

（市
民

課
） 

市
民

課
以

外
の

職
員

３
名

が
勤

務
 

（
う
ち
１
名
は
管
理
職
）

 

市
民

課
職

員
２

名
が

勤
務

 

 
ラ

ン
ニ

ン
グ

コ
ス

ト
（年

額
）
 

 

 
 
フ
ァ
ッ
ク
ス
リ
ー
ス

料
（
本

庁
用

）
 

 
 

５
５
千
円

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（
ジ
ャ
ス
コ
用

）
３

７
５
千
円

 
 
 
フ
ァ
ッ
ク
ス

保
守
料

 
 

 
 

 
 

 
 
１

１
５
千
円

 
 
 
フ
ァ
ッ
ク
ス

通
話
料

 
 

 
 

 
 

 
 
２

４
０
千
円

 
 
 
そ

の
他
事
務
品
費
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３
０
千
円

 
 
 
 
 
 
計
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
８

１
５
千
円

 

  

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

  

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

別
紙

１
 

資
料

３
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証

明
書

自
動

交
付

機
の

概
要

 
                           

稼
働

時
間

 
証

明
種

目
 

件
 

数
 

総
件

数
対

比
 

 
経

 
費

 

平
日

 
９

：
０
０

～
１

７
：

１
５

 
住

民
票

 
３

２
９

件
 

０
．

７
０

％
 

 
自

動
交

付
機

 
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
（

年
間

）
 

土
・
日

 
１

０
：
０

０
～

１
７

：
０

０
 

 

印
鑑

証
明

 
７

２
４

件
 

１
．

９
１

％
 

 
２

０
０

０
万

円
／

台
 

３
０

０
万

円
／

台
 

 

平
成

１
０

年
４

月
か

ら
 

市
役

所
市

民
ホ

ー
ル

 

平
成

１
５

年
８

月
か

ら
 

出
雲

郵
便

局
 

平
成

１
６

年
度

以
降

 

パ
ル

メ
イ

ト
出

雲
 

稼
働

時
間

中
は

、
市

役
所

市
民

課
側

で
常

時
、

モ
ニ

タ
ー

監
視

す
る

と
と

も
に

V
T

R
で

録
画

す
る

。
 

非
常

時
は

遠
隔

稼
動

監
視

装
置

に
よ

り
停

止
が

可
能

。
 

（土
日

の
監

視
は

、
サ

ー
ビ

ス
コ

ー
ナ

ー
従

事
者

が
兼

務
） 

出
雲

市
役

所
市

民
課

 

使
用

す
る

カ
ー

ド
は

、
平

成
１

５

年
８

月
以

降
は

出
雲

市
独

自
仕

様
の

「市
民

カ
ー

ド
」
か

ら
全

国

共
通

仕
様

の
「住

基
カ

ー
ド

」に

変
更

す
る

。
 

資
料
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住 民 票

印 鑑 証 明

年 金 現 況 届

外 国 人 記 載

事 項 証 明 書

計

戸 籍 騰 抄 本

住 民 票

所 得

課 税

納 税 資 産

計

婚 姻 届 書

出 生 届 書

戸 籍 騰 抄 本

住 民 票

印 鑑 証 明

そ の 他

計

平
成

１
４

年
４

月
12

2
96

4
0

22
2

6
7

2
0

0
15

23
7

1
0

6
0

0
1

8
1

7
28

11
29

2

５
月

97
66

3
1

16
7

1
0

0
0

0
1

16
8

1
3

4
0

0
1

9
2

8
52

20
25

9

６
月

10
0

94
2

2
19

8
9

0
18

10
0

37
23

5
3

2
8

0
0

1
14

12
18

43
21

34
3

７
月

92
85

1
0

17
8

1
0

19
6

0
26

20
4

3
1

11
0

0
0

15
12

6
35

16
28

8

８
月

10
3

61
4

0
16

8
0

0
3

0
0

3
17

1
1

1
3

0
0

0
5

3
6

32
21

23
8

９
月

12
0

88
4

2
21

4
2

0
1

0
0

3
21

7
3

3
8

0
0

0
14

2
6

10
12

26
1

１
０

月
11

1
12

2
4

5
24

2
3

0
1

1
0

5
24

7
1

0
5

0
0

2
8

0
9

24
13

30
1

１
１

月
10

0
93

3
2

19
8

2
0

2
2

1
7

20
5

3
0

8
1

0
0

12
3

7
30

16
27

3

１
２

月
10

9
10

0
0

2
21

1
0

0
5

1
1

7
21

8
0

3
3

0
0

4
10

2
7

59
27

32
3

平
成

１
５

年
１

月
12

4
11

0
2

0
23

6
3

0
3

2
4

12
24

8
0

1
8

0
0

0
9

1
10

52
20

34
0

２
月

15
0

15
0

2
1

30
3

2
5

1
8

31
1

8
1

9
1

7
67

22
41

7

３
月

20
5

28
3

6
2

49
6

2
4

18
15

39
53

5
4

1
2

7
1

9
63

52
66

7

平
成

１
４

年
度

計
1,

43
3

1,
34

8
35

17
2,

83
3

31
7

63
40

22
16

3
2,

99
6

20
15

74
1

0
10

12
0

40
10

0
49

5
25

1
4,

00
2

平
成

１
３

年
度

計
1,

42
6

1,
39

7
37

15
2,

87
5

77
3

76
13

9
17

8
3,

05
3

24
14

90
1

0
11

14
0

45
94

48
4

28
5

4,
10

1

平
成

１
２

年
度

計
1,

32
9

1,
43

5
40

30
2,

83
4

74
14

58
2

3
15

1
2,

98
5

13
28

81
10

15
14

7
43

11
3

38
3

32
2

3,
99

3

平
成

１
１

年
度

計
1,

18
9

1,
27

5
69

45
2,

57
8

62
4

51
17

3
13

7
2,

71
5

26
22

11
5

6
17

18
6

50
82

39
5

31
8

3,
74

6

平
成

１
０

年
度

計
1,

13
3

1,
27

5
97

34
2,

53
9

70
2

85
9

13
17

9
2,

71
8

29
26

87
2

20
16

4
54

91
41

8
31

1
3,

75
6

平
成

９
年

度
計

1,
03

5
1,

13
4

26
2

15
2,

44
6

48
10

79
2

3
14

2
2,

58
8

25
25

68
7

8
13

3
31

83
35

7
28

1
3,

47
3

平
成

８
年

度
計

1,
29

7
1,

29
6

36
6

17
2,

97
6

53
7

59
15

2
13

6
3,

11
2

31
44

93
17

4
25

21
4

47
14

5
40

2
38

2
4,

30
2

平
成

７
年

度
計

1,
04

7
1,

34
2

35
1

5
2,

74
5

45
14

9
10

11
21

5
2,

96
0

43
19

88
9

11
17

0
36

91
38

4
32

4
3,

96
5

電 話 受 付 件 数

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

取
扱

件
数

明
細

表

総 合 計

即
日

交
付

総 件 数

事
前

受
付

に
よ

る
交

付
市

民
課

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

で
の

申
請

受
付

サ
ー

ビ
ス

コ
ー

ナ
ー

で
の

交
付

税 務 証 明 書

そ の 他 の 書 類 受 付

相 談 件 数資
料

５
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
1 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 健
康

・医
療

分
科

会
 №

１
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（保

健
事

業
関

係
そ

の
２）

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

医
療

費
助

成
に

つ
い

て
 

調
整

の
方

針
 

１
．

乳
幼

児
等

医
療

費
助

成
制

度
に

つ
い

て
は

、現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

た
だ

し
、

一
部

負
担

金
は

、
７

０
０円

に
統

一
す

る
。 

２
．

福
祉

医
療

費
助

成
制

度
に

つ
い

て
は

、
大

社
町

の
例

に
よ

り
合

併
時

ま
で

に
調

整
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

医
療

費
の

本
人

負
担

分
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
疾

病
の

 
  

早
期

発
見

等
と

保
護

者
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

 【助
成

額
】 

 本
人

負
担

分
か

ら
下

記
の

一
部

負
担

金
を

除
い

た
額

を
助

成
 

 ○
一

部
負

担
金

 
  

・３
歳

未
満

の
入

院
・通

院
⇒

７
０

０円
 

  
・３

歳
以

上
就

学
前

ま
で

の
入

院
⇒

総
医

療
費

の
１割

 
  

  
  

  
  

  
  

  
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く

等
５

疾
患

群
の

１ケ
月

未
満

 
  

 
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１割
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
【県

補
助

金
】 

 助
成

額
の

１/
2

を
補

助
 

 ２ 
福

祉
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

福
祉

医
療

対
象

者
に

対
し

て
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
対

 
  

象
者

の
健

康
の

保
持

と安
定

を
図

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

 【助
成

額
】 

 本
人

負
担

額
か

ら
一

部
負

担
金

５
０

０円
を

控
除

し
た

額
を

助
成

 
【県

補
助

】 
 助

成
額

の
１/

２を
補

助
 

【対
象

者
】 

 ・
６

５
才

以
上

の
寝

た
き

り
、介

護
が

必
要

な
人

で
市

町
長

が
認

め
た

者
 

 ・
重

度
、中

度
の

知
的

障
害

児
（者

）な
ど

 
 ・

身
体

障
害

者
１級

又
は

２級
 

 ・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

に
規

程
す

る
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
あ

り、
１

８歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
す

る
者

 
  

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

の
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、乳
幼

児
等

疾
病

の
 

  
早

期
発

見
及

び
早

期
治

療
を

促
進

し、
保

護
者

の
経

済
的

負
担

の
軽

 
  

減
及

び
乳

幼
児

等
の

健
全

な
育

成
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る。

 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
【助

成
額

】 
 本

人
負

担
分

か
ら

下
記

の
一

部
負

担
金

を
除

い
た

額
を

助
成

 
 ○

一
部

負
担

金
 

  
・３

歳
未

満
の

入
院

・通
院

→
１，

０
０

０円
 

  
・３

歳
以

上
就

学
前

ま
で

の
入

院
→

総
医

療
費

の
１

割
 

  
  

  
  

  
  

  
  

（上
限

15
,0

00
円

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く

等
５疾

患
群

の
１ヶ

月
未

満
 

  
 

の
入

院
→

総
医

療
費

の
１

割
（上

限
15

,0
00

円
／

月
） 

【県
補

助
金

】 
 助

成
額

の
1/

2
を

補
助

 
 ２ 

福
祉

医
療

費
助

成
 

【目
的

等
】 

 ・
福

祉
医

療
対

象
者

に
対

し
て

医
療

費
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り、
福

 
  

祉
医

療
対

象
者

の
健

康
の

維
持

と
生

活
の

安
定

を
図

り
、も

っ
て

福
 

  
祉

医
療

対
象

者
の

福
祉

の
増

進
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

【助
成

額
】 

 本
人

負
担

額
か

ら
一

部
負

担
金

５
０

０円
を

控
除

し
た

額
を

助
成

 
【県

補
助

】 
 助

成
額

の
１/

２を
補

助
 

【対
象

者
】 

 ・
６

５才
以

上
の

寝
た

き
り

、介
護

が
必

要
な

人
で

市
町

長
が

認
め

た
者

 
 ・

重
度

、中
度

の
知

的
障

害
児

（者
）な

ど
 

 ・
身

体
障

害
者

１級
又

は
２級

 
 ・

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
に

規
程

す
る

配
偶

者
の

い
な

い
女

子
で

あ
り

、
１

８歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
す

る
者

 
  

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

医
療

費
の

本
人

負
担

分
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り疾
病

の
 

  
早

期
発

見
等

と
保

護
者

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
分

か
ら

下
記

の
一

部
負

担
金

を
除

い
た

額
を

助
成

 
 ○

一
部

負
担

金
 

  
・３

歳
未

満
の

入
院

・通
院

⇒
７

０
０円

 
  

・３
歳

以
上

就
学

前
ま

で
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１
割

 
  

  
  

  
  

  
  

  
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く等

５疾
患

群
の

１ケ
月

未
満

 
  

 
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１割
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
【県

補
助

金
】 

 助
成

額
の

１/
2

を
補

助
 

  ２ 
福

祉
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

福
祉

医
療

対
象

者
に

対
し

て
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
対

 
  

象
者

の
健

康
の

保
持

と
安

定
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
額

か
ら

一
部

負
担

金
５

０
０円

を
控

除
し

た
額

を
助

成
 

【県
補

助
】 

 助
成

額
の

１/
２を

補
助

 
【対

象
者

】 
 ・

６
５才

以
上

の
寝

た
き

り
、介

護
が

必
要

な
人

で
市

町
長

が
認

め
た

者
 

 ・
重

度
、中

度
の

知
的

障
害

児
（者

）な
ど

 
 ・

身
体

障
害

者
１級

又
は

２級
 

 ・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

に
規

程
す

る
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
あ

り
、

１
８歳

未
満

の
児

童
を

扶
養

す
る

者
 

 ・
父

子
家

庭
、配

偶
者

に
障

害
の

あ
る

男
子

 

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 乳

幼
児

等
医

療
費

の
本

人
負

担
分

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り疾

病
の

早
 

期
発

見
と

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
。 

 県
単

位
の

事
業

。 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
分

か
ら

下
記

の
１部

負
担

金
を

除
い

た
額

を
助

成
。 

 ○
一

部
負

担
金

 
  

・３
歳

未
満

の
入

院
･通

院
：７

０
０円

 
  

・３
歳

以
上

就
学

前
ま

で
の

入
院

：総
医

療
費

の
１割

 
（上

限
  

 
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
の

ぜ
ん

そ
く等

5
疾

患
群

の
1

か
月

未
満

の
 

  
 

入
院

：（
上

限
15

,0
00

円
/月

） 
【県

助
成

金
】 

 助
成

額
の

1/
2 

 ２ 
福

祉
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

福
祉

医
療

対
象

者
に

対
し

て
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
対

 
  

象
者

の
健

康
の

保
持

と
安

定
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
額

か
ら

一
部

負
担

金
５

０
０円

を
控

除
し

た
額

を
助

成
 

【県
補

助
】 

 助
成

額
の

１/
２を

補
助

 
【対

象
者

】 
 ・

６
５才

以
上

の
寝

た
き

り
、介

護
が

必
要

な
人

で
市

町
長

が
認

め
た

者
 

 ・
重

度
、中

度
の

知
的

障
害

児
（者

）な
ど

 
 ・

身
体

障
害

者
１級

又
は

２級
 

 ・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

に
規

程
す

る
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
あ

り
、

１
８

歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
す

る
者
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
2 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 健
康

・医
療

分
科

会
 №

１
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（保

健
事

業
関

係
そ

の
２）

の
取

扱
い

 
協

議
細

目
 

医
療

費
助

成
事

業
 

調
整

の
方

針
 

１
．

乳
幼

児
等

医
療

費
助

成
制

度
に

つ
い

て
は

、現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

た
だ

し
、

一
部

負
担

金
は

、
７

０
０円

に
統

一
す

る
。 

２
．

福
祉

医
療

費
助

成
制

度
に

つ
い

て
は

、
大

社
町

の
例

に
よ

り
合

併
時

ま
で

に
調

整
す

る
。

 

現
  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

医
療

費
の

本
人

負
担

分
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
疾

病
の

 
  

早
期

発
見

等
と

保
護

者
の

経
済

的
負

担
の

軽
減

を
図

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

 【助
成

額
】 

 本
人

負
担

分
か

ら
下

記
の

一
部

負
担

金
を

除
い

た
額

を
助

成
 

 ○
一

部
負

担
金

 
  

・３
歳

未
満

の
入

院
・通

院
⇒

７
０

０円
 

  
・３

歳
以

上
就

学
前

ま
で

の
入

院
⇒

総
医

療
費

の
１割

 
  

  
  

  
  

  
  

  
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く

等
５

疾
患

群
の

１ケ
月

未
満

 
  

 
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１割
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
【県

補
助

金
】 

 助
成

額
の

１/
2

を
補

助
 

 ２ 
福

祉
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

福
祉

医
療

対
象

者
に

対
し

て
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
対

 
  

象
者

の
健

康
の

保
持

と安
定

を
図

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

【助
成

額
】 

 本
人

負
担

額
か

ら
一

部
負

担
金

５
０

０円
を

控
除

し
た

額
を

助
成

 
【県

補
助

】 
 助

成
額

の
１/

２を
補

助
 

【対
象

者
】 

 ・
６

５
才

以
上

の
寝

た
き

り
、介

護
が

必
要

な
人

で
市

町
長

が
認

め
た

者
 

 ・
重

度
、中

度
の

知
的

障
害

児
（者

）な
ど

 
 ・

身
体

障
害

者
１級

又
は

２級
 

 ・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

に
規

程
す

る
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
あ

り、
１

８歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
す

る
者

 
  

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

医
療

費
の

本
人

負
担

分
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り疾
病

の
 

  
早

期
発

見
等

と
保

護
者

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
分

か
ら

下
記

の
一

部
負

担
金

を
除

い
た

額
を

助
成

 
 ○

一
部

負
担

金
 

  
・３

歳
未

満
の

入
院

・通
院

⇒
７

０
０円

 
  

・３
歳

以
上

就
学

前
ま

で
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１
割

 
  

  
  

  
  

  
  

  
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く

等
５疾

患
群

の
１ケ

月
未

満
 

  
 

の
入

院
⇒

総
医

療
費

の
１

割
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
【県

補
助

金
】 

 助
成

額
の

１/
2

を
補

助
 

 ２ 
福

祉
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

福
祉

医
療

対
象

者
に

対
し

て
医

療
費

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
対

 
  

象
者

の
健

康
の

保
持

と
安

定
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
【助

成
額

】 
 本

人
負

担
額

か
ら

一
部

負
担

金
５

０
０円

を
控

除
し

た
額

を
助

成
 

【県
補

助
】 

 助
成

額
の

１/
２を

補
助

 
【対

象
者

】 
 ・

６
５才

以
上

の
寝

た
き

り
、介

護
が

必
要

な
人

で
市

町
長

が
認

め
た

者
 

 ・
重

度
、中

度
の

知
的

障
害

児
（者

）な
ど

 
 ・

身
体

障
害

者
１級

又
は

２級
 

 ・
母

子
及

び
寡

婦
福

祉
法

に
規

程
す

る
配

偶
者

の
い

な
い

女
子

で
あ

り
、

１
８歳

未
満

の
児

童
を

扶
養

す
る

者
 

 

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
【目

的
等

】 
 ・

乳
幼

児
等

医
療

費
の

本
人

負
担

分
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り疾
病

の
 

  
早

期
発

見
等

と
保

護
者

の
経

済
的

負
担

の
軽

減
を

図
る

。 
 ・

県
単

位
の

事
業

 
 【助

成
額

】 
 本

人
負

担
分

か
ら

下
記

の
一

部
負

担
金

を
除

い
た

額
を

助
成

 
 ○

一
部

負
担

金
 

  
・３

歳
未

満
の

入
院

・通
院

⇒
７

０
０円

 
  

・３
歳

以
上

就
学

前
ま

で
の

入
院

⇒
総

医
療

費
の

１
割

 
  

  
  

  
  

  
  

  
（上

限
15

,0
00

円
/月

） 
  

・就
学

後
20

歳
未

満
ま

で
の

ぜ
ん

そ
く

等
５疾

患
群

の
１ケ

月
未

満
 

  
 

の
入

院
⇒

総
医

療
費

の
１割

（上
限

15
,0

00
円

/月
） 

【県
補

助
金

】 
 助

成
額

の
１/

2
を

補
助

 
 ２ 

福
祉

医
療

費
助

成
 

【目
的

等
】 

 ・
福

祉
医

療
対

象
者

に
対

し
て

医
療

費
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

っ
て

対
 

  
象

者
の

健
康

の
保

持
と

安
定

を
図

る
。 

 ・
県

単
位

の
事

業
 

【助
成

額
】 

 本
人

負
担

額
か

ら
一

部
負

担
金

５
０

０円
を

控
除

し
た

額
を

助
成

 
【県

補
助

】 
 助

成
額

の
１/

２を
補

助
 

【対
象

者
】 

 ・
６

５才
以

上
の

寝
た

き
り

、介
護

が
必

要
な

人
で

市
町

長
が

認
め

た
者

 
 ・

重
度

、中
度

の
知

的
障

害
児

（者
）な

ど
 

 ・
身

体
障

害
者

１級
又

は
２級

 
 ・

母
子

及
び

寡
婦

福
祉

法
に

規
程

す
る

配
偶

者
の

い
な

い
女

子
で

あ
り

、
１

８歳
未

満
の

児
童

を
扶

養
す

る
者

 
・父

子
家

庭
、配

偶
者

に
障

害
の

あ
る

男
子

 
・父

母
の

い
な

い
児

童
 

１ 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

 
乳

幼
児

等
医

療
費

助
成

制
度

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。た
だ

し
、一

部
負

担
金

は
、７

０
０円

に
統

一
す

る
。 

 
             ２ 

福
祉

医
療

費
助

成
 

福
祉

医
療

費
助

成
制

度
に

つ
い

て
は

、大
社

町
の

例
に

よ
り

合
併

時
ま

で
に

調
整

す
る

。 
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（単
位

：円
）

件
数

助
成

額
件

数
助

成
額

件
数

助
成

額
件

数
助

成
額

件
数

助
成

額
件

数
助

成
額

件
数

助
成

額
件

数
助

成
額

１
０

月
　

1,
94

7
53

8,
54

6
53

9
16

1,
70

0
62

1
17

0,
03

8
52

14
,6

50
50

12
,8

70
10

0
27

,9
58

22
4

61
,2

32
3,

53
3

98
6,

99
4

１
１

月
　

2,
22

5
61

3,
47

8
57

1
17

1,
30

0
71

7
19

4,
41

0
55

15
,5

50
58

16
,0

90
89

24
,5

88
21

4
58

,6
28

3,
92

9
1,

09
4,

04
4

１
２

月
　

2,
14

8
60

0,
34

2
55

3
16

5,
90

0
66

5
17

7,
37

4
58

17
,3

20
41

11
,2

78
10

5
29

,1
28

17
8

48
,4

88
3,

74
8

1,
04

9,
83

0

１
月

　
2,

09
3

58
6,

11
4

58
0

17
4,

00
0

66
5

18
2,

77
6

53
15

,2
90

44
12

,2
30

11
5

31
,5

96
20

9
57

,8
60

3,
75

9
1,

05
9,

86
6

２
月

　
1,

99
8

54
4,

32
6

47
5

14
2,

50
0

58
8

15
4,

41
0

54
15

,6
00

41
11

,2
86

10
9

29
,0

68
20

5
54

,3
60

3,
47

0
95

1,
55

0

計
10

,4
11

2,
88

2,
80

6
2,

71
8

81
5,

40
0

3,
25

6
87

9,
00

8
27

2
78

,4
10

23
4

63
,7

54
51

8
14

2,
33

8
1,

03
0

28
0,

56
8

18
,4

39
5,

14
2,

28
4

平
　

　
　

均
2,

08
2

57
6,

56
1

54
4

16
3,

08
0

65
1

17
5,

80
2

54
15

,6
82

47
12

,7
51

10
4

28
,4

68
20

6
56

,1
14

3,
68

8
1,

02
8,

45
7

年
間

推
計

24
,9

86
6,

91
8,

73
4

6,
52

3
1,

95
6,

96
0

7,
81

4
2,

10
9,

61
9

65
3

18
8,

18
4

56
2

15
3,

01
0

1,
24

3
34

1,
61

1
2,

47
2

67
3,

36
3

44
,2

54
12

,3
41

,4
82

　
 　

２
）平

田
市

を
除

く
１

市
５

町
は

実
績

で
あ

る
。

　
 　

３
）年

間
推

計
は

、
月

平
均

に
１

２
ケ

月
を

乗
じ

て
算

出
。

平
田

市
斐

川
町

平
成

１
４

年
度

　
乳

幼
児

等
医

療
費

市
町

単
独

助
成

額
推

計
（一

部
負

担
金

の
７

０
０

円
～

１
，

０
０

０
円

部
分

を
単

独
助

成
し

た
場

合
）

　
※

１
）平

田
市

に
つ

い
て

は
、

一
部

負
担

金
を

７
０

０
円

に
し

た
場

合
の

負
担

増
分

を
推

計
。

た
だ

し
、

１
，

０
０

０
円

の
控

除
件

数
実

績
に

３
０

０
円

を
乗

じ
て

算
出

し
て

お
り

、
　

　
　

　
 １

，
０

０
０

円
未

満
部

分
に

つ
い

て
は

推
計

額
に

入
っ

て
い

な
い

。

合
　

　
計

多
伎

町
湖

陵
町

大
社

町
佐

田
町

区
　

　
分

出
雲

市

資
料

１
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（単位：円）

１３年度助成額 １４年度助成額 対前年差額 備　考
１０月 10,798,734 7,236,042 △ 3,562,692
１１月 10,604,207 9,472,483 △ 1,131,724
１２月 14,929,428 10,612,261 △ 4,317,167
　１月 13,340,782 10,104,430 △ 3,236,352
　２月 11,543,277 9,632,471 △ 1,910,806

合計 61,216,428 47,057,687 △ 14,158,741
平均 12,243,286 9,411,537 △ 2,831,748

１０月 2,769,727 1,934,126 △ 835,601
１１月 2,334,227 1,808,020 △ 526,207
１２月 3,400,066 2,069,174 △ 1,330,892
　１月 2,223,539 1,757,360 △ 466,179
　２月 2,124,710 1,168,212 △ 956,498

合計 12,852,269 8,736,892 △ 4,115,377
平均 2,570,454 1,747,378 △ 823,075

１０月 3,307,577 2,143,422 △ 1,164,155
１１月 2,639,333 2,596,659 △ 42,674
１２月 3,864,575 2,967,688 △ 896,887
　１月 3,304,046 2,399,173 △ 904,873
　２月 2,937,018 2,066,346 △ 870,672

合計 16,052,549 12,173,288 △ 3,879,261
平均 3,210,510 2,434,658 △ 775,852

１０月 164,429 243,310 78,881
１１月 426,448 303,517 △ 122,931
１２月 349,612 218,864 △ 130,748
　１月 184,835 267,910 83,075
　２月 160,227 171,644 11,417

合計 1,285,551 1,205,245 △ 80,306
平均 257,110 241,049 △ 16,061

１０月 346,599 221,987 △ 124,612
１１月 495,712 244,639 △ 251,073
１２月 610,878 209,379 △ 401,499
　１月 254,879 130,318 △ 124,561
　２月 277,418 183,594 △ 93,824

合計 1,985,486 989,917 △ 995,569
平均 397,097 197,983 △ 199,114

１０月 562,445 405,250 △ 157,195
１１月 473,120 414,392 △ 58,728
１２月 490,926 756,344 265,418
　１月 541,071 419,567 △ 121,504
　２月 579,008 312,768 △ 266,240

合計 2,646,570 2,308,321 △ 338,249
平均 529,314 461,664 △ 67,650

１０月 1,269,881 825,761 △ 444,120
１１月 1,510,808 752,279 △ 758,529
１２月 2,052,743 854,201 △ 1,198,542
　１月 1,031,416 1,013,354 △ 18,062
　２月 1,039,690 804,897 △ 234,793

合計 6,904,538 4,250,492 △ 2,654,046
平均 1,380,908 850,098 △ 530,809

１０月 19,219,392 13,009,898 △ 6,209,494
１１月 18,483,855 15,591,989 △ 2,891,866
１２月 25,698,228 17,687,911 △ 8,010,317
　１月 20,880,568 16,092,112 △ 4,788,456
　２月 18,661,348 14,339,932 △ 4,321,416

合計 102,943,391 76,721,842 △ 26,221,549
平均 20,588,678 15,344,368 △ 5,244,310

※１４年度助成額は、市町の単独助成分を加えた額（平田市は推計）

乳幼児等医療費助成額年度比較

合
　　計

平田
市

斐川
町

佐田
町

多伎
町

出
雲
市

区　　分

湖陵
町

大社
町

資料２
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年　　　　度 医療費助成額
（年間）

世帯数
（平均）

１世帯当り
助成額 備考

平成１０年度 22,996,068 301 76,399

平成１１年度 27,883,289 315 88,518

平成１２年度 27,795,845 311 89,376

平成１３年度 25,102,108 329 76,298

平成１４年度 26,124,087 344 75,942

計 129,901,397 1,600 81,188

平成１０年度 6,221,405 83 74,957

平成１１年度 5,863,454 82 71,506

平成１２年度 7,026,522 84 83,649

平成１３年度 5,329,933 79 67,468

平成１４年度 5,033,966 83 60,650

計 29,475,280 411 71,716

平成１０年度 2,716,415 39 69,652

平成１１年度 2,846,826 39 72,996

平成１２年度 3,657,577 44 83,127

平成１３年度 4,559,884 53 86,036

平成１４年度 4,958,804 58 85,497

計 18,739,506 233 80,427

平成１０年度 817,415 13 62,878

平成１１年度 585,315 11 53,210

平成１２年度 868,427 16 54,277

平成１３年度 883,431 13 67,956

平成１４年度 908,642 17 53,450

計 4,063,230 70 58,046

平成１０年度 933,608 19 49,137

平成１１年度 1,387,445 19 73,023

平成１２年度 820,677 21 39,080

平成１３年度 873,227 22 39,692

平成１４年度 812,000 21 38,667

計 4,826,957 102 47,323

平成１０年度 2,306,555 25 92,262

平成１１年度 2,069,068 28 73,895

平成１２年度 1,773,362 27 65,680

平成１３年度 1,956,491 23 85,065

平成１４年度 1,950,323 26 75,012

計 10,055,799 129 77,952

平成１０年度 2,623,587 25 104,943

平成１１年度 2,865,491 27 106,129

平成１２年度 2,797,902 29 96,479

平成１３年度 2,414,476 29 83,258

平成１４年度 2,416,482 32 75,515

計 13,117,938 142 92,380

合計 210,180,107 2,687 78,221

福祉医療費助成（母子家庭分）に係る調査

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

出
雲
市

平
田
市

斐
川
町

佐
田
町

資料３
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医療費助成額 世帯数 1世帯当
助成額

（※１）
推計世帯数

（※２）
推計助成額

１０年度 22,996,068 301 76,399
１１年度 27,883,289 315 88,518
１２年度 27,795,845 311 89,376
１３年度 25,102,108 329 76,298
１４年度 26,124,087 344 75,942

計 28,666 129,901,397 1,600 81,188 2.40 194,852
１０年度 6,221,405 83 74,957
１１年度 5,863,454 82 71,506
１２年度 7,026,522 84 83,649
１３年度 5,329,933 79 67,468
１４年度 5,033,966 83 60,650

計 7,804 29,475,280 411 71,716 0.65 46,615
１０年度
１１年度
１２年度
１３年度
１４年度

計 7,134 ― ― ― 1 333,785
１０年度 817,415 13 62,878
１１年度 585,315 11 53,210
１２年度 868,427 16 54,277
１３年度 883,431 13 67,956
１４年度 908,642 17 53,450

計 1,233 4,063,230 70 58,046 0.10 5,805
１０年度 933,608 19 49,137
１１年度 1,387,445 19 73,023
１２年度 820,677 21 39,080
１３年度 873,227 22 39,692
１４年度 812,000 21 38,667

計 1,278 4,826,957 102 47,323 0.11 5,206
１０年度 2,306,555 25 92,262
１１年度 2,069,068 28 73,895
１２年度 1,773,362 27 65,680
１３年度 1,956,491 23 85,065
１４年度 1,950,323 26 75,012

計 1,711 10,055,799 129 77,952 0.14 10,913
１０年度
１１年度
１２年度
１３年度
１４年度

計 4,835 ― ― ― 0 0
52,661 178,322,663 2,312 77,129 4.40 597,176

（※１）父子家庭の推計世帯数は、斐川町・大社町の実績割合を各市町の総世帯数に乗じて算出。
　　　　斐川町７，１３４世帯・大社町４，８３５世帯。合計１１，９６９世帯で対象となる父子家庭は、１世帯
        
（※２）父子家庭の推計医療費助成は、推計世帯数に母子の１人当り助成額を乗じて算出
　　　　（斐川町と大社町は実績）　
　

合　　　　　計

福祉医療費助成に係る父子家庭の推計

総世帯数
父　子　家　庭母　子　家　庭

年　　度
区
分

多
伎
町

湖
陵
町

大
社
町

出
雲
市

平
田
市

斐
川
町

佐
田
町

資料４
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
1 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
１

－
１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

長
寿

、永
年

婚
等

の
方

に
祝

品
を

贈
呈

す
る

。 
○

長
寿

、永
年

婚
等

 
【対

象
者

】 
・喜

寿
、米

寿
、９

０歳
以

上
、新

１
０

０歳
、１

０
０歳

以
上

 
・５

０年
婚

、６
０年

婚
、７

０年
婚

、三
世

代
同

居
世

帯
 

【式
典

】 
毎

年
９月

に
総

合
福

祉
大

会
を

開
催

 
【祝

賀
方

法
】 

①
喜

寿
、米

寿
、永

年
婚

、三
世

代
・・

祝
品

贈
呈

（総
合

福
祉

大
会

に
 

案
内

） 
②

９
０

歳
以

上
・・

祝
品

贈
呈

（配
布

方
を

民
生

委
員

に
依

頼
） 

③
新

10
0

歳
、1

00
歳

以
上

・・
祝

品
贈

呈
（市

長
等

が
自

宅
訪

問
） 

【1
4

年
度

予
算

額
】 

4,0
80

千
円

 
  

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

敬
老

会
記

念
品

費
 

○
長

寿
 

【対
象

者
】 

古
希

、喜
寿

、米
寿

、9
0

歳
以

上
 

 【式
典

】 
各

地
区

で
開

催
 

【祝
賀

方
法

】 
対

象
者

に
記

念
品

（一
部

賞
状

）を
贈

呈
、1

00
歳

の
み

市
長

訪
問

 
   【1

4
年

度
予

算
】 

1,0
00

千
円

 
 ○

永
年

婚
 

高
砂

賞
 

【対
象

者
】5

0
年

夫
婦

 
【式

典
】 

市
立

文
化

館
に

集
ま

っ
て

も
ら

い
開

催
 

【祝
賀

方
法

】賞
状

、
記

念
品

授
与

、会
食

、余
興

 
【1

4
年

度
予

算
】1

,00
0

千
円

 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

敬
老

祝
品

贈
呈

 
○

長
寿

 
【対

象
者

】(
満

年
齢

) 
 金

婚
・米

寿
・長

寿
(8

9
歳

以
上

)・
10

0
歳

以
上

 
 【式

典
】 

 各
地

区
で

開
催

 
【祝

賀
方

法
】 

 金
婚

：町
長

・助
役

・収
入

役
が

｢敬
老

の
日

｣前
後

に
記

念
品

を
贈

呈
 

 米
寿

・長
寿

：民
生

児
童

委
員

が
「敬

老
の

日
」前

後
に

記
念

品
を

贈
呈

 
 １

０
０歳

以
上

： 
町

長
が

「敬
老

の
日

」前
に

記
念

品
を

贈
呈

 
 【1

4
年

度
予

算
】 

 
2,

51
0,

00
0

円
 

 ・
金

婚
 8

,00
0

円
 

11
5

組
 

 ・
米

寿
 8

,00
0

円
 

80
人

 
 ・

長
寿

 3
,00

0
円

 
30

0
人

 
 ・

10
0

歳
以

上
 1

0,
00

0
円

 
5人

 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

長
寿

者
等

記
念

品
事

業
 

○
長

寿
 

【対
象

者
】 

  
  

  
 

・・
・・

・・
・14

年
度

対
象

者
数

 
・1

00
歳

以
上

（長
寿

） 
  

  
  

  
  

  
  

 
１ 

 
・米

寿
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
４

１ 
・喜

寿
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
８

１ 
・古

希
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
７

０ 
・ダ

イ
ヤ

モ
ン

ド
婚

（調
査

に
よ

る
自

己
申

告
） 

  
 

６ 
・金

婚
（調

査
に

よ
る

自
己

申
告

） 
  

  
  

  
２

０ 
【内

容
】 

長
寿

12
,0

00
円

 米
寿

6,
00

0
円

 喜
寿

5,
00

0
円

 古
希

4,0
00

円
 

ダ
イ

ヤ
モ

ン
ド婚

12
,0

00
円

 金
婚

7,
00

0
円

 そ
れ

ぞ
れ

の
金

額
の

 
佐

田
町

商
業

協
同

組
合

商
品

券
を

１
１月

に
開

催
す

る
「元

気
い

き
い

き
 

推
進

大
会

」の
席

上
、贈

呈
す

る
。 

 【式
典

】 
佐

田
町

の
場

合
、敬

老
を

祝
す

式
典

は
実

施
し

て
い

な
い

が
、健

康
づ

く 
り

、介
護

予
防

等
の

啓
発

を
軸

と
し

た
「元

気
い

き
い

き
推

進
大

会
」を

 
11

月
に

実
施

し
て

い
る

。 
（対

象
者

） 
概

ね
65

歳
以

上
の

高
齢

者
等

 
（内

容
） 

・講
演

、映
画

フ
ォ

ー
ラ

ム
、高

齢
者

サ
ー

ク
ル

活
動

発
表

な
ど

 
・佐

田
町

中
央

公
民

館
で

。送
迎

用
マ

イ
ク

ロ
バ

ス
運

行
 

 【１
４年

度
予

算
額

】 
○

記
念

品
事

業
  

 
1,

19
2

千
円

 
○

い
き

い
き

推
進

大
会

  
70

0
千

円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 
2 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
１

－
２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

 
況

 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

【対
象

者
】 

75
歳

以
上

の
高

齢
者

（か
ぞ

え
年

） 
平

成
14

年
度

対
象

者
 6

45
人

 
【式

典
】 

敬
老

の
日

 9
月

15
日

に
開

催
 

３会
場

で
実

施
（４

年
に

１回
は

１会
場

で
実

施
） 

【祝
賀

方
法

】 
式

典
で

記
念

品
贈

呈
 

 7
5

歳
以

上
（1

品
約

2,
50

0
円

） 
 9

5
歳

以
上

（1
品

約
8,

00
0

円
） 

 9
5

歳
以

上
に

つ
い

て
は

敬
老

会
以

前
に

町
長

が
自

宅
訪

問
に

て
贈

呈
。

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン 
 婦

人
会

委
託

。
（委

託
料

18
0,

00
0

円
） 

  
  

  
  

  
 

昼
食

（弁
当

、酒
）有

り
。 

 【1
4

年
度

予
算

額
】 

3,
48

2,
00

0
円

 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

【対
象

者
】 

70
歳

以
上

の
高

齢
者

 
 【式

典
】 

敬
老

の
日

 9
月

15
日

に
開

催
 

 【祝
賀

方
法

】 
式

典
(祝

品
贈

呈
）、

ア
ト

ラ
ク

シ
ョ

ン
開

催
。 

70
歳

以
上

の
高

齢
者

に
記

念
品

を
贈

呈
。最

高
齢

者
、1

00
歳

以
上

、 
米

寿
、金

婚
に

祝
品

を
贈

呈
。 

     【1
4

年
度

予
算

額
】 

1,
26

2,
00

0
円

 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

【対
象

者
】 

75
歳

以
上

の
高

齢
者

 
 【式

典
】 

敬
老

の
日

の
集

い
 9

月
15

日
に

開
催

 
 【祝

賀
方

法
】 

式
典

(寿
詞

・祝
品

贈
呈

)、
ア

ト
ラ

ク
シ

ョ
ン

開
催

。 
75

歳
以

上
の

高
齢

者
に

記
念

品
を

贈
呈

。最
高

齢
者

、1
00

歳
以

上
、白

寿
、米

寿
、喜

寿
に

寿
詞

・祝
品

を
贈

呈
。 

     
【1

4
年

度
予

算
額

】 
2,

70
0,

00
0

円
 

１ 
敬

老
記

念
事

業
 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、
永

年
婚

・三
世

代
同

居
は

対
象

外
と

す
る

。記
念

品
の

金
額

等
に

つ
い

て
は

、新
市

に
お

い
て

調
整

す
る

こ
と

と
し

、温
泉

の
無

料
開

放
サ

ー
ビ

ス
な

ど
の

実
施

を
検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、新

市
に

お
い

て
検

討
す

る
。 
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3 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
２

－
１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
【事

業
目

的
・内

容
】 

高
齢

者
に

対
し

て
介

護
支

援
機

能
、

居
住

機
能

及
び

地
域

交
流

事
業

を
総

合
的

に
提

供
す

る
施

設
。

（平
成

２
年

度
設

置
） 

○
通

所
介

護
部

門
（介

護
保

険
対

象
）公

設
民

営
（委

託
先

 町
社

協
） 

○
居

住
部

門
（委

託
先

 町
社

協
）定

員
１

２名
  

 【居
住

部
門

対
象

者
】 

町
内

に
在

住
の

６
０

歳
以

上
の

独
居

、高
齢

者
夫

婦
世

帯
及

び
家

族
に

よ
 

る
援

助
を

受
け

る
こ

と
が

出
来

な
い

者
で

、
独

立
し

て
生

活
す

る
こ

と
に

 
不

安
が

あ
る

も
の

。家
屋

の
老

朽
化

な
ど

も
考

慮
さ

れ
る

。 
入

所
者

数
 １

２
名

 
【居

住
運

営
形

態
】 

居
住

部
門

に
は

生
活

相
談

員
2

名
、夜

間
介

助
員

１名
を

配
置

。 
町

社
会

福
祉

協
議

会
に

管
理

運
営

委
託

を
実

施
し

て
い

る
。 

利
用

者
か

ら
は

所
得

に
応

じ
て

利
用

料
負

担
（応

能
負

担
） 

【運
営

財
源

】 
国

補
助

金
、利

用
料

、
町

一
般

財
源

で
構

成
し

て
い

る
。 

１
４年

度
予

算
 

歳
入

  
補

助
金

 1
0,

69
8,

00
0

円
 

  
 

利
用

料
  

5,
05

8,
00

0
円

 
  

  
 

町
一

般
  

3,
78

8,
00

0
円

 
  

  
  

  
 

計
  

 1
9,

54
4,

00
0

円
 

歳
出

  
委

託
料

 1
9,

54
4,

00
0

円
 

 【そ
の

他
】 

通
所

介
護

部
門

に
つ

い
て

利
用

料
金

制
を

採
用

し
て

い
る。
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出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
２

－
２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
な

し
 

２ 
高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

 
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 
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5 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
３

－
１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
出

雲
市

 
  

【施
設

数
】 

基
幹

型
１か

所
（福

祉
推

進
課

内
に

設
置

） 
地

域
型

５か
所

（社
会

福
祉

法
人

に
委

託
。清

流
園

・ひ
ま

わ
り

園
・第

 
二

こ
と

ぶ
き園

・み
ど

り
の

郷
出

雲
・も

く
も

く苑
） 

 
【1

4
年

度
予

算
額

】 
23

,3
90

千
円

（地
域

型
へ

の
委

託
料

） 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
平

田
市

 
  

【施
設

数
】 

１（
基

幹
型

＋
地

域
型

） 
財

団
法

人
平

田
市

介
護

公
社

へ
委

託
 

   【1
4

年
度

予
算

額
】 

20
,1

99
千

円
（委

託
料

） 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
基

幹
型

 斐
川

町
 

地
域

型
 斐

川
サ

ン
ホ

ー
ム

・な
の

は
な

園
 

 【施
設

数
】 

基
幹

型
 １

ヶ
所

 
地

域
型

 ２
ヶ

所
 

  【1
4

年
度

予
算

】 
基

幹
型

 
  

19
,1

97
,0

00
円

 
地

域
型

 
  

2
ヶ

所
で

 8
,3

47
,0

00
円

 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【事
業

主
体

】 
佐

田
町

 
（管

理
運

営
は

佐
田

町
社

会
福

祉
協

議
会

に
委

託
） 

 【施
設

数
・内

容
】 

地
域

型
支

援
セ

ン
タ

ー
１か

所
 

２名
の

職
員

が
高

齢
者

・障
害

者
等

の
生

活
相

談
や

介
護

予
防

事
業

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

担
当

者
会

議
な

ど
を

実
施

し
て

い
る。

 
 【１

４年
度

予
算

額
】 

委
託

料
 8

,9
88

,0
00

円
 （

う
ち

国
庫

補
助

事
業

部
分

 4
,3

14
,0

00
円

） 
   【そ

の
他

】 
佐

田
町

高
齢

者
保

健
福

祉
計

画
（平

成
１

５年
３月

策
定

）で
、

在
宅

介
 

護
支

援
セ

ン
タ

ー
機

能
充

実
を

重
要

施
策

と
位

置
付

け
て

い
る

。 
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6 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

住
民

・福
祉

専
門

部
会

 
福

祉
分

科
会

 №
３

－
２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（高

齢
者

福
祉

関
係

そ
の

１
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
高

齢
者

福
祉

事
業

 

調
整

の
方

針
 

１．
 敬

老
記

念
事

業
に

つ
い

て
は

、次
の

と
お

り
と

す
る。

 

記
念

品
贈

呈
の

対
象

者
は

、満
年

齢
を

基
準

と
し

た
喜

寿
・米

寿
・1

00
歳

以
上

に
統

一
し

、永
年

婚
・三

世
代

同
居

は
対

象
外

と
す

る。
記

念
品

の
金

額
等

に
つ

い
て

は
、新

市
に

お
い

て
調

整
す

る
こ

と
と

し
、温

泉
の

無
料

開
放

サ
ー

ビ
ス

な
ど

の
実

施
を

検

討
す

る
。 

式
典

に
つ

い
て

は
、新

市
で

統
一

し
た

開
催

は
行

わ
な

い
が

、分
散

し
て

の
開

催
に

つ
い

て
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 

２．
 高

齢
者

生
活

福
祉

セ
ン

タ
ー

事
業

に
つ

い
て

は
、現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

３．
 在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
に

つ
い

て
は

、各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぐ
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
社

会
福

祉
法

人
多

伎
の

郷
に

委
託

 
  【施

設
数

】 
地

域
型

 １
か

所
 

職
員

数
 ４

名
 

 【1
4

年
度

予
算

額
】 

8,
30

6,
00

0
円

 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
(社

福
)Ｊ

Ａ
い

ず
も

福
祉

会
 

  【施
設

数
】 

地
域

型
 １

か
所

 
  【1

4
年

度
予

算
額

】 
4,

17
2,

00
0

円
 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

【実
施

主
体

】 
基

幹
型

  
大

社
町

 
地

域
型

  
大

社
町

社
会

福
祉

協
議

会
へ

委
託

 
 【施

設
数

】 
基

幹
型

1箇
所

 
地

域
型

1箇
所

（社
協

へ
委

託
） 

 【１
４年

度
予

算
額

】 
基

幹
型

10
,8

51
千

円
 

地
域

型
 6

,2
83

千
円

 

３ 
在

宅
介

護
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
 

各
市

町
が

行
っ

て
き

た
基

幹
型

・地
域

型
の

機
能

は
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 
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在
宅

介
護

支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能

地
域

型
セ

ン
タ

ー
の

役
割

・在
宅

介
護

に
関

す
る

相
談

窓
口

・市
町

村
へ

の
申

請
代

行

・介
護

保
険

以
外

の
保

健
福

祉
サ

ー
ビ

ス
調

整

・地
域

独
自

の
介

護
予

防
活

動
の

実
施

　

　
⇒

住
民

に
と

っ
て

身
近

な
介

護
相

談
場

所

基
幹

型
セ

ン
タ

ー
の

役
割

・地
域

型
セ

ン
タ

ー
の

統
括

・保
健

福
祉

ｻ
ｰ

ﾋﾞ
ｽ

の
情

報
集

約
、

情
報

提
供

・ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
（介

護
支

援
専

門
員

）の
支

援

・市
町

村
全

域
を

対
象

と
す

る
介

護
予

防
活

動
実

施
　

　
⇒

市
町

村
全

域
に

お
い

て
介

護
支

援
機

能
が

充
実

す
る

よ
う

統
括

　
　

基
幹

型

地
域

型

地
域

型

地
域

型

地
域

型

 

 

別
紙

１
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

調
整

の
方

針
 

２
市

５
町

の
現

行
の

地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
は

、
１６

年
度

ま
で

の
プ

ラ
ン

で
あ

り
、

平
成

１
７年

度
以

降
事

業
が

延
長

さ
れ

る
場

合
に

は
、

新
市

に
お

い
て

、
平

成
１

７年
３

月
末

ま
で

に
、

新
市

の
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
地

域

の
実

情
や

特
色

を
考

慮
し

な
が

ら
策

定
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

〔経
営

･生
産

対
策

の
基

本
方

針
〕 

①
農

地
集

約
利

用
推

進
会

議
に

よ
り

農
地

の
利

用
調

整
、

農
地

利
用

の
再

配
分

を
行

い
な

が
ら

、
収

益
性

の
高

い
作

物
の

団
地

化
を

図
る

。
 

②
ぶ

ど
う

、
青

ね
ぎ

、
菊

等
７

品
目

を
特

産
重

点
振

興
作

物
と

し
、

産
地

づ
く

り
を

推
進

す
る

。 
③

認
定

農
業

者
の

経
営

改
善

、
法

人
化

、
集

落
営

農
の

組
織

化
を

推
進

し
、

担
い

手
を

育
成

・確
保

す
る

。
 

 〔主
要

作
目

〕 
水

稲
、

麦
(そ

ば
)、

ぶ
ど

う
、

梨
、

青
ね

ぎ
、い

ち
ご

、
メ

ロ
ン

、 
き

ゅ
う

り、
ア

ス
パ

ラ
ガ

ス
、

菊
、

シ
ク

ラ
メ

ン
、

肉
用

牛
、

乳
用

牛
 

〔マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

経
営

の
基

本
指

標
〕 

 
所

得
 

 ５
０

０万
円

以
上

 
 

労
働

時
間

  
２

０
０

０時
間

以
内

 
 

認
定

農
業

者
 

  
目

標
７

０ 
現

状
６

９ 
 

農
業

法
人

 
  

 
目

標
２

 
現

状
３ 

 
多

様
な

担
い

手
 

目
標

２
０ 

現
状

１
７ 

 
女

性
農

業
者

 
  

目
標

４
 

現
状

１
 

 
高

齢
者

活
動

グ
ル

ー
プ

 
目

標
３

 
現

状
２

 
 

新
規

就
農

者
 

  
目

標
２

 
現

状
２

 
 

担
い

手
へ

の
利

用
集

積
 

 
目

標
５

６
８h

a 
現

状
４

８
２ｈ

ａ 
  

〔主
要

作
目

〕 
水

稲
、

麦
、

大
豆

、
青

ネ
ギ

、
ﾌﾞ

ﾛｺ
ﾘｰ

、柿
、

シ
ク

ラ
メ

ン
、 

肥
育

牛
、

酪
農

､ぶ
ど

う
 

 

本
町

の
農

業
は

、
大

区
画

圃
場

を
は

じ
め

基
盤

整
備

率
９

８％
の

生
産

基
盤

を
背

景
に

、
米

・麦
・大

豆
・飼

料
用

作
物

の
団

地
化

、
高

度
化

を
図

る
と

と
も

に
、

産
地

指
定

作
目

（た
ま

ね
ぎ

、
キ

ャ
ベ

ツ
）等

特
産

作
物

の
振

興
、

施
設

野
菜

、
施

設
果

樹
、

花
卉

等
の

栽
培

拡
大

も
併

せ
て

推
進

し
て

き
て

い
る。

 
こ

う
し

た
生

産
振

興
に

加
え

認
定

農
業

者
や

集
落

営
農

組
織

、
農

業
法

人
を

は
じ

め
と

し
た

多
様

な
担

い
手

の
育

成
を

図
る

た
め

、
各

種
支

援
策

を
含

め
た

総
合

的
対

策
を

進
め

つ
つ

あ
る

。 
こ

れ
ら

本
町

の
農

業
振

興
に

関
わ

る
基

本
方

向
に

つ
い

て
は

、
斐

川
町

農
業

基
本

構
想

（ア
グ

リ
プ

ラ
ン

２
１）

に
基

づ
か

れ
て

お
り

、地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

中
で

具
体

的
年

次
施

策
が

示
さ

れ
て

い
る

。
 

 〔マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

お
け

る
具

体
的

経
営

指
標

〕 
 

所
得

 
 ５

０
０万

円
以

上
 

 
労

働
時

間
  

２
０

０
０時

間
以

内
 

 
認

定
農

業
者

 
 

目
標

７
５ 

現
状

５
６ 

 
農

業
法

人
  

  
目

標
４

  
現

状
２

 
 

多
様

な
担

い
手

  
目

標
３

０ 
現

状
１

２ 
 

女
性

農
業

者
 

  
目

標
６

  
現

状
２ 

 
高

齢
者

活
動

グ
ル

ー
プ

  
目

標
６

  
現

状
３

 
 

新
規

就
農

者
 

  
目

標
２

 
現

状
４

 
 

担
い

手
へ

の
利

用
集

積
 

 
目

標
１

３
２

０ｈ
ａ 

 
現

状
９

９
１ｈ

ａ 
  

〔主
要

作
目

〕 
  

 水
稲

・麦
・大

豆
・ひ

ま
わ

り・
玉

葱
・キ

ャ
ベ

ツ
・ぶ

ど
う 

ト
マ

ト・
い

ち
ご

・青
ね

ぎ
・野

菜
苗

・シ
ク

ラ
メ

ン
 

葉
た

ば
こ

・肉
用

牛
・乳

用
牛

 
 

本
町

の
農

業
は

、
少

量
多

品
種

、
限

定
さ

れ
た

農
地

面
積

に
大

き
く左

右
さ

れ
、

他
市

町
の

大
規

模
農

地
で

展
開

さ
れ

る
農

業
と

は
ス

タ
イ

ル
が

大
き

く異
な

っ
て

い
る

合
併

に
よ

る
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

トを
引

き
出

し
た

い
が

、
奨

励
作

物
も

生
産

量
が

少
量

で
あ

り
大

規
模

生
産

地
と

の
連

携
を

図
り

な
が

ら
実

施
す

る
程

の
メ

リ
ッ

ト
は

少
な

い
。

ま
た

、
本

町
は

畜
産

に
よ

る
農

業
粗

生
産

額
が

高
く、

農
業

振
興

の
中

で
畜

産
振

興
が

大
き

な
ウ

エ
イ

ト
を

占
め

て
い

る
。 

 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

調
整

の
方

針
 

２
市

５
町

の
現

行
の

地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
は

、
１６

年
度

ま
で

の
プ

ラ
ン

で
あ

り
、

平
成

１
７年

度
以

降
事

業
が

延
長

さ
れ

る
場

合
に

は
、

新
市

に
お

い
て

、
平

成
１

７年
３

月
末

ま
で

に
、

新
市

の
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
地

域

の
実

情
や

特
色

を
考

慮
し

な
が

ら
策

定
す

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

〔マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

指
標

〕 
所

得
 

  
４

０
０万

円
程

度
 

労
働

時
間

  
２

０
０

０時
間

 
 〔主

要
作

物
等

〕 
  

水
稲

、
い

ち
じ

く、
ぶ

ど
う

、乳
用

牛
、

繁
殖

牛
 

  
水

田
に

つ
い

て
は

、
連

坦
す

る
耕

地
が

狭
く

、
畦

畔
が

多
い

。
ま

た
、

水
利

も
細

か
く分

か
れ

て
お

り
、

担
い

手
へ

の
集

積
が

で
き

な
い

た
め

、
認

定
農

家
、

集
落

営
農

法
人

等
の

育
成

が
困

難
で

あ
る

。 
 

〔マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

具
体

的
な

経
営

の
指

標
〕 

 
所

得
 

４
５

０万
円

 
２

０
０

０労
働

時
間

 
認

定
農

業
者

  
目

標
１

６ 
現

状
１１

 
農

業
法

人
  

  
目

標
２

 
現

状
０

 
多

様
な

担
い

手
 

目
標

４ 
 現

状
２

 
女

性
農

業
者

 
 

  
委

員
数

 
 

目
標

３
  

現
状

０
 

 
  

起
業

数
 

 
目

標
５ 

 現
状

４
 

高
齢

者
グ

ル
ー

プ
 

目
標

３ 
現

状
１

 
新

規
就

農
者

  
 

目
標

７
 現

状
０

 
担

い
手

へ
の

集
積

 
 

目
標

７
１h

a 
現

状
６

９h
a 

 〔主
要

作
目

〕 
 

水
稲

・ぶ
ど

う
・か

ん
し

ょ
・し

い
た

け
・青

ね
ぎ

・豚
 

〔地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
〕 

 
平

成
１

２年
度

作
成

 
毎

年
活

動
計

画
を

作
成

 
 〔基

本
方

針
〕 

①
集

落
営

農
や

認
定

農
業

者
等

の
担

い
手

育
成

、
農

地
の

流
動

化
や

農
作

業
の

受
委

託
推

進
 

②
農

業
生

産
基

盤
の

整
備

を
促

進
し

、
生

産
性

を
向

上
 

③
特

産
品

目
の

振
興

を
図

る
た

め
、

ハ
イ

テ
ク

技
術

の
導

入
に

よ
り

、コ
ス

ト低
減

、
高

商
品

化
を

目
指

す
。 

④
農

業
集

落
排

水
、道

路
等

農
村

環
境

整
備

 
⑤

観
光

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
た

観
光

農
業

の
検

討
 

 〔振
興

作
物

〕 
ぶ

ど
う

の
再

構
築

 
 

  
平

成
1１

年
度

に
基

本
計

画
を

策
定

 
 

  
 

○
ぶ

ど
う

団
地

化
計

画
の

推
進

 
 

  
 

○
改

植
事

業
の

推
進

 

各
市

町
ご

と
に

抱
え

て
い

る
問

題
、

地
域

の
実

情
や

特
色

が
異

な
る

の
で

、
特

産
振

興
作

物
や

農
業

振
興

施
策

に
違

い
が

あ
る

。ま
ず

、こ
れ

ら
を

整
理

し
、

新
た

な
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
す

る
必

要
が

あ
る

。
そ

の
際

に
は

、
地

域
の

実
情

や
特

色
を

考
慮

し
な

が
ら

、
合

併
メ

リ
ッ

ト、
ス

ケ
ー

ル
メ

リ
ッ

ト
を

明
確

に
し

た
将

来
の

可
能

性
・夢

を
描

く
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
ま

た
、

総
合

的
な

農
業

振
興

を
図

る
た

め
の

体
制

の
強

化
、

再
整

備
が

欠
か

せ
な

い
。

 
 現

時
点

で
は

、
当

該
事

業
は

、
平

成
１

６年
度

限
り

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
平

成
１

７
年

度
以

降
事

業
が

延
長

さ
れ

る
場

合
に

は
、

新
市

に
お

い
て

、
平

成
１

７年
３

月
末

ま
で

に
、

新
市

の
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
地

域
の

実
情

や
特

色
を

考
慮

し
な

が
ら

策
定

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

調
整

の
方

針
 

２
市

５
町

の
現

行
の

地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
は

、１
６年

度
ま

で
の

プ
ラ

ン
で

あ
り

、平
成

１
７年

度
以

降
事

業
が

延
長

さ
れ

る
場

合
に

は
、新

市
に

お
い

て
、

平
成

１
７年

３
月

末
ま

で
に

、
新

市
の

地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

地
域

の
実

情
や

特
色

を
考

慮
し

な
が

ら
策

定
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

 ○
国

の
「経

営
対

策
体

制
整

備
推

進
事

業
」に

よ
り

、市
町

村
は

、経
営

・生
産

対
策

に
係

る
施

策
の

実
施

に
当

た
り

、地
域

に
お

け
る

関
係

者
間

の
合

意
形

成
に

基
づ

き
、計

画
的

な
事

業
導

入
が

図
ら

れ
る

よ
う、

平
成

１
６年

度
を

目
標

年
次

と
す

る
中

期
的

な
経

営
・生

産
対

策
ビ

ジ
ョ

ン
及

び
年

度
活

動
計

画
を

内
容

と
す

る
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る。
 

○
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

の
具

体
化

の
た

め
に

導
入

さ
れ

る
国

庫
補

助
事

業
の

対
象

と
な

る
地

域
は

、原
則

と
し

て
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
し

た
市

町
村

の
区

域
内

に
限

ら
れ

る
。 

○
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

    
 

 
 

【地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
】 

 １
．

 経
営

・生
産

対
策

実
施

方
針

 
（１

） 
経

営
・生

産
対

策
ビ

ジ
ョ

ン
 

  
  

ア
 経

営
・生

産
の

総
合

的
な

振
興

に
関

す
る

基
本

方
針

 
  

  
イ

 
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

の
基

本
指

標
 

  
  

ウ
 

効
率

的
か

つ
安

定
的

な
農

業
経

営
の

育
成

・確
保

方
針

 
  

  
エ

 多
様

な
担

い
手

の
育

成
・確

保
方

針
 

  
  

オ
 

女
性

農
業

者
の

育
成

・参
画

推
進

方
針

 
  

  
カ

 
高

齢
者

対
策

推
進

方
針

 
  

  
キ

 
新

規
就

農
対

策
推

進
方

針
 

  
  

ク
 

担
い

手
へ

の
農

用
地

の
利

用
集

積
方

針
 

  
  

ケ
 

主
要

作
目

の
生

産
振

興
方

針
 

  
  

コ
 経

営
・生

産
対

策
と

し
て

必
要

な
各

種
事

業
の

導
入

方
針

 
  

  
サ

 そ
の

他
必

要
な

事
項

 
（２

） 
経

営
・生

産
対

策
ビ

ジ
ョ

ン
の

実
現

の
た

め
に

必
要

な
活

動
等

に
関

す
る

事
項

 
  

  
ア

 関
係

団
体

・機
関

ご
と

の
取

組
み

 
  

  
イ

 
関

係
団

体
・機

関
間

の
連

携
体

制
 

 

   ２．
 

年
度

活
動

計
画

 
（１

） 
活

動
実

績
 

ア
 前

年
度

ま
で

の
活

動
実

績
 

イ
 

個
別

活
動

上
、

連
携

上
の

課
題

 
（２

） 
活

動
目

標
 

ア
 当

該
年

度
に

お
け

る
目

標
 

イ
 

当
該

年
度

に
お

け
る

対
策

・課
題

ご
と

の
取

組
み

 
ウ

 
関

係
団

体
・機

関
間

の
連

携
体

制
 

（３
） 

事
業

導
入

計
画
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

２
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
地

域
農

業
推

進
体

制
 

調
整

の
方

針
 

地
域

特
性

を
踏

ま
え

、
農

協
単

位
で

、
新

市
の

地
域

農
業

推
進

体
制

を
確

立
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【２
１世

紀
農

業
経

営
協

議
会

】 
●

委
員

数
：２

７人
（定

数
３

０人
） 

●
農

振
ｾﾝ

ﾀｰ
課

長
、

農
業

委
員

、い
ず

も
農

協
課

長
、

生
産

者
等

で
構

成
 

●
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

の
策

定
・変

更
協

議
、

進
行

管
理

、
総

合
評

価
及

び
関

係
機

関
の

調
整

を
行

っ
て

い
る

。 
●

年
２

回
（春

・秋
）程

度
開

催
 

●
専

門
部

会
と

し
て

、
農

地
利

用
集

約
推

進
会

議
、

水
田

農
業

推
進

会
議

、ア
グ

リ
サ

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
等

が
あ

る
。

 

【地
域

農
業

支
援

セ
ン

タ
ー

】 
●

地
域

農
業

支
援

セ
ン

タ
ー

の
専

門
委

員
会

（委
員

会
数

5、
委

員
数

41
名

）で
あ

る
総

合
調

整
委

員
会

（委
員

数
１

２
名

）が
経

営
・生

産
対

策
推

進
会

議
（マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

協
議

会
）を

担
っ

て
い

る
。 

 
●

農
業

委
員

、
認

定
農

業
者

、
Ｊ

Ａ生
産

部
会

長
、

土
地

改
良

区
、

農
政

会
議

で
構

成
 

 
●

地
域

農
業

支
援

セ
ン

タ
ー

費
 4

,6
50

千
円

 
（内

、
地

区
振

興
会

議
運

営
費

1,
45

0
千

円
、

外
は

事
務

局
人

件
） 

●
事

務
局

体
制

 
 事

務
局

長
１

名
、

事
務

局
員

２
名

（内
、

１
名

は
市

職
員

が
兼

務
、

１
名

は
ＪＡ

い
ず

も
よ

り
の

出
向

） 
 

●
地

区
振

興
会

議
〕 

１
１地

区
、

11
0

名
 

【ア
グ

リ
プ

ラ
ン

２
１推

進
会

議
】 

●
町

議
会

、
町

農
業

委
員

会
、

県
農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
、

Ｊ
Ａ

、
土

地
  

改
良

区
、

町
農

業
公

社
、

生
産

部
会

、
農

業
振

興
区

、
学

識
経

験
者

、
町

で
構

成
 

●
協

議
内

容
は

、
ア

グ
リ

プ
ラ

ン
２

１中
長

期
計

画
の

協
議

と
方

針
の

決
定

 
  

 
地

域
農

業
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

の
評

価
及

び
策

定
 

●
部

会
と

し
て

、
ア

グ
リ

プ
ラ

ン
２

１推
進

会
議

の
下

に
「農

林
事

務
局

幹
事

会
」（

構
成

：県
農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
、

町
、

農
業

委
員

会
、

Ｊ
Ａ

、土
地

改
良

区
、

農
業

公
社

）を
置

き
、

ア
グ

リ
プ

ラ
ン

２
１の

実
現

に
向

け
関

係
機

関
が

緊
密

な
連

携
を

図
り

な
が

ら
一

体
と

な
っ

て
取

り
組

ん
で

い
る

。 
 

 【農
林

事
務

局
幹

事
会

】 
●

県
農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
、農

業
委

員
会

、
Ｊ

Ａ
、農

業
公

社
、

土
地

改
良

区
、

町
の

関
係

部
課

の
部

長
、

課
長

、
補

佐
、

係
長

で
構

成
 

●
協

議
内

容
は

、ア
グ

リ
プ

ラ
ン

２
１を

踏
ま

え
た

斐
川

町
に

お
け

る
農

業
振

興
策

全
て

に
関

す
る

協
議

、
調

整
、

実
践

を
行

う
実

務
組

織
 

●
事

務
局

は
、

町
農

林
振

興
課

農
政

係
及

び
ＪＡ

農
業

振
興

課
が

事
務

局
を

担
う

。
 

  
事

務
局

長
は

、町
農

林
振

興
課

長
 

【佐
田

町
農

林
改

良
協

議
会

】 
【佐

田
町

水
田

農
業

推
進

協
議

会
】 

【中
山

間
地

域
直

接
支

払
推

進
委

員
会

】が
あ

る
。 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

２
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
地

域
農

業
推

進
体

制
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

地
域

特
性

を
踏

ま
え

、
農

協
単

位
で

、
新

市
の

地
域

農
業

推
進

体
制

を
確

立
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

【多
伎

町
経

営
・生

産
対

策
調

整
会

議
】 

  
 

 
●

町
・農

協
・農

業
委

員
・営

農
組

合
長

が
一

体
と

な
り

実
施

 
【湖

陵
町

経
営

･生
産

対
策

推
進

会
議

】 
●

会
議

構
成

員
は

、
 

町
長

・農
振

ｾﾝ
ﾀｰ

課
長

、
農

業
委

員
、

い
ず

も
農

協
湖

陵
中

央
支

店
長

 

【地
域

農
業

支
援

セ
ン

タ
ー

】 
●

地
域

農
業

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

策
定

と
推

進
を

行
っ

て
い

る
。 

●
構

成
機

関
は

、
町

・農
業

委
員

会
・農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
 

ＪＡ
い

ず
も

・土
地

改
良

区
 

 

各
市

町
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

考
え

で
地

域
農

業
を

推
進

す
る

体
制

を
つ

く
っ

て
い

る
が

、
新

市
で

は
少

な
く

と
も農

協
単

位
で

推
進

体
制

を
統

一
す

る
必

要
が

あ
る

。 
ま

た
、

そ
の

体
制

を
支

え
る

実
務

組
織

・事
務

局
を

確
立

し
て

い
る

市
町

も
あ

れ
ば

、
そ

う
で

な
い

市
町

も
あ

る
。 

 地
域

特
性

を
踏

ま
え

、
農

協
単

位
で

、
新

市
の

地
域

農
業

推
進

体
制

を
確

立
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

調
整

の
方

針
 

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

は
、

合
併

後
に

予
想

さ
れ

る
県

の
基

本
方

針
の

変
更

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
策

定
す

る
。 

農
振

除
外

に
つ

い
て

は
、

 農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

１３
条

に
定

め
る

要
件

及
び

「農
業

振
興

地
域

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

除
外

基
準

の
明

確
化

を
図

る
。 

除
外

申
請

受
付

は
、

年
２

回
、

２
月

と
８

月
と

し、
受

付
期

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

ヶ
月

間
と

す
る

。
 

新
市

に
お

い
て

、
農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

を
設

立
し

、
 

委
員

構
成

は
、

議
会

議
員

・農
業

委
員

・土
地

改
良

区
・森

林
組

合
・い

ず
も

農
協

・斐
川

町
農

協
等

２
市

５
町

の
現

在
の

構
成

を
踏

ま
え

て
構

成
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

項
  

 
目

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 

①
策

定
年

月
日

 
  ②

農
振

除
外

の
申

請
受

付
 

   ③
除

外
の

考
え

  
  

 
方

 
              ④

推
進

体
制

 
 

昭
和

４
９年

３
月

６
日

策
定

 
  ２

月
と

８
月

の
年

２
回

申
請

受
付

 
 

申
請

件
数

：約
２

３
０件

 
 

除
外

面
積

：約
２

５h
a 

  平
成

１
１年

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
の

改
正

に
よ

り
、

基
準

の
法

定
化

が
図

ら
れ

て
お

り、
第

１
３条

に
定

め
る

４
つ

の
要

件
及

び
そ

の
運

用
に

当
た

っ
て

の
技

術
的

助
言

で
あ

る
「農

業
振

興
地

域
制

度
に

関
す

る
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」を

遵
守

す
る

。 
原

則
農

振
除

外
を

不
可

と
す

る
具

体
的

基
準

は
、

次
の

と
お

り
 

 
・８

ｈａ
以

上
の

集
団

的
農

用
地

内
に

あ
る

も
の

 
 

・申
請

地
の

３
方

が
農

用
地

と
接

し
て

い
る

も
の

 
  

（集
団

性
を

妨
げ

る
「集

団
的

農
用

地
の

真
ん

中
」の

定
義

） 
な

お
、

集
団

的
農

用
地

の
境

界
は

、
通

作
に

支
障

と
な

る
道

路
・鉄

道
等

の
施

設
及

び
河

川
・が

け
地

等
の

地
形

と
す

る
。

 
  農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

に
諮

問
し

、
市

長
が

決
定

 
委

員
数

：２
０人

 
議

会
議

員
、

農
業

委
員

、
土

地
改

良
区

、
森

林
組

合
、

い
ず

も
農

協
、

商
工

会
議

所
、

農
政

会
議

、
生

産
者

等
で

構
成

 
 

昭
和

４
７年

８
月

３
１日

策
定

 
  ４

月
と

１
０月

の
年

２
回

申
請

受
付

 
    農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

第
１

３条
に

規
程

す
る

除
外

の
４

つ
の

要
件

を
満

た
せ

ば
基

本
的

に
除

外
を

認
め

て
い

る
。（

島
根

県
と

の
事

前
協

議
あ

り
） 

             農
業

振
興

地
域

整
備

促
進

協
議

会
は

、
地

域
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
の

専
門

委
員

会
で

あ
る

土
地

利
用

委
員

会
（委

員
数

10
名

）が
担

っ
て

い
る

。 
  

昭
和

４
７年

８
月

３
１日

策
定

 
  ５

月
と

１
０月

の
年

２
回

申
請

受
付

 
    農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

第
１

３条
に

規
定

す
る

除
外

の
４

要
件

及
び

農
業

振
興

地
域

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ンを

踏
ま

え
、

町
の

農
業

振
興

計
画

と
の

整
合

を
図

り
な

が
ら

、厳
格

に
個

別
事

例
ご

と
に

判
断

す
る

。
 

判
断

に
お

け
る

特
徴

的
事

項
は

以
下

の
と

お
り

 
当

町
の

農
用

地
区

域
は

広
く、

基
盤

整
備

事
業

も
多

く導
入

し
、

１
種

農
地

が
大

半
を

占
め

る
た

め
、

除
外

４
要

件
を

事
例

ご
と

に
厳

格
に

判
断

し
、

農
地

の
団

地
化

等
の

妨
げ

に
な

ら
な

い
よ

う
、

ま
た

、
周

辺
農

地
に

影
響

が
な

い
よ

う
に

除
外

を
認

め
て

い
る

。 
      年

２
回

の
申

請
内

容
を

県
農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
農

業
振

興
課

、
町

農
林

振
興

課
、

農
業

委
員

会
事

務
局

、
土

地
改

良
区

で
事

前
審

査
を

行
い

、
町

農
業

振
興

地
域

整
備

促
進

協
議

会
に

諮
問

し
、

意
見

を
ふ

ま
え

決
定

す
る

。
 

町
農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

の
構

成
 

農
業

委
員

会
（農

地
部

１
０名

）・
農

協
・土

地
改

良
区

・町
（助

役
、

関
係

課
長

）・
斐

川
町

農
業

公
社

 
 

昭
和

４
７年

１２
月

１
日

策
定

 
  ３

月
と

９
月

の
年

２
回

申
請

受
付

 
    本

町
の

農
用

地
は

神
戸

川
と

そ
の

支
流

沿
い

に
集

中
し

て
い

る
が

、
除

外
の

申
し

出
が

あ
れ

ば
、

除
外

４
要

件
に

照
ら

し
合

わ
せ

周
囲

の
農

地
へ

の
影

響
が

少
な

け
れ

ば
基

本
的

に
は

除
外

を
認

め
る

こ
と

と
し

て
い

る。
 

            申
請

案
件

を
担

当
課

で
整

理
・調

査
の

上
、

農
業

委
員

会
・農

協
・森

林
組

合
へ

協
議

し
て

い
る

。
 

 

第6回協議会資料-58-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

調
整

の
方

針
 

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

は
、

合
併

後
に

予
想

さ
れ

る
県

の
基

本
方

針
の

変
更

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
策

定
す

る
。 

農
振

除
外

に
つ

い
て

は
、

 農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

１３
条

に
定

め
る

要
件

及
び

「農
業

振
興

地
域

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

除
外

基
準

の
明

確
化

を
図

る
。 

除
外

申
請

受
付

は
、

年
２

回
、

２
月

と
８

月
と

し、
受

付
期

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

ヶ
月

間
と

す
る

。
 

新
市

に
お

い
て

、
農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

を
設

立
し

、
 

委
員

構
成

は
、

議
会

議
員

・農
業

委
員

・土
地

改
良

区
・森

林
組

合
・い

ず
も

農
協

・斐
川

町
農

協
等

２
市

５
町

の
現

在
の

構
成

を
踏

ま
え

て
構

成
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

項
  

  
目

 
多

伎
町

 
湖

陵
町

 
大

社
町

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

①
策

定
年

月
日

 
    ②

農
振

除
外

の
申

請
受

付
 

   ③
除

外
の

考
え

方
 

                     

昭
和

４
８年

７
月

３
日

地
域

指
定

 
昭

和
６

３年
７

月
５

日
特

別
管

理
に

よ
る

変
更

 
   原

則
年

１
回

 
    法

第
１

３条
第

２
項

に
基

づ
き

判
断

 
集

団
性

、
周

辺
農

地
へ

の
影

響
が

無
い

場
合

除
外

を
認

め
て

い
る

。
 

                   

昭
和

４
７年

３
月

３
１日

策
定

 
最

終
計

画
変

更
平

成
１

３年
３

月
３

１日
 

農
用

地
区

域
面

積
 ２

２
１h

a 
う

ち
基

盤
整

備
済

 
１

０
５h

a 
 年

１
～

２
回

申
請

受
付

 
    本

町
の

農
用

地
は

、
他

市
町

に
比

べ
て

少
な

く、
従

っ
て

、
戸

当
り

の
農

地
面

積
も

少
な

い
。

そ
の

中
で

、
農

用
地

区
域

の
う

ち
、大

部
分

の
田

で
は

、
県

営
圃

場
整

備
が

終
わ

っ
て

お
り

、
基

本
的

に
は

転
用

(除
外

)を
認

め
な

い
方

針
で

あ
る

。ま
た

、
畑

も
同

じ
よ

う
な

状
況

で
あ

る
が

、
補

助
金

の
投

入
さ

れ
た

農
地

は
少

な
い

た
め

、
周

囲
の

農
地

へ
の

影
響

が
少

な
け

れ
ば

基
本

的
に

は
除

外
を

認
め

る
こ

と
と

し
て

い
る

。 
                

昭
和

４
６年

９
月

２
８日

策
定

 
  

農
業

振
興

地
域

面
積

  
２，

６
１

１h
a 

  
  

う
ち

農
用

地
区

域
面

積
  

４
４

６h
a 

  ５
月

に
年

１
回

申
請

受
付

 
１月

除
外

  
  

除
外

件
数

30
件

前
後

 
  

  
  

  
  

 
除

外
面

積
 

約
１

０，
０

０
０㎡

 
  限

ら
れ

た
平

坦
地

を
有

効
に

、
か

つ
秩

序
を

も
っ

て
活

用
す

る
た

め
平

成
１

１年
度

に
重

点
地

域
を

選
定

し
、

厳
格

に
守

っ
て

い
く地

域
（過

去
に

事
業

導
入

し
、

集
団

性
の

保
た

れ
て

い
る

農
地

）と
、

そ
れ

以
外

の
地

域
に

区
分

し
対

応
し

て
い

る
。 

集
団

的
農

地
に

つ
い

て
は

原
則

と
し

て
除

外
申

請
は

受
付

け
な

い
。

そ
れ

以
外

の
地

域
で

の
住

宅
建

設
等

に
よ

る
除

外
に

あ
た

っ
て

も
、

ま
ず

都
市

計
画

区
域

内
へ

の
誘

導
を

第
１

に
考

え
て

い
る

が
、

や
む

を
得

な
い

場
合

は
、

十
分

な
事

前
協

議
を

行
い

周
辺

農
地

へ
の

影
響

、
集

落
性

に
配

慮
し

除
外

を
認

め
て

い
る

。
 

浜
山

公
園

周
辺

に
つ

い
て

は
、

農
振

地
域

で
あ

り
、

町
の

振
興

作
物

で
あ

る
ぶ

ど
う

畑
も

集
団

化
し

て
い

る
。

し
か

し
、

一
方

で
住

宅
地

と
し

て
も

条
件

の
優

れ
た

土
地

（集
落

性
も

あ
る

）
で

あ
り

、
家

屋
の

増
加

が
町

で
最

も
多

い
地

域
で

も
あ

る
。

こ
の

た
め

申
請

目
的

実
現

の
確

実
性

を
十

分
に

事
前

協
議

を
重

ね
審

査
し

て
い

る
。 

除
外

申
請

用
紙

交
付

時
に

配
付

す
る

「農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

変
更

に
つ

い
て

の
取

り
扱

い
要

領
」に

お
い

て
除

外
基

準
を

明
記

し
て

い
る

。 
１

．
農

用
地

区
域

外
に

代
替

す
る

土
地

が
な

い
。

 
２

．
農

用
地

区
域

の
利

用
上

周
辺

へ
の

支
障

が
軽

微
で

あ
る

。 
３

．
土

地
利

用
が

混
在

し
な

い
。

 
４

．
農

用
地

域
の

集
団

性
が

保
た

れ
る

。 
５

．
国

、
県

の
補

助
事

業
が

完
了

し
て

８
年

を
経

過
し

て
い

る
。 

６
．

他
の

法
令

等
に

よ
る

許
可

等
の

見
込

み
が

あ
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

調
整

の
方

針
 

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

は
、

合
併

後
に

予
想

さ
れ

る
県

の
基

本
方

針
の

変
更

に
基

づ
き

、
速

や
か

に
策

定
す

る
。 

農
振

除
外

に
つ

い
て

は
、

 農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

関
す

る
法

律
第

１３
条

に
定

め
る

要
件

及
び

「農
業

振
興

地
域

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

除
外

基
準

の
明

確
化

を
図

る
。 

除
外

申
請

受
付

は
、

年
２

回
、

２
月

と
８

月
と

し、
受

付
期

間
は

、
そ

れ
ぞ

れ
１

ヶ
月

間
と

す
る

。
 

新
市

に
お

い
て

、
農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

を
設

立
し

、
 

委
員

構
成

は
、

議
会

議
員

・農
業

委
員

・土
地

改
良

区
・森

林
組

合
・い

ず
も

農
協

・斐
川

町
農

協
等

２
市

５
町

の
現

在
の

構
成

を
踏

ま
え

て
構

成
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

④
推

進
体

制
 

 
多

伎
町

農
業

振
興

地
域

整
備

促
進

協
議

会
  

 
委

員
数

 ５
人

 
町

・農
協

・農
業

委
員

会
・農

業
共

済
組

合
・森

林
組

合
で

組
織

す
る

 

湖
陵

町
農

業
振

興
地

域
整

備
促

進
協

議
会

 
委

員
数

：１
０人

 
議

会
議

員
①

 
い

ず
も

農
協

①
 

農
業

共
済

①
 

森
林

組
合

①
 

土
地

改
良

区
②

 
農

業
委

員
②

 
農

地
流

動
化

推
進

員
②

 

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

に
係

る
直

接
的

な
体

制
は

な
い

。 
除

外
す

る
に

あ
っ

て
は

、
県

協
議

前
に

農
業

委
員

会
、

森
林

組
合

、
Ｊ

Ａい
ず

も
、

土
地

改
良

区
に

意
見

を
求

め
て

い
る

。 

各
市

町
の

基
本

構
想

、
農

振
・用

途
区

域
の

設
定

の
基

本
方

針
、

守
る

べ
き

農
地

や
農

振
除

外
の

考
え

方
、

農
振

除
外

の
時

期
・回

数
・手

続
き

等
が

異
な

る
の

で
、

市
町

間
の

調
整

を
図

り
、

新
た

な
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
を

策
定

す
る

必
要

が
あ

る
。 

５
年

ご
と

に
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
を

見
直

し
（前

回
は

平
成

８
年

度
に

変
更

）す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

が
、

１
４

年
度

の
県

基
本

方
針

の
変

更
に

伴
い

、
平

成
１

５年
度

に
各

市
町

の
整

備
計

画
変

更
作

業
を

行
う

こ
と

に
な

る
。 

 ①
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

 
合

併
後

に
予

想
さ

れ
る

県
基

本
方

針
の

変
更

に
基

づ
き

、
新

市
の

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

を
策

定
す

る
。 

②
農

振
除

外
の

申
請

受
付

 
 

年
２

回
、２

月
と

８
月

に
申

請
を

受
け

付
け

る
。 

 
受

付
期

間
は

、１
ヶ

月
間

と
す

る
。 

③
除

外
の

考
え

方
 

 
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

第
１

３条
に

定
め

る
４

つ
の

要
件

及
び

「農
業

振
興

地
域

制
度

に
関

す
る

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」を
遵

守
す

る
と

と
も

に
、

除
外

基
準

の
明

確
化

を
図

る
。

 
④

推
進

体
制

 
 

新
市

に
お

い
て

、農
業

振
興

地
域

整
備

促
進

協
議

会
を

設
立

す
る

。
 

 
委

員
構

成
は

、
議

会
議

員
・農

業
委

員
・土

地
改

良
区

・
森

林
組

合
・い

ず
も

農
協

・斐
川

町
農

協
等

２
市

５
町

の
現

在
の

構
成

を
踏

ま
え

て
構

成
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

４ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

◎
農

業
振

興
地

域
の

整
備

に
関

す
る

法
律

（昭
和

４
４年

７月
１日

法
律

第
５

８号
）（

抄
） 

 （目
的

） 
 

第
一

条
  

こ
の

法
律

は
、自

然
的

経
済

的
社

会
的

諸
条

件
を

考
慮

し
て

総
合

的
に

農
業

の
振

興
を

図
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

地
域

に
つ

い
て

、そ
の

地
域

の
整

備
に

関
し

必
要

な
施

策
を

計
画

的
に

推
進

す
る

た
め

の
措

置
を

講
ず

る
こ

と
に

よ
り

、農
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
と

と
も

に
、

国
土

資
源

の
合

理
的

な
利

用
に

寄
与

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。 
 

 （農
業

振
興

地
域

の
整

備
の

原
則

） 
 

第
二

条
  

こ
の

法
律

に
基

づ
く農

業
振

興
地

域
の

指
定

及
び

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
策

定
は

、農
業

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
、土

地
の

自
然

的
条

件
、土

地
利

用
の

動
向

、地
域

の
人

口
及

び
産

業
の

将
来

の
見

通
し

等
を

考
慮

し
、か

つ
、国

土
資

源
の

合
理

的
な

利
用

の
見

地
か

ら
す

る
土

地
の

農
業

上
の

利
用

と
他

の
利

用
と

の
調

整
に

留
意

し
て

、農
業

の
近

代
化

の
た

め
の

必
要

な
条

件
を

そ
な

え
た

農
業

地
域

を
保

全
し

及
び

形
成

す
る

こ
と

並
び

に
当

該
農

業
地

域
に

つ
い

て
農

業
に

関
す

る
公

共
投

資
そ

の
他

農
業

振
興

に
関

す
る

施
策

を
計

画
的

に
推

進
す

る
こ

と
を

旨
と

し
て

行
な

う
も

の
と

す
る

。 
 

 第
三

条
  

略
 

 （基
本

指
針

の
作

成
） 

第
三

条
の

二
 農

林
水

産
大

臣
は

、農
用

地
等

の
確

保
に

関
す

る
基

本
指

針
（以

下
「基

本
指

針
」と

い
う。

）を
定

め
る

も
の

と
す

る。
 

２ 
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
き

、
農

業
振

興
地

域
整

備
基

本
方

針
の

指
針

と
な

る
べ

き
も

の
を定

め
る

も
の

と
す

る。
 

 一
 農

用
地

等
の

確
保

に
関

す
る

基
本

的
方

向
 

 二
 農

業
振

興
地

域
の

指
定

の
基

準
に

関
す

る
事

項
 

 三
 そ

の
他

農
業

振
興

地
域

の
整

備
に

際
し

配
慮

す
べ

き
重

要
事

項
 

３～
４ 

略
 

 第
三

条
の

三
 略

 
 （農

業
振

興
地

域
整

備
基

本
方

針
の

作
成

） 
第

四
条

 
都

道
府

県
知

事
は

、
基

本
指

針
に

基
づ

き
、政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り、
当

該
都

道
府

県
に

お
け

る
農

業
振

興
地

域
の

指
定

及
び

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
策

定
に

関
し農

業
振

興
地

域
整

備
基

本
方

針
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。 
２ 

農
業

振
興

地
域

整
備

基
本

方
針

に
お

い
て

は
、次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る。
 

一
 農

用
地

等
の

確
保

に
関

す
る

事
項

  
二

 農
業

振
興

地
域

と
し

て
指

定
す

る
こ

と
を

相
当

と
す

る地
域

の
位

置
及

び
規

模
に

関
す

る
事

項
  

三
 農

業
振

興
地

域
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

  
イ

 農
業

生
産

の
基

盤
の

整
備

及
び

開
発

 
ロ

 
農

用
地

等
の

保
全

 
ハ

 農
業

経
営

の
規

模
の

拡
大

及
び

農
用

地
等

又
は

農
用

地
等

と
す

る
こ

と
が

適
当

な
土

地
の

農
業

上
の

効
率

的
か

つ
総

合
的

な
利

用
の

促
進

 
ニ

 農
業

の
近

代
化

の
た

め
の

施
設

の
整

備
 

ホ
 農

業
を

担
う

べ
き者

の
育

成
及

び
確

保
の

た
め

の
施

設
の

整
備

 
ヘ

 ハ
に

掲
げ

る
事

項
と相

ま
っ

て
推

進
す

る
農

業
従

事
者

の
安

定
的

な
就

業
の

促
進

 
ト 

農
業

構
造

の
改

善
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る主

と
し

て
農

業
従

事
者

の
良

好
な

生
活

環
境

を
確

保
す

る
た

め
の

施
設

の
整

備
 

３～
７ 

略
 

   

 （市
町

村
の

定
め

る
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
） 

 
第

八
条

  
都

道
府

県
知

事
の

指
定

し
た

一
の

農
業

振
興

地
域

の
区

域
の

全
部

又
は

一
部

が
そ

の
区

域
内

に
あ

る
市

町
村

は
、政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、そ

の
区

域
内

に
あ

る
農

業
振

興
地

域
に

つ
い

て
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
を

定
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
 

２ 
 農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
に

お
い

て
は

、次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。 
 

一
  

農
用

地
等

と
し

て
利

用
す

べ
き

土
地

の
区

域
（以

下
「農

用
地

区
域

」と
い

う。
）及

び
そ

の
区

域
内

に
あ

る
土

地
の

農
業

上
の

用
途

区
分

  
二

  
農

業
生

産
の

基
盤

の
整

備
及

び
開

発
に

関
す

る
事

項
  

二
の

二
  

農
用

地
等

の
保

全
に

関
す

る
事

項
  

三
  

農
業

経
営

の
規

模
の

拡
大

及
び

農
用

地
等

又
は

農
用

地
等

と
す

る
こ

と
が

適
当

な
土

地
の

農
業

上
の

効
率

的
か

つ
総

合
的

な
利

用
の

促
進

の
た

め
の

こ
れ

ら
の

土
地

に
関

す
る

権
利

の
取

得
の

円
滑

化
そ

の
他

農
業

上
の

利
用

の
調

整
（農

業
者

が
自

主
的

な
努

力
に

よ
り

相
互

に
協

力
し

て
行

う調
整

を
含

む
。

）に
関

す
る

事
項

  
四

  
農

業
の

近
代

化
の

た
め

の
施

設
の

整
備

に
関

す
る

事
項

  
四

の
二

  
農

業
を

担
う

べ
き者

の
育

成
及

び
確

保
の

た
め

の
施

設
の

整
備

に
関

す
る

事
項

  
五

  
農

業
従

事
者

の
安

定
的

な
就

業
の

促
進

に
関

す
る

事
項

で
、農

業
経

営
の

規
模

の
拡

大
及

び
農

用
地

等
又

は
農

用
地

等
と

す
る

こ
と

が
適

当
な

土
地

の
農

業
上

の
効

率
的

か
つ

総
合

的
な

利
用

の
促

進
と

相
ま

っ
て

推
進

す
る

も
の

  
六

  
農

業
構

造
の

改
善

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
主

と
し

て
農

業
従

事
者

の
良

好
な

生
活

環
境

を
確

保
す

る
た

め
の

施
設

の
整

備
に

関
す

る
事

項
  

３～
４ 

略
 

 （農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
基

準
） 

 
第

十
条

  
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
は

、農
業

振
興

地
域

整
備

基
本

方
針

に
適

合
す

る
と

と
も

に
第

四
条

第
三

項
に

規
定

す
る

計
画

と
の

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
で

あ
り

、か
つ

、当
該

農
業

振
興

地
域

の
自

然
的

経
済

的
社

会
的

諸
条

件
を

考
慮

し
て

、当
該

農
業

振
興

地
域

に
お

い
て

総
合

的
に

農
業

の
振

興
を

図
る

た
め

必
要

な
事

項
を

一
体

的
に

定
め

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。 
 

２ 
 市

町
村

の
定

め
る

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

は
、議

会
の

議
決

を
経

て
定

め
ら

れ
た

当
該

市
町

村
の

建
設

に
関

す
る

基
本

構
想

に
即

す
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
３ 

 市
町

村
の

定
め

る
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
の

う
ち

農
用

地
利

用
計

画
は

、当
該

農
業

振
興

地
域

内
に

あ
る

農
用

地
等

及
び

農
用

地
等

と
す

る
こ

と
が

適
当

な
土

地
で

あ
っ

て
、次

に
掲

げ
る

も
の

に
つ

き
、当

該
農

業
振

興
地

域
に

お
け

る
農

業
生

産
の

基
盤

の
保

全
、整

備
及

び
開

発
の

見
地

か
ら

必
要

な
限

度
に

お
い

て
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
基

準
に

従
い

区
分

す
る

農
業

上
の

用
途

を
指

定
し

て
、定

め
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 

 
一

 集
団

的
に

存
在

す
る

農
用

地
で

政
令

で
定

め
る

規
模

以
上

の
も

の
  

二
 土

地
改

良
法

（昭
和

二
十

四
年

法
律

第
百

九
十

五
号

）第
二

条
第

二
項

に
規

定
す

る
土

地
改

良
事

業
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
事

業
で

、農
業

用
用

排
水

施
設

の
新

設
又

は
変

更
、区

画
整

理
、農

用
地

の
造

成
そ

の
他

の
農

林
水

産
省

令
で

定
め

る
も

の
の

施
行

に
係

る
区

域
内

に
あ

る
土

地
  

三
 前

二
号

に
掲

げ
る

土
地

の
保

全
又

は
利

用
上

必
要

な
施

設
の

用
に

供
さ

れ
る

土
地

  
四

 第
三

条
第

四
号

に
掲

げ
る

土
地

で
、政

令
で

定
め

る
規

模
以

上
の

も
の

又
は

第
一

号
及

び
第

二
号

に
掲

げ
る

土
地

に
隣

接
す

る
も

の
  

五
 前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

果
樹

又
は

野
菜

の
生

産
団

地
の

形
成

そ
の

他
の

当
該

農
業

振
興

地
域

に
お

け
る

地
域

の
特

性
に

即
し

た
農

業
の

振
興

を
図

る
た

め
そ

の
土

地
の

農
業

上
の

利
用

を
確

保
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と認

め
ら

れ
る

土
地

  
４ 

 前
項

の
農

用
地

等
及

び
農

用
地

等
と

す
る

こ
と

が
適

当
な

土
地

に
は

、土
地

改
良

法
第

七
条

第
四

項
に

規
定

す
る

非
農

用
地

区
域

内
の

土
地

そ
の

他
政

令
で

定
め

る
土

地
は

含
ま

れ
な

い
も

の
と

す
る。

  
５ 

 農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
う

ち
第

八
条

第
二

項
第

六
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
も

の
は

、同
号

に
規

定
す

る
施

設
が

そ
の

整
備

の
目

的
に

即
し

て
効

率
的

か
つ

適
切

に
利

用
さ

れ
る

よ
う

に
定

め
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

５ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

 （農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
変

更
） 

 
第

十
三

条
  

都
道

府
県

又
は

市
町

村
は

、農
業

振
興

地
域

整
備

基
本

方
針

の
変

更
若

し
く

は
農

業
振

興
地

域
の

区
域

の
変

更
に

よ
り

、前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
基

礎
調

査
の

結
果

に
よ

り
又

は
経

済
事

情
の

変
動

そ
の

他
情

勢
の

推
移

に
よ

り
必

要
が

生
じ

た
と

き
は

、政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り、

遅
滞

な
く、

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

を
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。市
町

村
の

定
め

た
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
が

第
九

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
決

定
に

よ
り

変
更

を
必

要
と

す
る

に
至

つ
た

と
き

も
、同

様
と

す
る。

  
２ 

前
項

の
規

定
に

よ
る

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
変

更
の

う
ち

、農
用

地
等

以
外

の
用

途
に

供
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
農

用
地

区
域

内
の

土
地

を
農

用
地

区
域

か
ら

除
外

す
る

た
め

に
行

う農
用

地
区

域
の

変
更

は
、次

に
掲

げ
る

要
件

の
す

べ
て

を
満

た
す

場
合

に
限

り
、す

る
こ

と
が

で
き

る。
  

一
 当

該
農

業
振

興
地

域
に

お
け

る
農

用
地

区
域

以
外

の
区

域
内

の
土

地
利

用
の

状
況

か
ら

み
て

、当
該

変
更

に
係

る
土

地
を

農
用

地
等

以
外

の
用

途
に

供
す

る
こ

と
が

必
要

か
つ

適
当

で
あ

っ
て

、農
用

地
区

域
以

外
の

区
域

内
の

土
地

を
も

つ
て

代
え

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。 

 
二

 当
該

変
更

に
よ

り
、農

用
地

区
域

内
に

お
け

る
農

用
地

の
集

団
化

、農
作

業
の

効
率

化
そ

の
他

土
地

の
農

業
上

の
効

率
的

か
つ

総
合

的
な

利
用

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
と

認
め

ら
れ

る
こ

と
。 

 
三

 当
該

変
更

に
よ

り、
農

用
地

区
域

内
の

第
三

条
第

三
号

の
施

設
の

有
す

る
機

能
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

な
い

と
認

め
ら

れ
る

こ
と

。 
 

四
 当

該
変

更
に

係
る

土
地

が
第

十
条

第
三

項
第

二
号

に
掲

げ
る

土
地

に
該

当
す

る
場

合
に

あ
っ

て
は

、当
該

土
地

が
、農

業
に

関
す

る
公

共
投

資
に

よ
り得

ら
れ

る
効

用
の

確
保

を
図

る
観

点
か

ら
政

令
で

定
め

る
基

準
に

適
合

し
て

い
る

こ
と。

  
３ 

都
道

府
県

知
事

は
、必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、市

町
村

に
対

し、
当

該
市

町
村

の
定

め
た

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

の
う

ち
農

用
地

利
用

計
画

に
つ

い
て

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
変

更
を

す
る

た
め

の
必

要
な

措
置

を
と

る
べ

き
こ

と
を

指
示

す
る

こ
と

が
で

き
る。

  
４ 

第
八

条
第

四
項

及
び

第
十

一
条

の
規

定
は

市
町

村
が

行
う

第
一

項
の

規
定

に
よ

る
変

更
（政

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

を
除

く。
）に

つ
い

て
、第

九
条

第
二

項
の

規
定

は
都

道
府

県
が

行
う第

一
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

（政
令

で
定

め
る

軽
微

な
変

更
を

除
く。

）に
つ

い
て

、第
十

二
条

の
規

定
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

変
更

に
つ

い
て

準
用

す
る

。こ
の

場
合

に
お

い
て

、同
条

第
二

項
中

「当
該

農
業

振
興

地
域

整
備

計
画

書
」と

あ
る

の
は

、
「当

該
変

更
後

の
農

業
振

興
地

域
整

備
計

画
書

」と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

４
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

地
の

集
積

・流
動

化
事

業
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

調
整

し
基

本
方

針
を

定
め

る
。

 

推
進

体
制

に
つ

い
て

は
、

新
市

の
地

域
農

業
推

進
体

制
を

再
編

す
る

中
で

調
整

を
図

る
。

ま
た

、農
業

委
員

会
と

の
連

携
を

強
化

し
な

が
ら

流
動

化
が

進
む

よ
う

、
市

が
積

極
的

に
施

策
を

展
開

す
る

。
 

農
地

流
動

化
奨

励
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

国
や

県
の

動
向

を
踏

ま
え

新
た

な
制

度
を

定
め

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

  
  

  
況

 

項
目

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 

①
農

地
流

動
化

基
本

方
針

 
                ②

農
地

流
動

化
推

進
体

制
 

  

認
定

農
業

者
や

集
落

営
農

等
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

に
対

し
て

農
地

を
集

積
す

る
。

 
ま

た
、

再
調

整
す

る
こ

と
に

よ
り

、
点

在
し

て
い

る
農

地
を

面
的

に
集

約
す

る
。 

 
シ

ェ
ア

の
目

標
  

５
０％

 
             平

成
１

４年
４

月
 

市
、農

業
委

員
会

、J
A

で
構

成
す

る
農

地
集

約
利

用
推

進
会

議
を

設
置

 
（事

務
局

：農
林

振
興

課
） 

農
協

支
店

ご
と

に
農

業
委

員
や

農
業

者
等

で
構

成
す

る
農

地
集

約
推

進
グ

ル
ー

プ
を

１
６

地
区

に
設

置
 

（地
区

事
務

局
：農

協
各

支
店

） 
農

地
を

借
り

た
い

人
や

耕
作

が
困

難
な

農
地

等
の

情
報

を
一

つ
に

ま
と

め
、 

①
農

地
利

用
集

積
、

利
用

調
整

 
②

点
在

す
る

農
地

の
担

い
手

へ
の

面
的

集
積

 
③

水
稲

・特
産

の
団

地
化

 
④

集
落

営
農

の
組

織
化

、
農

作
業

の
受

委
託

 
⑤

農
作

業
の

共
同

化
・機

械
の

共
同

利
用

を
推

進
 

  

認
定

農
業

者
及

び
担

い
手

へ
の

集
積

 
                 地

域
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
の

母
体

で
あ

る
市

、
農

業
委

員
会

、
Ｊ

Ａい
ず

も
平

田
中

央
支

店
が

相
互

に
情

報
交

換
を

行
い

、
担

い
手

に
農

地
を

集
積

し
て

い
る

。 
具

体
的

に
は

、
支

援
セ

ン
タ

ー
の

専
門

委
員

会
で

あ
る

担
い

手
育

成
委

員
会

（委
員

数
8

名
）が

担
っ

て
い

る
。

ま
た

、
11

地
区

農
業

振
興

会
議

も
情

報
の

収
集

と
連

絡
調

整
に

あ
た

っ
て

い
る

。 
     

 

①
利

用
集

積
目

標
 

基
本

構
想

に
お

い
て

、
農

地
集

積
率

５
６

％
(1

,32
0h

a)
を

目
標

に
設

定
 

②
流

動
化

指
針

 
担

い
手

不
足

、
高

齢
化

の
中

で
、

効
率

的
な

農
業

経
営

と
農

地
の

保
全

を
図

る
う

え
で

、
地

域
に

お
け

る
担

い
手

の
明

確
化

、
農

地
の

ゾ
ー

ニ
ン

グ
・ブ

ロ
ッ

ク
化

を
進

め
、

効
率

的
な

集
積

を
図

っ
て

い
く。

ま
た

、農
業

公
社

の
農

地
保

有
合

理
化

事
業

の
活

用
に

よ
り

、
担

い
手

へ
の

集
積

の
拡

大
、

利
用

権
の

再
調

整
等

を
行

っ
て

い
く。

 
一

方
で

新
た

な
米

政
策

改
革

大
綱

に
関

す
る

担
い

手
要

件
が

示
さ

れ
た

こ
と

を
含

め
、

現
在

へ
の

斐
川

町
地

域
農

業
再

生
プ

ラ
ン

を
各

振
興

区
（地

域
）に

示
し

、
担

い
手

集
積

地
域

、
集

落
営

農
地

域
等

の
明

確
化

に
向

け
全

地
域

で
の

話
合

い
を

進
め

て
い

る
。 

   斐
川

町
農

林
事

務
局

の
中

に
農

地
流

動
化

対
策

円
滑

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

（町
・Ｊ

Ａ・
農

業
公

社
・農

業
委

員
会

・土
地

改
良

区
、

事
務

局
：町

）を
置

き
、

事
業

連
携

計
画

を
策

定
し

、
農

地
流

動
化

の
調

整
を

図
っ

て
い

る
。

 
具

体
的

に
は

、
平

成
６

年
設

立
の

（財
）斐

川
町

農
業

公
社

に
よ

り
、

農
地

保
有

合
理

化
法

人
と

し
て

農
地

相
談

、
農

地
保

有
合

理
化

事
業

に
よ

る
 

賃
貸

借
の

設
定

、
農

地
の

売
買

を
進

め
て

い
る

。
ま

た
、

農
業

委
員

又
は

農
業

振
興

区
長

が
地

域
の

農
地

の
相

談
を

受
け

、
情

報
収

集
と

農
地

流
動

化
の

あ
っ

せ
ん

調
整

を
行

な
い

、
農

業
公

社
の

保
有

合
理

化
事

業
と

の
連

携
を

図
っ

て
い

る
。

 
  

                  農
地

の
利

用
集

積
は

、
農

業
委

員
会

の
農

地
流

動
化

推
進

委
員

の
皆

さ
ん

に
よ

り
推

進
を

図
っ

て
い

た
だ

い
て

い
る

。
町

全
体

と
し

て
は

、
全

体
的

な
流

動
化

基
本

構
想

の
よ

う
な

も
の

が
無

い
た

め
、

地
区

内
、

集
落

内
等

で
集

積
が

図
ら

れ
て

い
る

。
ま

た
、

担
い

手
の

不
足

に
よ

り
流

動
化

が
進

ま
な

い
実

態
が

あ
る

。
 

Ｇ
ＩＳ

等
は

、
農

地
だ

け
で

な
く

全
体

的
に

網
羅

で
き

る
シ

ス
テ

ム
を

検
討

中
で

あ
る

が
、

高
額

な
こ

と
、

合
併

後
の

他
市

町
と

の
シ

ス
テ

ム
互

換
性

に
つ

い
て

十
分

検
討

し
て

い
く必

要
が

あ
る

。
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出
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出
 

雲
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併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

４
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

地
の

集
積

・流
動

化
事

業
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

調
整

し
基

本
方

針
を

定
め

る
。

 

推
進

体
制

に
つ

い
て

は
、

新
市

の
地

域
農

業
推

進
体

制
を

再
編

す
る

中
で

調
整

を
図

る
。

ま
た

、農
業

委
員

会
と

の
連

携
を

強
化

し
な

が
ら

流
動

化
が

進
む

よ
う

、
市

が
積

極
的

に
施

策
を

展
開

す
る

。
 

農
地

流
動

化
奨

励
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

国
や

県
の

動
向

を
踏

ま
え

新
た

な
制

度
を

定
め

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

項
目

 
出

雲
市

 
平

田
市

 
斐

川
町

 
佐

田
町

 

③
農

地
流

動
化

奨
励

補
助

金
 

   
 

〔対
象

農
地

〕 
 

新
規

利
用

権
設

定
し

た
田

 
〔交

付
対

象
者

〕 
①

認
定

農
業

者
及

び
認

定
就

農
者

 
②

農
業

経
営

面
積

が
田

３ｈ
ａ以

上
の

者
 

③
中

山
間

地
域

等
に

お
い

て
利

用
権

の
設

定
を

行
っ

た
農

業
経

営
面

積
が

田
１

ｈａ
以

上
の

者
 

〔補
助

金
額

〕 
６

～
１

０年
  

１
０，

０
０

０円
/1

0ａ
 

  
 

  
  

  
（中

山
間

地
域

等
 

１
１，

０
０

０円
/1

0ａ
） 

１
０年

以
上

  
１５

，
０

０
０円

/1
0ａ

 
  

  
  

  
 

（中
山

間
地

域
等

 
１

７，
０

０
０円

/1
0ａ

） 
 

平
成

１
６年

度
を

も
っ

て
終

了
す

る
予

定
。

 

市
の

補
助

基
準

は
、

が
ん

ば
る

島
根

の
横

出
し

補
助

と
な

っ
て

い
る

。
 

対
象

農
地

 
 利

用
権

設
定

し
た

田
（新

規
、

再
設

定
） 

交
付

対
象

者
 

①
認

定
農

業
者

 
②

経
営

面
積

３
ha

以
上

の
農

業
者

 
③

中
山

間
地

域
等

に
お

い
て

経
営

面
積

１
ha

以
上

の
農

業
 

者
 

補
助

金
額

 
新

規
  

６
～

１
０年

  
１

２，
０

０
０～

１
５，

０
０

０円
/１

０a
 

１
０年

以
上

  
２

０，
０

０
０～

３
０，

０
０

０円
/１

０a
 

再
設

定
 ６

～
１

０年
 

９
，０

０
０～

１
２，

０
０

０円
/１

０a
 

１
０

年
以

上
１

６，
０

０
０

～
２

０
，

０
０

０円
/１

０
a 

  
等

 

単
独

事
業

で
は

該
当

な
し

 
単

独
事

業
で

は
該

当
な

し
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

４
－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

地
の

集
積

・流
動

化
事

業
 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

調
整

し
基

本
方

針
を

定
め

る
。

 

推
進

体
制

に
つ

い
て

は
、

新
市

の
地

域
農

業
推

進
体

制
を

再
編

す
る

中
で

調
整

を
図

る
。

ま
た

、
農

業
委

員
会

と
の

連
携

を
強

化
し

な
が

ら
流

動
化

が
進

む
よ

う
、

市
が

積
極

的
に

施
策

を
展

開
す

る
。 

農
地

流
動

化
奨

励
補

助
金

に
つ

い
て

は
、

国
や

県
の

動
向

を
踏

ま
え

新
た

な
制

度
を

定
め

る
。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

 
多

伎
町

 
湖

陵
町

 
大

社
町

 
調

 
整

 
の

 
具

 
体

 
的

 
内

 
容

 

①
農

地
流

動
化

基
本

方
針

 
        ②

農
地

流
動

化
推

進
体

制
 

            ③
農

地
流

動
化

奨
励

補
助

金
 

シ
ェ

ア
の

目
標

３
５％

 
認

定
農

業
者

や
集

落
営

農
組

織
へ

の
集

積
 

連
坦

し
た

耕
地

面
積

が
少

な
く、

担
い

手
を

多
く

作
る

こ
と

が
困

難
で

集
積

が
進

ま
な

い
。 

      農
業

委
員

、
営

農
集

団
の

代
表

が
中

心
に

な
り

取
り

組
み

を
し

て
い

る
｡担

い
手

よ
り

、
農

地
の

出
し

て
が

圧
倒

的
に

多
く、

し
か

も
耕

作
条

件
の

悪
い

農
地

が
大

部
分

で
あ

る
た

め
、

こ
の

調
整

活
動

に
は

限
界

が
あ

る
｡具

体
的

に
は

農
家

の
育

成
支

援
事

業
と

併
用

し
て

取
り

組
み

し
な

い
と効

果
が

出
な

い
現

状
に

あ
る

｡ 
        い

ち
じ

く植
栽

時
 

 
貸

付
奨

励
、

借
地

料
助

成
 

あ
っ

せ
ん

要
請

が
あ

れ
ば

担
い

手
へ

集
積

す
る

。 
         農

地
銀

行
活

動
に

よ
り

、
農

業
委

員
を

農
地

流
動

化
推

進
員

と
し

て
委

嘱
し

、
農

地
の

貸
借

や
売

買
及

び
遊

休
農

地
の

解
消

な
ど

の
掘

り
起

こ
し活

動
を

担
っ

て
い

る
。 

 H
１

３実
績

 
  

 
３

．
１h

a 
 H

１
３末

累
計

  
６

６．
５

ha
 

農
地

流
動

化
対

策
円

滑
化

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

チ
ー

ム
 

構
成

員
 

 町
、

JA
、

農
業

委
員

会
 

 土
地

改
良

区
 

     独
自

制
度

な
し

 
 

農
地

の
利

用
集

積
は

、
農

業
委

員
会

及
び

JA
い

ず
も

大
社

中
央

支
店

が
窓

口
と

な
っ

て
い

る
。

流
動

化
の

基
本

構
想

と
し

て
は

認
定

農
業

者
、

担
い

手
に

集
積

を
行

う
こ

と
と

し
て

い
る

が
、

具
体

的
な

方
策

は
な

く、
結

果
的

に
市

場
原

理
に

委
ね

た
形

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
た

め
集

積
さ

れ
る

土
地

に
つ

い
て

は
耕

作
条

件
の

良
い

土
地

に
限

ら
れ

、
条

件
の

悪
い

土
地

に
つ

い
て

は
荒

廃
が

進
ん

で
い

る
。

今
後

の
対

策
に

つ
い

て
は

農
業

委
員

会
で

調
査

、
検

討
し

て
い

る
。 

  総
合

的
な

推
進

体
制

は
な

い
。 

農
地

の
利

用
集

積
の

窓
口

 
 

農
業

委
員

会
及

び
JA

い
ず

も
大

社
中

央
支

店
 

推
進

委
員

 
 

農
業

委
員

 
         該

当
な

し
 

  
 

市
町

ご
と

に
推

進
組

織
や

体
制

、
推

進
施

策
(農

地
流

動
化

補
助

金
等

）、
さ

ら
に

農
地

デ
ー

タ
の

管
理

方
法

、
農

業
地

理
情

報
シ

ス
テ

ム
の

導
入

状
況

等
が

異
な

っ
て

い
る

の
で

、
市

町
間

の
調

整
を

図
る

必
要

が
あ

る
。

 
耕

作
条

件
の

良
い

平
坦

部
農

地
を

中
心

に
考

え
る

だ
け

で
な

く、
条

件
が

悪
い

中
山

間
地

域
農

地
の

荒
廃

を
い

か
に

防
止

し
て

い
く

か
を

明
確

に
す

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
。

 
ま

た
、

斐
川

町
に

の
み

農
業

公
社

が
設

立
さ

れ
て

お
り

、
合

併
後

ど
の

よ
う

に
位

置
づ

け
、

ど
の

よ
う

に
活

用
し

て
い

く
か

。 
 ①

基
本

方
針

 
新

市
に

お
い

て
調

整
し

基
本

方
針

を
定

め
る

。
 

②
推

進
体

制
 

新
市

の
地

域
農

業
推

進
体

制
を

再
編

す
る

中
で

調
整

を
図

る
。

 
農

業
委

員
会

と
の

連
携

を
強

化
し

な
が

ら
流

動
化

が
進

む
よ

う
、

市
が

積
極

的
に

施
策

を
展

開
す

る
。 

③
奨

励
補

助
金

 
国

や
県

の
動

向
を

踏
ま

え
新

た
な

制
度

を
定

め
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

５
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
基

本
構

想
 

調
整

の
方

針
 

県
基

本
方

針
の

変
更

を
受

け
、

新
市

の
基

本
構

想
を

策
定

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

〔基
本

構
想

の
概

要
〕 

経
営

の
改

善
を

進
め

る
認

定
農

業
者

に
対

し
、

国
庫

及
び

県
補

助
事

業
、

農
地

の
利

用
集

積
、

低
利

融
資

な
ど

諸
施

策
を

重
点

的
･集

中
的

に
実

施
す

る
。

 
 〔平

成
２

０年
の

目
標

数
〕 

 
２

８
０経

営
体

 
（個

別
認

定
農

業
者

２
６

０、
法

人
組

織
５

、
 

集
落

営
農

組
織

１
５）

 
 農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
基

本
構

想
の

中
で

、
経

営
改

善
計

画
を

作
成

し
、

組
織

整
備

や
農

地
集

積
等

に
よ

り
経

営
の

効
率

化
を

図
る

集
落

営
農

を
担

い
手

と
し

て
位

置
づ

け
て

お
り

、
特

に
一

集
落

一
農

場
一

経
営

の
協

業
型

集
落

営
農

を
推

進
す

る
方

針
で

あ
る

。 
Ｈ

１
４年

度
末

実
績

：１
３営

農
組

合
（協

業
型

２
組

合
） 

集
落

営
農

組
織

化
の

推
進

は
、

１
６地

区
に

設
置

し
た

農
地

集
約

推
進

グ
ル

ー
プ

を
中

心
に

行
う

。 

担
い

手
育

成
事

業
（市

単
）に

よ
り

推
進

 
 Ｈ

１
３年

度
実

績
  

 
１７

組
織

 
①

基
本

構
想

の
制

定
 

島
根

県
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
基

本
方

針
に

も
と

づ
き、

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

法
第

６
条

に
よ

る
「斐

川
町

農
業

経
営

基
盤

の
強

化
に

関
す

る
基

本
的

構
想

」を
平

成
６

年
３

月
に

制
定

。平
成

12
年

３
月

の
県

の
基

本
方

針
見

直
し

に
と

も
な

い
、

平
成

14
年

７月
構

想
の

変
更

を
行

う
。

 
②

基
本

構
想

の
概

要
 

町
の

農
業

の
将

来
を

担
う

認
定

農
業

者
等

農
業

経
営

体
に

対
し

、
今

後
10

年
間

に
お

い
て

育
成

す
べ

き
農

業
経

営
の

基
本

と
な

る
水

準
や

経
営

指
標

、
並

び
に

農
業

経
営

体
等

に
対

す
る

農
用

地
の

集
積

目
標

を
設

定
し

、
農

業
経

営
の

基
盤

を
強

化
す

る
た

め
の

対
策

を
総

合
的

・集
中

的
に

実
施

す
る

。 
③

育
成

す
べ

き
効

率
的

か
つ

安
定

的
な

農
業

経
営

体
の

目
標

 
目

標
年

次
：平

成
２

０年
 

年
間

所
得

：５
０

０万
円

以
上

 
年

間
労

働
時

間
：２

０
０

０時
間

以
内

 
④

農
用

地
の

利
用

集
積

に
関

す
る

目
標

 
目

標
年

次
：平

成
２

０年
 

シ
ェ

ア
の

目
標

：５
６％

（１
，３

２
０h

a）
 

⑤
農

業
経

営
体

の
育

成
目

標
 

認
定

農
業

者
：７

５経
営

体
 

組
織

経
営

体
：４

経
営

体
 

集
落

営
農

組
織

：３
０組

織
 

農
業

経
営

対
策

推
進

事
業

 
  

Ｈ
１

３ 
 

 
２

０
０千

円
 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

５
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
基

本
構

想
 

調
整

の
方

針
 

県
基

本
方

針
の

変
更

を
受

け
、

新
市

に
お

い
て

基
本

構
想

を
策

定
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

認
定

農
業

者
等

目
標

者
数

  
 

５
経

営
体

 
  

（個
別

 
３

、 
組

織
 

１
、 

集
落

営
農

 
１

） 
  育

成
す

べ
き

組
織

 
 

集
落

営
農

４
組

織
（機

械
共

同
利

用
、

作
業

受
託

） 

湖
陵

町
か

ん
し

ょ
生

産
組

合
 

湖
陵

町
椎

茸
生

産
者

組
合

 
湖

陵
町

ぶ
ど

う
生

産
組

合
 

[基
本

構
想

の
概

要
] 

効
率

的
、

安
定

的
な

農
業

経
営

体
を

育
成

す
る

。 
 

目
標

年
次

  
 

平
成

２
０年

 
 

年
間

所
得

  
 

５
０

０万
円

以
上

 
 

年
間

労
働

時
間

 
２

０
０

０時
間

以
内

 
 [推

進
、

指
導

体
制

] 
農

業
委

員
会

を
核

と
す

る
農

業
支

援
セ

ン
タ

ー
を

中
心

に
、

ぶ
ど

う
生

産
組

合
、

農
業

青
年

会
議

、
施

設
野

菜
部

会
及

び
酪

農
部

会
の

代
表

者
、

出
雲

農
林

総
合

セ
ン

タ
ー

の
協

力
に

よ
り

推
進

す
る

。 
 [認

定
農

業
業

者
及

び
担

い
手

へ
の

集
積

] 
農

地
利

用
目

標
 

農
地

の
４

５％
 

 [農
用

地
面

積
] 

平
成

２
０年

度
 

４
３

１h
a 

 [経
営

体
目

標
] 

認
定

農
業

者
  

７
０人

 
集

落
営

農
  

  
７

組
織

 

県
で

は
、

市
町

村
の

合
併

を
受

け
、

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

基
本

方
針

の
変

更
を

行
う

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。 
 県

基
本

方
針

の
変

更
を

受
け

、
新

市
の

基
本

構
想

を
策

定
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

６
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
新

規
就

農
者

及
び

農
業

後
継

者
の

育
成

・支
援

 

調
整

の
方

針
 

斐
川

町
の

指
導

体
制

及
び

事
業

を
基

本
に

、新
市

に
お

い
て

制
度

の
拡

充
を

図
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

新
規

就
農

者
経

営
安

定
資

金
の

貸
し

付
け

 
 

Ｈ
１

４年
度

  
対

象
者

：２
人

 
若

い
農

業
者

等
施

設
機

械
整

備
事

業
（が

ん
ば

る
島

根
） 

就
農

支
援

資
金

の
貸

し
付

け
 

農
業

法
人

等
雇

用
就

農
資

金
の

貸
し

付
け

 
〔新

規
就

農
者

及
び

農
業

後
継

者
育

成
体

制
〕 

県
普

及
部

、
市

農
業

委
員

会
、

い
ず

も
農

協
と

連
携

し
な

が
ら

育
成

指
導

 
  

 

現
在

本
市

の
担

い
手

の
状

況
は

、
認

定
農

業
者

６
６人

、
集

落
営

農
組

織
８

組
織

、
生

産
営

農
組

織
１

０組
織

、
農

業
法

人
３

法
人

、
新

規
就

農
者

１３
人

で
あ

る
。

今
後

は
多

様
な

担
い

手
の

育
成

が
重

要
で

あ
る

が
、

と
り

わ
け

集
落

営
農

組
織

や
生

産
営

農
組

織
に

つ
い

て
は

、
組

織
の

高
度

化
並

び
に

法
人

化
が

課
題

で
あ

る
。 

市
単

独
事

業
に

よ
り

生
産

組
織

等
の

育
成

を
行

な
っ

て
い

る
。

新
規

就
農

者
経

営
安

定
資

金
制

度
等

に
よ

り
支

援
し

て
い

る
。 

  平
田

市
新

規
就

農
者

経
営

安
定

資
金

貸
与

規
則

  
 

月
額

１５
万

円
を

２
年

間
無

利
息

で
貸

与
 

〔新
規

就
農

者
育

成
支

援
〕 

①
支

援
体

制
 

 
新

規
就

農
者

に
つ

い
て

は
、

就
農

相
談

窓
口

を
町

農
林

振
興

課
、

JA
農

業
振

興
課

に
置

き
、

振
興

セ
ン

タ
ー

普
及

部
地

域
指

導
課

と
連

携
し

、
新

規
就

農
者

へ
の

相
談

、
経

営
計

画
の

作
成

、
研

修
等

支
援

を
行

っ
て

い
る

。
 

②
支

援
事

業
 

 新
規

就
農

者
経

営
安

定
資

金
事

業
（県

1/
2

町
1/

2）
 

  
 

平
成

14
年

度
対

象
者

３
名

 
 斐

川
町

新
規

就
農

促
進

支
援

事
業

（町
単

独
事

業
） 

  
 

新
規

就
農

祝
金

制
度

 
  

  
対

象
者

：４
０

歳
以

下
の

新
規

就
農

者
で

国
・県

等
の

新
規

就
農

助
成

を
受

け
な

い
者

 
  

  
交

付
額

：新
規

就
農

者
：5

00
,0

00
円

（町
1/

2、
JA

1/
2）

 
  

  
  

  
  

農
業

後
継

者
：2

00
,0

00
円

（町
1/

2、
JA

1/
2）

 
  

 
研

修
支

援
準

備
金

利
子

補
給

制
度

 
  

  
対

象
者

：新
規

就
農

希
望

者
で

、
国

県
の

研
修

支
援

事
業

を
受

  
  

  
 

け
る

前
の

段
階

で
、

自
己

等
の

研
修

施
設

に
よ

っ
て

研
修

を
行

う
た

め
営

農
資

金
の

融
資

を
受

け
る

者
 

  
  

利
子

補
給

：貸
付

限
度

額
２

０
０万

円
以

内
、

償
還

期
間

５
年

以
内

の
約

定
利

率
に

対
し

全
額

補
給

（町
1/

2、
JA

1/
2）

 
〔農

業
後

継
者

等
育

成
支

援
〕 

①
斐

川
町

農
業

塾
 

 ア
グ

リ
プ

ラ
ン

21
に

基
づ

き
、

地
域

農
業

の
人

づ
く

り
、

後
継

者
づ

く
り

を
め

ざ
し

、
研

修
事

業
を

実
施

。
 

（概
要

） 
 ホ

ッ
プ

対
策

（あ
ぐ

り
探

検
隊

） 
  

 
町

内
の

小
学

生
を

対
象

に
水

稲
を

中
心

に
し

た
農

作
業

体
験

を
実

施
。 

 ス
テ

ッ
プ

対
策

（農
業

公
社

、
先

進
農

家
で

の
研

修
） 

  
 

H1
4

実
績

な
し

 
 ジ

ャ
ン

プ
対

策
（ふ

れ
あ

い
農

業
塾

） 
  

 
町

内
の

一
般

の
人

を
対

象
に

、
14

年
度

は
４コ

ー
ス

（初
心

者
コ

ー
ス

、野
菜

コ
ー

ス
、

農
業

経
営

コ
ー

ス
、

担
い

手
コ

ー
ス

）を
実

施
。

 
（運

営
） 

  
 

斐
川

町
農

林
事

務
局

 

が
ん

ば
る

島
根

農
林

総
合

事
業

を
活

用
 

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

基
本

構
想

に
お

け
る

経
営

指
標

は
、

概
ね

年
間

所
得

４
５

０万
円

、
年

間
労

働
時

間
２

０
０

０時
間

で
あ

る
。

 
農

業
集

落
営

農
組

織
に

つ
い

て
は

、
機

械
共

同
購

入
型

も
多

く真
の

集
落

営
農

組
織

の
体

型
づ

く
り

が
必

要
。

営
農

集
団

を
強

化
し

、
担

い
手

の
柱

を
作

る
必

要
が

あ
る

が
、

農
業

所
得

が
貧

し
い

た
め

、
そ

れ
ら

の
基

準
を

変
更

す
る

こ
と

は
難

し
い

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

６
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
新

規
就

農
者

及
び

農
業

後
継

者
の

育
成

・支
援

 

調
整

の
方

針
 

斐
川

町
の

指
導

体
制

及
び

事
業

を
基

本
に

、新
市

に
お

い
て

制
度

の
拡

充
を

図
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

単
独

事
業

な
し

 
  

相
談

は
、

町
農

業
技

術
員

を
中

心
に

普
及

部
等

と
実

施
。

 
 調

整
上

の
課

題
 

認
定

農
業

者
３

人
、

集
落

営
農

４
組

織
が

あ
る

が
、

熟
度

に
か

な
り

の
差

が
あ

る
｡ 

町
と

し
て

は
、

こ
れ

ら
を

担
い

手
と

し
て

位
置

付
け

て
い

る
が

、
大

き
い

自
治

体
に

な
っ

た
場

合
同

じ
よ

う
な

支
援

が
、

続
け

ら
れ

る
か

疑
問

で
あ

る
｡ 

形
は

変
わ

っ
て

も
何

ら
か

の
支

援
を

す
る

施
策

は
必

要
で

あ
る

｡ 
  

中
山

間
地

の
農

地
の

貸
借

の
あ

り
方

に
つ

い
て

、
地

主
・小

作
が

一
体

と
な

り
農

用
地

を
守

り
、

担
い

手
の

農
地

管
理

負
担

を
軽

く
す

る
等

の
、

新
た

な
観

点
で

の
役

割
分

担
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

。 

〔農
業

経
営

の
基

本
指

標
〕 

年
間

所
得

概
ね

45
0

万
円

、
年

間
労

働
時

間
２

，
０

０
０時

間
 

認
定

農
業

者
等

農
業

の
担

い
手

に
対

し
て

国
・県

補
助

事
業

、
農

地
集

積
、

制
度

資
金

融
資

等
を

重
点

的
に

実
施

す
る

方
針

 
〔担

い
手

の
目

標
数

（H
16

)及
び

実
績

〕 
認

定
農

業
者

 目
標

１
６ 

現
状

１
１ 

農
業

法
人

 
目

標
２

 
現

状
０

 

[新
規

就
農

者
の

育
成

目
標

] 
平

成
１

６年
度

 
５

人
 

現
在

４
人

 
 [育

成
施

策
] 

Ｊ
Ａ

、県
普

及
部

で
ぶ

ど
う

若
葉

塾
を

開
催

 
 町

単
独

の
助

成
制

度
は

な
い

。 
 [農

業
後

継
者

の
育

成
、

支
援

] 
認

定
農

業
者

制
度

を
活

用
 

認
定

農
業

者
の

経
営

指
標

・基
準

や
認

定
の

考
え

方
、

さ
ら

に
農

業
法

 
人

や
集

落
営

農
組

織
の

位
置

づ
け

、
育

成
方

策
等

が
違

う
の

で
、

市
町

間
の

調
整

を
図

る
必

要
が

あ
る

。
 

認
定

農
業

者
の

新
た

な
経

営
指

標
・認

定
基

準
を

定
め

た
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
基

本
構

想
を

策
定

し
、

担
い

手
の

育
成

方
針

や
施

策
を

明
確

に
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 斐
川

町
の

指
導

体
制

及
び

事
業

を
基

本
に

、
新

市
に

お
い

て
制

度
の

拡
充

を
図

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

７
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
認

定
農

業
者

の
認

定
基

準
 

調
整

の
方

針
 

国
の

制
度

見
直

し
を

受
け

、
新

市
の

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

基
本

構
想

の
策

定
に

併
せ

て
、新

た
な

認
定

基
準

を
定

め
る

。
  

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

〔農
業

経
営

の
基

本
指

標
〕 

 
年

間
所

得
  

概
ね

５
０

０万
円

 
 

年
間

労
働

時
間

  
２，

０
０

０時
間

 
認

定
農

業
者

等
農

業
の

担
い

手
に

対
し

て
国

・県
補

助
事

業
、

農
地

集
積

、
低

利
融

資
等

を
重

点
的

･集
中

的
に

実
施

す
る

方
針

 
〔H

２
０年

担
い

手
の

目
標

数
〕 

認
定

農
業

者
２

６
０、

農
業

法
人

５
、

集
落

営
農

組
織

１
５ 

〔H
１

４年
度

末
実

績
〕 

認
定

農
業

者
１

６
４、

農
業

法
人

４
、

集
落

営
農

組
織

１
３ 

本
市

の
基

準
 

農
業

所
得

：概
ね

５
０

０万
円

以
上

 
年

間
労

働
時

間
：２

，０
０

０時
間

以
内

 
年

齢
要

件
：６

５歳
未

満
 

た
だ

し
、

後
継

者
が

い
る

場
合

は
年

齢
制

限
な

し
。 

〔認
定

農
業

者
の

判
断

基
準

〕 
農

業
経

営
基

盤
強

化
促

進
法

第
12

条
に

よ
る

農
業

経
営

改
善

計
画

の
認

定
に

関
す

る
判

断
基

準
は

町
の

内
規

に
よ

り
制

定
 

 〔認
定

農
業

者
認

定
要

件
〕 

 
年

間
所

得
  

：５
０

０万
円

以
上

 
（主

た
る

農
業

従
事

者
一

人
当

り
） 

 
年

間
労

働
時

間
：２

，
０

０
０時

間
以

内
 

（主
た

る
農

業
従

事
者

一
人

あ
た

り
） 

 
年

齢
要

件
  

：６
０歳

未
満

。
た

だ
し

農
業

経
営

に
意

欲
が

あ
り

経
営

計
画

の
認

定
に

支
障

が
な

い
場

合
は

年
齢

制
限

な
し

 
 〔認

定
審

査
〕 

農
業

経
営

改
善

計
画

の
認

定
審

査
に

つ
い

て
は

、斐
川

町
農

業
経

営
改

善
支

援
セ

ン
タ

ー
会

議
（農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
、出

雲
農

業
共

済
組

合
、J

A
斐

川
町

、農
業

委
員

会
、

農
業

公
社

、
町

農
林

振
興

課
）に

よ
り

審
査

し
、

斐
川

町
農

業
経

営
改

善
対

策
会

議
（構

成
：農

業
委

員
会

農
政

部
委

員
）に

諮
問

し
意

見
を

求
め

、
町

長
が

認
定

す
る

。 
 〔認

定
農

業
者

へ
の

支
援

〕 
農

業
経

営
改

善
支

援
セ

ン
タ

ー
の

農
業

経
営

指
導

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー

に
農

業
公

社
常

務
を

選
任

し
、

農
林

振
興

セ
ン

タ
ー

、
Ｊ

Ａ
、農

業
公

社
、

町
 

農
林

振
興

課
を

主
体

と
し

、
経

営
改

善
計

画
の

相
談

支
援

、
フ

ォ
ロ

ー
ア

 
ッ

プ
対

策
を

行
う

。 
 〔Ｈ

14
年

度
末

実
績

〕 
 

認
定

農
業

者
：５

６経
営

体
 

概
ね

年
間

所
得

４
５

０万
円

、
年

間
労

働
時

間
２

０
０

０時
間

 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

７
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
認

定
農

業
者

の
認

定
基

準
 

調
整

の
方

針
 

国
の

制
度

見
直

し
を

受
け

、
新

市
の

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

基
本

構
想

の
策

定
に

併
せ

て
、新

た
な

認
定

基
準

を
定

め
る

。
  

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

[認
定

基
準

] 
年

間
所

得
 

４
０

０万
円

程
度

 
年

間
労

働
時

間
 

２
，

０
０

０時
間

 
[認

定
審

査
] 

出
雲

農
林

振
興

セ
ン

タ
ー

・・
・農

業
振

興
課

長
・地

域
指

導
課

 
長

 
い

ず
も

農
業

協
同

組
合

・・
・ 

多
伎

中
央

支
店

長
 

担
当

地
域

農
業

委
員

 
町

・・
・ 

 
産

業
振

興
課

長
 

事
務

局
担

当
・・

・農
業

技
術

員
 

〔農
業

経
営

の
基

本
指

標
〕 

年
間

所
得

  
  

概
ね

４
５

０万
円

 
年

間
労

働
時

間
  

２
，０

０
０時

間
 

[認
定

基
準

] 
５

年
後

の
目

標
と

し
て

 
 

年
間

所
得

  
  

５
０

０万
円

程
度

 
 

年
間

労
働

時
間

 
２

０
０

０時
間

程
度

 
 [目

標
人

数
] 

平
成

１
６年

度
 

７
０人

  
 

現
在

 ６
６人

 
  

  
  

  
  

  
  

う
ち

女
性

 １
３人

 

現
在

、
国

で
は

認
定

農
業

者
制

度
の

見
直

し
が

行
わ

れ
て

お
り

、改
正

後
の

制
度

内
容

が
い

つ
頃

市
町

村
に

示
さ

れ
る

の
か

、
分

か
ら

な
い

状
況

で
あ

る
。

 
地

理
的

条
件

等
に

よ
り

、
多

く
の

専
業

農
家

の
育

成
が

困
難

な
自

治
体

も
あ

り、
集

落
組

織
等

の
育

成
が

不
可

欠
で

あ
る

。
 

 国
の

制
度

見
直

し
を

受
け

、
新

市
の

農
業

経
営

基
盤

強
化

促
進

基
本

構
想

の
策

定
に

併
せ

て
、

新
た

な
認

定
基

準
を

定
め

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

８
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
法

人
・集

落
営

農
組

織
の

育
成

・支
援

 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

農
業

法
人

・集
落

営
農

の
育

成
・支

援
体

制
を

再
編

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

経
営

改
善

計
画

を
作

成
し

、
組

織
整

備
や

農
地

集
積

等
に

よ
り

経
営

の
効

率
化

を
図

る
集

落
営

農
を

担
い

手
と

し
て

位
置

づ
け

て
お

り
、

特
に

一
集

落
一

農
場

一
経

営
の

協
業

型
集

落
営

農
を

推
進

す
る

方
針

 
 

Ｈ
14

年
度

末
実

績
：１

３営
農

組
合

（協
業

型
２

組
合

） 

集
落

営
農

組
織

の
育

成
を

目
的

に
、

計
画

策
定

及
び

実
践

活
動

に
対

し
助

成
を

行
っ

て
い

る
。 

 対
象

と
な

る
集

落
営

農
組

織
 

対
象

集
落

農
家

戸
数

の
２

／
３

以
上

を
構

成
員

と
し

、
２

ヵ
年

分
の

集
落

農
業

経
営

計
画

の
策

定
及

び
実

践
を

行
い

、
助

成
対

象
作

物
  

の
新

た
な

団
地

形
成

（１
作

目
１

ｈ
ａ以

上
の

連
担

）を
行

う
も

の
 

助
成

額
 

計
画

策
定

費
  

５
０千

円
 

実
践

活
動

助
成

費
 

  
 

１
ｈａ

以
上

３
ｈａ

未
満

  
７

０千
円

 
  

 
３

ｈａ
以

上
５

ｈａ
未

満
 

１
０

０千
円

 
  

 
５

ｈａ
以

上
  

  
  

 
１

５
０千

円
 

〔集
落

営
農

組
織

の
状

況
〕 

平
成

14
年

度
末

 
 

営
農

組
合

数
：２

８組
織

 
  

  
法

人
経

営
体

・・
・１

組
織

 
  

  
協

業
経

営
型

・・
・１

５組
織

 
  

  
作

業
受

託
型

・・
・６

組
織

 
  

  
共

同
作

業
型

・・
・６

組
織

 
〔集

落
営

農
の

支
援

体
制

〕 
町

農
林

振
興

課
、

Ｊ
Ａ農

業
振

興
課

が
窓

口
と

な
り

、集
落

営
農

組
織

の
立

ち
上

げ
に

伴
う

研
修

会
・集

落
座

談
会

等
の

開
催

、
経

営
改

善
計

画
の

策
定

な
ど

全
面

的
な

支
援

を
行

う
。

 
国

の
米

政
策

の
見

直
し

に
伴

う
、

経
営

体
の

ス
テ

ッ
プ

ア
ッ

プ
（法

人
化

等
）に

つ
い

て
は

、
出

雲
農

林
振

興
セ

ン
タ

ー
普

及
部

と
町

・Ｊ
Ａに

よ
る

集
落

営
農

法
人

化
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

を
結

成
し

、
支

援
体

制
の

強
化

を
図

っ
て

い
る

。 
〔集

落
営

農
協

議
会

〕 
名

  
称

：斐
川

町
集

落
営

農
組

合
連

絡
協

議
会

 
設

立
時

期
：平

成
７

年
３

月
 

構
成

組
織

：集
落

営
農

組
合

28
組

織
 

事
業

内
容

：研
修

事
業

（オ
ペ

レ
ー

タ
ー

・先
進

地
・財

務
他

） 
  

  
 

  
 

営
農

組
合

の
推

進
に

関
す

る
こ

と
 

〔集
落

営
農

助
成

金
〕 

名
  

称
：集

落
営

農
育

成
対

策
補

助
金

 
助

成
期

間
：集

落
営

農
設

立
時

か
ら

２
年

間
 

補
助

金
 

：1
0

万
円

／
年

（町
1/

2、
Ｊ

Ａ1
/2

） 
〔農

業
農

人
の

状
況

〕 
有

限
会

社
：１

組
織

 
農

事
組

合
法

人
：１

組
織

（集
落

営
農

型
） 

該
当

な
し

 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

８
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（農

林
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
農

業
法

人
・集

落
営

農
組

織
の

育
成

・支
援

 

調
整

の
方

針
 

新
市

に
お

い
て

農
業

法
人

・集
落

営
農

の
育

成
・支

援
体

制
を

再
編

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

法
人

な
し

 
農

地
が

狭
く、

協
業

化
、

法
人

化
は

困
難

な
た

め
、

町
単

で
支

援
予

定
 

既
存

集
落

営
農

組
織

,中
核

的
担

い
手

機
械

導
入

助
成

。 
補

助
率

 4
/1

0 
 作

業
受

託
型

組
織

  
 

３ 
機

械
共

同
利

用
型

組
織

 １
 

 調
整

上
の

課
題

 
認

定
農

業
者

３
人

、
集

落
営

農
４

組
織

が
あ

る
が

、熟
度

に
か

な
り

の
差

が
あ

る
｡ 

町
と

し
て

は
、

こ
れ

ら
を

担
い

手
と

し
て

位
置

付
け

て
い

る
が

、
大

き
い

自
治

体
に

な
っ

た
場

合
同

じ
よ

う
な

支
援

が
、

続
け

ら
れ

る
か

疑
問

で
あ

る
｡形

は
か

わ
っ

て
も

何
ら

か
の

支
援

を
す

る
施

策
は

必
要

で
あ

る
｡ 

 
  

 中
山

間
地

の
農

地
の

貸
借

の
あ

り
方

に
つ

い
て

、地
主

・小
作

が
一

体
と

な
り農

用
地

を
守

り
、

担
い

手
の

農
地

管
理

負
担

を
軽

く
す

る
等

の
、

新
た

な
観

点
で

の
役

割
分

担
の

検
討

が
必

要
で

あ
る

。 

該
当

な
し

 
[集

落
営

農
の

状
況

] 
 

水
稲

経
営

 
 

  
協

業
経

営
型

 
１ 

  
作

業
受

託
型

 
４ 

  
共

同
作

業
型

 
０ 

 
 

 
法

人
組

織
は

な
い

。
 

  
県

が
ん

ば
る

事
業

で
支

援
 

 [農
業

法
人

の
状

況
] 

 
ぶ

ど
う

＋
水

稲
経

営
で

１
法

人
あ

り
。

 
  

県
が

ん
ば

る
事

業
で

大
型

機
械

の
購

入
費

を
助

成
 

現
在

、
国

で
は

支
援

す
べ

き
担

い
手

の
見

直
し

が
行

わ
れ

て
お

り
、改

正
内

容
を

見
て

育
成

・支
援

策
等

を
講

じ
る

。 
 新

市
に

お
い

て
農

業
法

人
・集

落
営

農
の

育
成

・支
援

体
制

を
再

編
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
、

栽
培

漁
業

部
会

 

調
整

の
方

針
 

栽
培

漁
業

地
域

展
開

事
業

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り新

市
に

引
継

ぎ
、

東
西

の
２

つ
の

栽
培

漁
業

部
会

の
取

扱
い

は
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
【栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
】 

出
雲

東
部

地
域

栽
培

漁
業

部
会

に
所

属
し

、マ
ダ

イ
・ヒ

ラ
メ

の
放

流
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。 
  

該
当

な
し

  
 

該
当

な
し

 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
 

 
 

【出
雲

東
部

地
域

栽
培

漁
業

部
会

】 
 概

 要
  

  
栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
（国

庫
補

助
事

業
）に

よ
る

中
間

育
成

放
流

事
業

を
島

根
県

栽
培

漁
業

部
会

（事
務

局
：島

根
県

水
産

振
興

協
会

）
が

行
っ

て
お

り
、

そ
の

下
部

組
織

と
し

て
構

成
さ

れ
て

い
る

隠
岐

、
出

雲
、

石
見

部
の

各
６

部
会

の
中

の
一

つ
 

構
 成

  
  

平
田

市
、

島
根

町
、鹿

島
町

、松
江

市
、美

保
関

町
の

２
市

３町
及

び
漁

協
で

構
成

 
事

務
局

  
  

松
江

市
 

負
担

割
合

  
漁

獲
高

、
組

合
員

数
等

に
応

じ
て

負
担

し
て

い
る

 
負

担
額

  
 

 事
業

費
、国

県
補

助
金

の
額

に
よ

っ
て

変
動

す
る

。 

【出
雲

西
部

地
域

栽
培

漁
業

部
会

】 
 概

 要
  

  
栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
（国

庫
補

助
事

業
）に

よ
る

中
間

育
成

放
流

事
業

を
島

根
県

栽
培

漁
業

部
会

（事
務

局
：島

根
県

水
産

振
興

協
会

）が
行

っ
て

お
り

、そ
の

下
部

組
織

と
し

て
構

成
さ

れ
て

い
る

隠
岐

、出
雲

、
石

見
部

の
各

６
部

会
の

中
の

一
つ

 
構

 成
  

  
多

伎
町

・湖
陵

町
・大

社
町

の
３

町
及

び
３漁

協
で

構
成

 
事

務
局

  
  

大
社

町
 

負
担

割
合

  
漁

獲
高

、組
合

員
数

等
に

応
じ

て
負

担
い

る
 

負
担

額
  

 
 

事
業

費
、

国
県

補
助

金
の

額
に

よ
っ

て
変

動
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

１
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
、

栽
培

漁
業

部
会

 

調
整

の
方

針
 

栽
培

漁
業

地
域

展
開

事
業

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
と

お
り新

市
に

引
継

ぎ
、

東
西

の
２

つ
の

栽
培

漁
業

部
会

の
取

扱
い

は
、

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

【栽
培

漁
業

地
域

展
開

事
業

】 
出

雲
西

部
地

域
栽

培
漁

業
部

会
に

所
属

し
、

ヒ
ラ

メ
・マ

ダ
イ

の
中

間
育

成
・放

流
事

業
を

実
施

し
、

負
担

金
を

支
出

し
て

い
る

。
（漁

家
負

担
な

し
） 

負
担

金
は

、
出

雲
西

部
地

域
栽

培
漁

業
部

会
で

決
定

す
る

。
 

  

【栽
培

漁
業

地
域

展
開

事
業

】 
出

雲
西

部
地

域
栽

培
漁

業
部

会
に

所
属

し
、

ヒ
ラ

メ
・マ

ダ
イ

の
中

間
育

成
・放

流
事

業
を

実
施

し
、

負
担

金
を

支
出

し
て

い
る

。 
魚

種
・尾

数
：各

２
０，

０
０

０尾
 

負
担

金
額

：町
-６

１
８千

円
、

漁
協

の
負

担
あ

り
 

  

【栽
培

漁
業

地
域

展
開

事
業

】 
出

雲
西

部
地

域
栽

培
漁

業
部

会
所

属
し

、
ヒ

ラ
メ

・マ
ダ

イ
の

中
間

育
成

・放
流

事
業

を
実

施
し

て
い

る
。

 
  

●
事

業
内

容
 

・中
間

育
成

事
業

 
  

（ヒ
ラ

メ）
 

宇
竜

の
陸

上
中

間
育

成
施

設
で

行
っ

て
い

る
。

地
元

住
民

を
雇

用
し

、
育

成
管

理
を

し
て

い
る

が
、

主
体

は
事

務
局

で
あ

る
。 

  
（マ

ダ
イ

） 
宇

竜
・日

御
碕

・小
田

東
の

港
内

の
海

面
イ

ケ
ス

で
行

っ
て

い
る

。
湖

陵
町

に
は

、
イ

ケ
ス

設
置

に
適

し
た

場
所

が
な

い
た

め
、

宇
竜

に
お

い
て

湖
陵

町
分

も
育

成
し

て
い

る
。 

海
上

作
業

で
あ

る
た

め
、

宇
竜

・日
御

碕
で

は
、

水
産

研
究

会
に

、
多

伎
町

で
は

、
多

伎
町

漁
協

青
年

部
に

育
成

管
理

を
委

託
し

て
い

る
。

 
・放

流
事

業
 

放
流

数
は

、
負

担
割

合
に

応
じ

て
各

町
に

分
配

し
、

各
海

域
に

お
い

て
放

流
し

て
い

る
。 

●
事

業
費

  
 

事
業

費
は

各
部

会
の

事
業

費
を

ま
と

め
て

島
根

県
栽

培
漁

業
部

会
が

予
算

化
し

、
補

助
金

、
負

担
金

を
ま

と
め

て
各

部
会

に
配

分
さ

れ
る

。 
●

負
担

金
  

  
事

業
費

、国
県

補
助

金
の

額
に

よ
っ

て
変

動
す

る
。 

●
負

担
割

合
 

漁
獲

高
、組

合
員

数
等

に
応

じ
て

負
担

す
る

。
 

種
苗

放
流

は
、

漁
協

が
独

自
に

行
っ

て
い

る
事

業
と

、
市

町
と

漁
協

が
共

同
で

実
施

す
る

栽
培

漁
業

部
会

の
事

業
が

あ
る

。 
多

伎
・湖

陵
・大

社
で

構
成

す
る

出
雲

西
部

地
域

栽
培

漁
業

部
会

の
事

務
局

は
大

社
町

で
あ

り
、

施
設

の
整

備
の

一
部

は
町

で
行

っ
て

い
る

。 
平

田
市

は
、

出
雲

東
部

栽
培

漁
業

部
会

に
属

し
て

い
る

た
め

、
栽

培
漁

業
部

会
の

今
後

の
あ

り
方

に
つ

い
て

は
、

上
部

組
織

の
島

根
県

栽
培

漁
業

部
会

と
の

調
整

が
必

要
で

あ
る

。 
 栽

培
漁

業
地

域
展

開
事

業
に

つ
い

て
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

継
ぎ

、
東

西
の

２
つ

の
栽

培
漁

業
部

会
の

取
扱

い
は

、新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。
 

漁
業

部
会

に
つ

い
て

 
  

新
市

に
お

い
て

検
討

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

２
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
資

源
維

持
・回

復
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
【市

単
独

 
増

養
殖

事
業

】 
●

１
３年

度
か

ら
は

、
魚

価
が

高
く

、
地

域
特

産
で

あ
る

「ア
カ

ア
マ

ダ
イ

」の
種

苗
生

産
試

験
活

動
を

実
施

し
て

い
る

。
 

●
平

田
市

漁
協

が
実

施
す

る
ア

ワ
ビ

１
万

個
の

放
流

事
業

を
支

援
し

て
い

る
。 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔増
養

殖
事

業
〕 

稚
貝

・種
苗

等
の

購
入

費
、

放
流

効
果

調
査

費
用

が
対

象
 

補
助

率
  

１
０/

１
０ 

 
限

度
額

  
３

０
０万

円
 

事
業

費
  

ア
カ

ア
マ

ダ
イ

  
２

２
５万

円
 

ア
ワ

ビ
  

  
  

１
０

８万
円

 
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
 

 
 

【平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
】 

 平
成

１
１年

７
月

策
定

 
平

田
市

に
お

け
る

今
後

の
漁

業
・漁

村
へ

の
公

共
投

資
を

計
画

的
か

つ
効

率
的

に
実

施
す

る
た

め
の

指
針

と
な

る
も

の
 

〔概
要

〕 
第

１
章

「漁
業

・漁
村

の
現

状
と

そ
の

評
価

」、
第

２
章

「基
本

計
画

」、
第

３
章

「漁
村

振
興

緊
急

特
別

対
策

事
業

」の
３

部
構

成
と

な
っ

て
い

る
。 

第
２

章
「基

本
計

画
」に

お
い

て
は

、
「ひ

と
を

育
む

」
、

「さ
か

な
を

育
む

」
、

「む
ら

（集
落

）を
育

む
」を

最
重

点
施

策
課

題
と

し
て

掲
げ

、国
庫

補
助

事
業

な
ど

の
長

期
計

画
の

他
に

、
近

年
の

漁
業

者
の

高
齢

化
や

後
継

者
不

足
の

事
態

に
対

応
す

る
た

め
、

市
独

自
の

き
め

細
か

な
緊

急
特

別
対

策
事

業
の

実
施

の
必

要
性

が
謳

わ
れ

て
い

る
。「

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
」は

、
漁

業
者

所
得

向
上

特
別

対
策

事
業

、
漁

業
経

営
負

担
軽

減
化

特
別

対
策

事
業

、
漁

港
・漁

村
維

持
活

性
化

特
別

対
策

事
業

で
構

成
さ

れ
、そ

れ
ぞ

れ
に

具
体

的
事

業
が

掲
げ

ら
れ

て
い

る
。

 
第

３
章

で
は

、
新

た
な

事
業

推
進

体
制

と
し

て
、

「漁
村

振
興

緊
急

特
別

対
策

会
議

」を
、

市
、

漁
協

、
水

産
研

究
グ

ル
ー

プ
及

び
生

産
団

体
等

の
代

表
で

組
織

し
、

各
漁

業
者

や
生

産
グ

ル
ー

プ
等

か
ら

の
企

画
発

案
を

認
定

し
、

助
成

を
行

う
体

制
作

り
と

、
助

成
に

必
要

な
事

業
費

に
つ

い
て

、
市

と
漁

協
が

そ
れ

ぞ
れ

資
金

を
出

し
合

い
事

業
費

を
造

成
す

る
こ

と
が

謳
わ

れ
て

い
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

２
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
資

源
維

持
・回

復
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

【町
単

独
放

流
事

業
】 

●
ア

ワ
ビ

の
試

験
養

殖
を

実
施

し
て

い
る

多
伎

町
漁

協
田

儀
水

産
研

究
会

へ
の

支
援

を
し

て
い

る
。

 
 

（ア
ワ

ビ
の

稚
貝

及
び

養
殖

施
設

費
等

） 
補

助
率

は
～

９
／

１
０ 

・稚
貝

代
に

つ
い

て
は

、
１

０，
０

０
０個

 
１

０
８円

／
個

 
 

１
．

０
５ 

１
／

２
（補

助
率

）＝
５

６
７，

０
０

０円
 

を
毎

年
補

助
し

て
い

る
。 

・施
設

整
備

の
た

め
の

材
料

代
（ロ

ー
プ

等
）の

約
９

０％
を

補
助

す
る

年
も

あ
る

。
 

●
ウ

ニ
１

０万
個

（平
成

元
年

か
ら

）と
ア

ワ
ビ

１
万

個
（平

成
２

年
か

ら
）を

毎
年

放
流

 
（事

業
主

体
で

あ
る

漁
協

に
補

助
金

１
／

２
を

支
出

） 
・ウ

ニ
 

１
０

０，
０

０
０個

 
１

０円
／

個
 

１
．０

５ 
１

／
２

 
＝

５
２

５，
０

０
０円

 
ア

ワ
ビ

 
１０

，
０

０
０個

 
１

０
８円

／
個

 
１

．
０

５ 
１

／
２

 
＝

５
６

７，
０

０
０円

 
の

計
１

，０
９

２千
円

を
補

助
し

て
い

る
。 

 

該
当

な
し

 
 

該
当

な
し

 
種

苗
放

流
は

、
漁

協
が

独
自

に
行

っ
て

い
る

事
業

と
、

市
町

と
漁

協
が

共
同

で
実

施
す

る
栽

培
漁

業
部

会
の

事
業

が
あ

る
。 

平
田

市
と

多
伎

町
が

、
単

独
放

流
事

業
を

行
っ

て
い

る
。 

ま
た

、
平

田
市

以
外

の
市

町
は

漁
港

及
び

漁
村

の
数

が
少

な
く、

基
本

計
画

的
な

も
の

が
無

い
た

め
、

合
併

時
に

漁
業

振
興

の
基

本
計

画
を

作
成

し
て

事
業

計
画

を
再

編
す

る
必

要
が

あ
る

。 
 当

面
は

、
現

行
の

通
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、
平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
の

担
い

手
育

成
・後

継
者

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
定

住
財

団
の

支
援

に
加

え
、

資
格

取
得

や
機

材
の

購
入

に
つ

い
て

、
市

単
独

補
助

事
業

に
よ

り
支

援
し

て
い

る
。 

 ●
平

田
市

漁
村

振
興

緊
急

特
別

対
策

事
業

 
〔漁

業
者

育
成

事
業

〕 
  

 
操

業
規

模
拡

大
ま

た
は

就
業

の
た

め
に

必
要

な
機

械
・機

器
購

入
経

費
及

び
資

格
取

得
経

費
が

対
象

 
補

助
率

  
２

／
１０

 
限

度
額

  
５

０万
円

 
  

 
利

用
者

  
 

１
人

 
 〔定

住
促

進
事

業
〕 

労
働

者
の

受
入

に
必

要
な

設
備

費
等

が
対

象
 

受
入

支
度

金
  

２
０万

円
 

  
 

利
用

者
  

  
  

２
人

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

３
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
の

担
い

手
育

成
・後

継
者

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

漁
協

か
ら

要
望

が
あ

れ
ば

そ
の

都
度

、
支

援
方

法
等

を
検

討
し

て
い

る
。 

（県
単

：新
規

漁
業

就
業

者
自

立
支

援
事

業
 

等
） 

十
間

川
水

系
船

舶
（遊

漁
船

）愛
好

者
グ

ル
ー

プ
組

織
の

育
成

支
援

指
導

と
退

職
者

等
か

ら
後

継
者

へ
転

換
を

図
る

。 
準

組
合

員
に

５
人

加
入

 

漁
協

か
ら

要
望

が
あ

れ
ば

そ
の

都
度

、
支

援
方

法
等

を
検

討
し

て
い

る
。 

（県
単

：新
規

漁
業

就
業

者
自

立
支

援
事

業
 

等
） 

平
田

市
は

、
基

本
計

画
を

基
に

ソ
フ

ト事
業

等
を

行
っ

て
い

る
が

、
他

市
町

で
は

、
漁

村
の

占
め

る
割

合
が

小
さ

い
た

め
総

合
計

画
的

な
も

の
も

無
く、

ソ
フ

ト面
で

の
支

援
は

ほ
と

ん
ど

行
わ

れ
て

い
な

い
。 

こ
の

た
め

、
当

面
は

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

統
一

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

４
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
ブ

ラ
ン

ド
づ

く
り

等
魚

価
向

上
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
現

在
漁

協
と

と
も

に
、

出
荷

調
整

に
よ

る
魚

価
向

上
策

を
検

討
中

。
 

ま
た

、
今

後
の

施
設

整
備

を
検

討
中

。 
（平

成
１

５年
度

よ
り

一
部

実
施

予
定

） 
 ●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔ブ
ラ

ン
ド

商
品

開
発

支
援

事
業

〕 
  

 
商

標
登

録
や

ス
テ

ッ
カ

ー
の

作
成

、
特

産
品

開
発

が
対

象
 

補
助

率
  

  
５

／
１

０ 
限

度
額

  
１

０
０万

円
 

１５
年

度
事

業
費

  
 

１
０

０万
円

予
定

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

４
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
ブ

ラ
ン

ド
づ

く
り

等
魚

価
向

上
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

平
成

１
４年

度
に

殺
菌

冷
海

水
製

造
貯

水
装

置
を

整
備

し
た

。
（事

業
主

体
：漁

協
）殺

菌
冷

海
水

の
効

果
を

一
般

消
費

者
に

Ｐ
Ｒ

す
る

。
 

平
成

１
４

年
度

：活
魚

施
設

設
置

(事
業

主
体

：漁
協

、
町

単
独

補
助

） 事
業

費
７

５
３万

円
 

（町
１

／
２

補
助

） 
平

成
１

５
年

度
：殺

菌
冷

海
水

施
設

要
望

中
（事

業
主

体
：漁

協
、

沿
構

事
業

） 
以

上
の

施
設

活
用

で
高

級
魚

を
漁

協
合

併
後

に
お

い
て

も
統

合
予

定
の

卸
売

市
場

で
の

扱
い

を
め

ざ
し

魚
価

向
上

を
図

る
。 

大
社

町
水

産
研

究
協

議
会

で
、

生
き

〆
め

等
に

よ
る

鮮
度

向
上

方
法

の
研

究
を

行
っ

て
い

る
。 

平
成

１
５年

度
殺

菌
冷

却
海

水
製

造
貯

水
装

置
を

整
備

す
る

。
（事

業
主

体
：漁

協
） 

平
田

市
以

外
の

市
町

は
漁

港
及

び
漁

村
の

数
が

少
な

く
、基

本
計

画
的

な
も

の
が

無
い

た
め

、
ソ

フ
ト

面
で

の
支

援
は

ほ
と

ん
ど

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 
合

併
後

に
漁

業
振

興
の

基
本

計
画

を
作

成
し

、
事

業
計

画
を

再
編

す
る

必
要

が
あ

る
．

 
 当

面
は

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、
平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

５
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
魚

食
の

普
及

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
１

５年
度

よ
り

漁
協

と
と

も
に

、教
室

開
催

等
実

施
予

定
。

 
 ●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔イ
ベ

ン
ト

交
流

支
援

事
業

〕 
 

朝
市

や
特

産
市

当
の

開
催

経
費

補
助

 
 

補
助

率
  

５
／

１
０ 

 
限

度
額

  
１

０
０万

円
 

  
 

事
業

費
  

５０
万

円
予

定
 

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

５
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
魚

食
の

普
及

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

該
当

な
し

 
平

田
市

以
外

の
市

町
は

漁
港

及
び

漁
村

数
が

少
な

く、
基

本
計

画
的

な
も

の
が

無
い

た
め

、
合

併
時

に
漁

業
の

基
本

計
画

を
作

成
し

、
事

業
計

画
を

再
編

す
る

必
要

が
あ

る
。 

 当
面

現
行

の
と

お
り新

市
に

引
き

継
ぎ

、地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
、

新
市

に
お

い
て

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

な
基

本
計

画
を

策
定

し
事

業
を

統
一

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

６
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

村
環

境
・活

性
化

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
活

力
あ

る
漁

村
地

域
の

形
成

の
た

め
の

自
発

的
取

り
組

み
に

つ
い

て
、

市
単

独
補

助
事

業
に

よ
り

支
援

し
て

い
る

。 
 ●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔イ
ベ

ン
ト

交
流

支
援

事
業

〕 
朝

市
の

開
催

及
び

児
童

遊
具

等
軽

微
な

公
園

施
設

整
備

補
助

す
る

。 
補

助
率

  
 

５
／

１
０ 

限
度

額
  

１
０

０万
円

 
事

業
費

  
朝

市
  

２箇
所

  
１

０
０万

円
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
 

 
 

第6回協議会資料-85-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

６
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

村
環

境
・活

性
化

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

該
当

な
し

 
平

田
市

以
外

の
市

町
は

漁
港

及
び

漁
村

の
数

が
少

な
く

、基
本

計
画

的
な

も
の

が
無

い
た

め
、

合
併

時
に

漁
業

振
興

の
基

本
計

画
を

作
成

し
て

事
業

計
画

を
再

編
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

 当
面

は
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、地

域
特

性
を

顧
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
、

新
市

に
お

い
て

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

な
基

本
計

画
を

策
定

し
事

業
を

統
一

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

７
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
魚

場
環

境
改

善
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
漁

場
環

境
対

策
と

し
て

､漁
場

及
び

海
底

清
掃

等
の

実
施

に
つ

い
て

、
市

単
独

事
業

に
よ

り
支

援
し

て
い

る
。

 
 ●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔漁
場

環
境

改
善

事
業

〕 
  

根
掛

か
り

網
等

の
除

去
活

動
が

対
象

 
補

助
率

  
１

０／
１

０ 
た

だ
し、

庸
船

料
補

助
は

、
1

万
円

/隻
及

び
道

具
代

 
限

度
額

  
５

０万
円

 
事

業
費

  
８

０万
円

 
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

７
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
魚

場
環

境
改

善
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

該
当

な
し

 
 地

元
ス

キ
ュ

ー
バ

ダ
イ

ビ
ン

グ
愛

好
者

が
、

海
底

清
掃

を
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
で

毎
年

行
な

っ
て

い
る。

 

平
田

市
以

外
の

市
町

は
漁

港
及

び
漁

村
の

数
が

少
な

く
、基

本
計

画
的

な
も

の
が

無
い

た
め

、
合

併
時

に
漁

業
振

興
の

基
本

計
画

を
作

成
し

て
事

業
計

画
を

再
編

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 当

面
、

現
行

の
通

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

９
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

具
開

発
等

省
力

化
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
延

縄
漁

具
開

発
に

よ
る

省
力

化
対

策
を

実
施

し
て

い
る

。 
ア

カ
ア

マ
ダ

イ
の

種
苗

生
産

を
通

し
、

生
態

等
を

研
究

し
な

が
ら

漁
具

等
の

開
発

を
行

い
、

省
力

化
を

図
る

。
 

 ●
平

田
市

漁
村

振
興

緊
急

特
別

対
策

事
業

 
〔漁

業
・漁

村
研

究
グ

ル
ー

プ
育

成
事

業
〕 

漁
具

の
開

発
・研

究
調

査
や

陸
上

養
殖

施
設

の
調

査
・

整
備

事
業

が
対

象
 

補
助

率
  

５
／

１
０ 

限
度

額
  

３
０

０万
円

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 
農

林
水

産
分

科
会

 
№

９
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

具
開

発
等

省
力

化
対

策
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
 漁

協
か

ら
要

望
が

あ
れ

ば
、

補
助

の
検

討
を

す
る

。
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

 大
社

町
水

産
研

究
協

議
会

が
、

一
本

釣
の

疑
似

餌
等

の
漁

具
改

良
の

研
究

を
し

て
い

る。
 

 

平
田

市
以

外
の

市
町

は
漁

港
及

び
漁

村
の

数
が

少
な

く
、基

本
計

画
的

な
も

の
が

無
い

た
め

、
ソ

フ
ト

面
で

の
支

援
は

ほ
と

ん
ど

行
わ

れ
て

い
な

い
。

 
合

併
後

に
漁

業
振

興
の

基
本

計
画

を
作

成
し

、
事

業
計

画
を

再
編

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 当

面
は

、
現

行
の

通
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、
平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
０－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
採

藻
漁

業
・藻

場
造

成
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
環

境
対

策
と

し
て

の
藻

場
再

生
を

睨
み

、
若

芽
等

の
商

品
開

発
と

海
苔

類
等

の
増

養
殖

試
験

開
発

を
平

田
市

漁
協

と
と

も
に

実
施

し
て

い
る

。 
近

年
の

磯
や

け
等

環
境

悪
化

な
ど

を
改

善
す

る
た

め
、

海
中

へ
の

人
口

植
林

の
必

要
性

が
年

々
増

加
。

一
方

、
若

芽
生

産
者

は
、

高
齢

化
や

所
得

等
の

免
か

ら
年

々
減

少
傾

向
に

あ
る

。
こ

れ
ら

を
打

開
す

る
た

め
、

単
に

行
政

支
出

の
み

で
環

境
対

策
を

図
る

の
で

は
な

く、
資

源
の

有
効

利
用

に
よ

る
所

得
対

策
を

絡
め

な
が

ら
、

本
事

業
を

実
施

し
て

い
る

。 
 ●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

〔増
養

殖
事

業
〕 

補
助

率
  

１
０／

１
０ 

限
度

額
  

３
０

０万
円

 
 １

４年
度

事
業

費
  

１
０

０万
円

 
１

５年
度

事
業

費
  

１
０

０万
円

予
定

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
０－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
採

藻
漁

業
・藻

場
造

成
事

業
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

該
当

な
し

 
 漁

協
か

ら
要

望
が

あ
れ

ば
、

漁
業

経
営

構
造

改
善

事
業

（国
庫

補
助

事
業

）の
メ

ニ
ュ

ー
の

中
に

あ
る

の
り

島
整

備
で

実
施

を
検

討
す

る
。 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

平
田

市
以

外
の

市
町

は
漁

港
及

び
漁

村
の

数
が

少
な

く
、基

本
計

画
的

な
も

の
が

無
い

た
め

、
合

併
時

に
漁

業
振

興
の

基
本

計
画

を
作

成
し

て
事

業
計

画
を

再
編

す
る

必
要

が
あ

る
。

 
 当

面
現

行
の

と
お

り新
市

に
引

き
継

ぎ
、地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
、

新
市

に
お

い
て

も
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、事
業

を
統

一
す

る
。 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
６―

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
市

町
単

独
補

助
制

度
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
漁

家
所

得
の

向
上

対
策

と
し

て
、

漁
業

者
が

行
う

事
業

に
対

し
、

ま
た

は
、

漁
業

者
が

行
う

機
械

設
備

等
の

購
入

に
対

し
、

漁
協

と
と

も
に

補
助

事
業

を
創

設
し

、
補

助
を

実
施

し
て

い
る

。
 

 
●

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
 

  
 

事
業

年
度

 
Ｈ

１
１～

Ｈ
１

５ 
  

 
平

田
市

：漁
協

=８
：２

の
割

合
で

補
助

金
を

出
し

合
い

、補
助

事
業

を
創

設
・展

開
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
６－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
市

町
単

独
補

助
制

度
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

、
地

域
特

性
を

考
慮

し
つ

つ
、

平
田

市
漁

村
振

興
基

本
計

画
を

参
考

に
新

た
な

基
本

計
画

を
策

定
し

、
事

業
を

統
一

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

●
資

源
維

持
・回

復
事

業
と

し
て

、
ウ

ニ
、ア

ワ
ビ

の
放

流
事

業
 

●
そ

の
他

、
漁

協
等

か
ら

要
望

が
あ

れ
ば

、
そ

の
都

度
検

討
 

●
河

口
浚

渫
工

事
 

事
業

の
内

容
 

差
海

川
河

口
の

漁
港

付
近

の
航

路
を

確
保

す
る

た
め

、
定

期
的

に
堆

積
砂

を
浚

渫
す

る
。 

 
事

業
費

 
 ５

，
０

０
０千

円
～

６
，

０
０

０千
円

／
年

間
 

  
出

雲
土

木
建

築
事

務
所

へ
河

川
法

第
２

７条
第

１
項

申
請

 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
を

財
源

と
し

て
、

漁
業

者
か

ら
の

要
望

に
基

づ
き

、
そ

の
都

度
、

事
業

内
容

を
勘

案
し

、
補

助
率

・補
助

金
額

を
検

討
し

補
助

し
て

い
る

。
 

合
併

後
の

市
に

お
い

て
、

現
在

各
市

町
で

実
施

し
て

い
る

単
独

事
業

を
ど

の
よ

う
な

形
で

継
続

し
て

い
く

の
か

と
い

う課
題

が
あ

る
。 

 現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

地
域

特
性

を
考

慮
し

つ
つ

、
平

田
市

漁
村

振
興

基
本

計
画

を
参

考
に

、
新

市
に

お
い

て
も

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

な
基

本
計

画
を

策
定

し
事

業
を

統
一

す
る

。
 

 
湖

陵
町

補
助

金
等

交
付

規
則

 
大

社
町

補
助

金
等

交
付

規
則

 
大

社
町

漁
業

振
興

基
金

条
例

 
大

社
町

漁
業

振
興

基
金

運
用

規
則

 
大

社
町

漁
業

振
興

基
金

補
助

金
交

付
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
６－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
市

町
単

独
補

助
制

度
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

 【平
田

市
漁

村
振

興
緊

急
特

別
対

策
事

業
】 

 １
．所

得
向

上
特

別
対

策
事

業
 

補
助

率
 

事
業

の
種

類
 

事
業

内
容

 
補

助
対

象
経

費
 

限
度

額
 

摘
要

 

フ
レ

ッ
シ

ュ
ビ

ジ
ネ

ス
起

業
化

支
援

事
業

 
○

漁
業

と
観

光
を

結
び

つ
け

た
フ

ィ
ッ

シ
ン

グ
ビ

ジ
ネ

ス
事

業
の

展
開

 
○

地
域

資
源

の
見

直
し

や
活

用
に

よ
り

、
新

規
ビ

ジ
ネ

ス
の

起
業

化
に

取
り

組
み

所
得

向
上

が
期

待
で

き
る

事
業

 

会
議

費
、雇

用
費

(パ
ー

ト
賃

金
)、

チ
ラ

シ
印

刷
費

、
視

察
旅

費
、

広
告

看
板

、
専

用
仮

設
電

話
及

び
フ

ァ
ッ

ク
ス

設
置

等
 

５／
１

０ 
２

０
０万

円
 

・観
光

漁
業

 
・ダ

イ
ビ

ン
グ

ス
ポ

ッ
ト開

発
 

・観
光

釣
り場

開
発

等
 

漁
業

・漁
村

研
究

グ
ル

ー
プ

育
成

事
業

 
○

漁
具

の
開

発
研

究
調

査
及

び
試

作
作

業
 

○
陸

上
養

殖
施

設
又

は
蓄

養
施

設
の

た
め

の
調

査
及

び
計

画
策

定
、施

設
整

備
事

業
 

○
ア

マ
ダ

イ
の

延
縄

繰
り

作
業

の
共

同
機

械
化

開
発

事
業

 
○

そ
の

他
会

長
が

認
め

た
も

の
 

会
議

費
、

視
察

旅
費

、
計

画
策

定
事

業
費

、施
設

基
本

設
計

委
託

費
、機

械
製

作
・購

入
費

、
施

設
整

備
費

 

５／
１

０ 
３

０
０万

円
 

水
産

研
究

会
、

各
種

生
産

組
合

及
び

団
体

の
登

録
及

び
研

究
計

画
書

若
し

く
は

施
設

整
備

計
画

書
当

の
提

出
が

必
要

 

ブ
ラ

ン
ド

商
品

開
発

支
援

事
業

 
○

特
産

商
品

の
商

標
登

録
・意

匠
登

録
・ロ

ゴ
又

は
ス

テ
ッ

カ
ー

等
の

デ
ザ

イ
ン

や
製

作
を

行
い

ブ
ラ

ン
ド化

を
進

め
る

 
○

特
産

品
の

試
験

・開
発

事
業

 

商
標

登
録

経
費

、
デ

ザ
イ

ン
委

託
費

、
商

品
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
派

遣
費

用
、

ス
テ

ッ
カ

ー
等

制
作

費
、加

工
場

の
改

良
費

、特
産

品
の

技
術

検
査

費
等

 

５／
１

０ 
１

０
０万

円
 

 

増
養

殖
事

業
 

○
ア

ワ
ビ

稚
貝

・赤
ウ

ニ
種

苗
の

放
流

事
業

 
○

そ
の

他
有

用
魚

介
類

の
放

流
・増

養
殖

事
  

  
  

  
  

  
 

業
 

○
放

流
効

果
調

査
事

業
 

稚
貝

・種
苗

当
購

入
費

、
放

流
効

果
調

査
費

用
 

１
０／

１
０ 

３
０

０万
円

 

漁
協

・平
田

市
が

実
施

す
る

事
業

 

浅
海

漁
場

造
成

事
業

 
○

海
苔

島
造

成
又

は
修

繕
事

業
 

○
新

規
実

験
浅

海
漁

場
造

成
事

業
 

○
浅

海
漁

場
の

調
査

事
業

 

造
成

経
費

、修
繕

経
費

、
調

査
経

費
、

会
議

費
（新

規
漁

場
造

成
の

み
） 

５／
１

０ 
２

０
０万

円
 

・海
苔

島
造

成
 

・イ
カ

産
卵

試
験

礁
等

 

漁
場

環
境

改
善

事
業

 
○

根
掛

か
り

網
等

の
除

去
活

動
 

清
掃

活
動

用
具

製
作

・購
入

費
、

傭
船

料
（但

し
、

１
隻

当
た

り
１日

１
万

円
以

内
と

す
る

。
） 

１
０／

１
０ 

５
０万

円
 

漁
協

・水
産

研
究

会
等

が
実

施
す

る
事

業
 

 

   ２
．

漁
業

経
営

負
担

軽
減

化
特

別
対

策
事

業
 

補
助

率
 

事
業

の
種

類
 

事
業

内
容

 
補

助
対

象
経

費
 

限
度

額
 

摘
要

 

漁
業

者
育

成
事

業
 

○
漁

業
操

業
規

模
の

拡
充

に
必

要
な

機
械

・機
器

の
設

置
又

は
更

新
経

費
の

助
成

事
業

 
○

後
継

者
の

漁
業

就
業

の
た

め
に

必
要

な
機

械
・機

器
類

の
設

置
又

は
更

新
経

費
の

助
成

事
業

 
○

漁
業

関
係

資
格

の
取

得
に

か
か

る
経

費
助

成
 

機
械

・機
器

の
購

入
経

費
、

資
格

免
許

取
得

に
か

か
る

経
費

の
う

ち
会

長
が

特
に

認
め

た
も

の
 

２／
１

０ 
５

０万
円

 

・主
エ

ン
ジ

ン
、

Ｇ
Ｐ

Ｓ
、

魚
探

機
等

単
品

２
０

万
円

以
上

の
も

の
 

・漁
業

船
舶

免
許

、
無

線
、

潜
水

調
査

等
に

か
か

る
資

格
等

 

漁
港

施
設

負
担

金
軽

減
化

支
援

事
業

 
○

未
償

還
漁

港
施

設
負

担
金

で
、

未
償

還
期

間
が

１
０年

以
上

あ
り

、負
担

構
成

員
が

減
少

し
て

い
る

た
め

著
し

く漁
業

継
続

の
支

障
と

な
っ

て
い

る
負

担
金

に
対

す
る

助
成

 

 

８／
１

０ 
５

０
０万

円
 

 

定
住

促
進

事
業

 
○

労
働

者
の

受
入

に
対

す
る

設
備

費
等

の
助

成
を

事
業

主
へ

助
成

 
受

入
支

度
金

 
２

０万
円

 
 

漁
業

経
営

維
持

支
援

事
業

 
○

漁
業

経
営

維
持

に
必

要
な

緊
急

借
入

に
対

し
て

助
成

 
沿

岸
漁

業
経

営
安

定
融

資
資

金
借

入
金

に
対

し
て

助
成

 

利
子

相
当

分
 

２万
円

 

一
人

当
た

り
融

資
限

度
額

５
０万

円
 

 ３
．

漁
港

・漁
村

維
持

活
性

化
特

別
対

策
事

業
 

補
助

率
 

事
業

の
種

類
 

事
業

内
容

 
補

助
対

象
経

費
 

限
度

額
 

摘
要

 

イ
ベ

ン
ト

交
流

支
援

事
業

 
○

朝
市

・特
産

位
置

等
の

開
催

事
業

 
Ｐ

Ｒ
費

用
、

印
刷

費
、

会
議

費
、通

信
費

、特
に

必
要

と
認

め
る

物
品

 

５／
１

０ 
１

０
０万

円
 

 

漁
港

施
設

バ
リ

ア
フ

リ
ー

事
業

 
○

暴
風

波
浪

時
に

頻
繁

に
陸

揚
げ

す
る

必
要

の
あ

る
船

揚
げ

施
設

に
お

け
る

巻
揚

機
の

新
設

事
業

及
び

船
揚

用
滑

材
の

改
良

事
業

 

特
に

会
長

が
認

め
た

も
の

 
５／

１
０ 

５
０

０万
円
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
１－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
沿

岸
漁

業
融

資
資

金
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

継
ぎ

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
市

域
の

沿
岸

漁
業

者
に

対
す

る
低

利
融

資
を

実
施

す
る

た
め

、
島

根
県

信
用

漁
業

協
同

組
合

連
合

会
へ

６
５，

０
０

０千
円

を
預

託
し

て
い

る
。 

  

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
 【

平
田

市
沿

岸
漁

業
融

資
資

金
】 

資
金

の
名

称
 

融
資

対
象

者
 

融
資

対
象

資
金

 
約

定
利

率
 

沿
岸

漁
業

融
資

資
金

 
沿

岸
漁

業
者

 

船
舶

の
建

造
、

改
造

若
し

く
は

購
入

に
必

要
な

資
金

 
漁

業
用

資
材

機
器

の
購

入
資

金
 

災
害

若
し

く
は

疾
病

を
被

っ
た

場
合

の
生

活
資

金
 

信
漁

連
代

表
理

事
会

長
が

特
に

必
要

と
認

め
た

資
金

 

年
６

．０
％

以
内

 

漁
港

整
備

資
金

 
市

内
漁

業
協

同
組

合
又

は
沿

岸
漁

業
者

 
農

林
漁

業
金

融
公

庫
資

金
の

融
資

の
対

象
と

な
る

漁
港

関
係

事
業

の
事

業
費

の
一

部
を

負
担

す
る

の
に

必
要

な
資

金
 

年
７

．０
％

以
内

 

【関
係

条
例

等
】 

  
 

 平
田

市
沿

岸
漁

業
融

資
資

金
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
１－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
沿

岸
漁

業
融

資
資

金
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

継
ぎ

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

○
多

伎
町

漁
業

近
代

化
資

金
等

利
子

補
給

に
関

す
る

規
則

 
【趣

旨
】 

こ
の

規
則

は
、

多
伎

町
漁

協
が

、
漁

業
者

の
資

本
整

備
の

高
度

化
及

び
経

営
の

近
代

化
を

図
る

た
め

、
漁

業
近

代
化

資
金

助
成

法
に

基
づ

く転
貸

融
資

並
び

に
山

村
振

興
法

及
び

過
疎

地
域

活
性

化
特

別
措

置
法

に
基

づ
く農

林
漁

業
金

融
公

庫
か

ら
の

転
貸

融
資

に
つ

き
、

町
が

融
資

機
関

に
対

し
て

行
う

特
別

利
子

補
給

に
関

し
、

必
要

な
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。 
【現

状
】 

現
在

２
名

が
こ

の
制

度
を

利
用

し
て

い
る

。
 

１
名

は
、

平
成

１
６年

度
上

期
ま

で
。

も
う

１
名

は
平

成
２

４
年

度
下

期
ま

で
。 

町
の

利
子

補
給

率
は

１
％

で
あ

る
。 

（債
務

負
担

行
為

を
し

て
い

る
） 

  ○
島

根
県

漁
業

信
用

基
金

協
会

 
平

成
１

４年
度

末
ま

で
で

計
１

．
５

０
０千

円
の

出
資

を
し

て
い

る
。 

平
成

１
５年

度
１

０
０千

円
の

出
資

予
定

で
あ

る
。 

※
毎

年
、

１
０

０
千

円
の

協
力

要
請

が
あ

る
が

、
出

資
し

て
い

る
年

と
出

資
し

て
い

な
い

年
あ

り
。

（多
伎

町
で

は
、

保
証

な
し

） 

島
根

県
漁

業
信

用
基

金
協

会
へ

出
資

金
 

10
0

千
円

 
 

島
根

県
漁

業
信

用
基

金
協

会
へ

出
資

金
  

 
２，

４
５０

千
円

 
融

資
に

つ
い

て
は

自
治

体
ご

と
に

異
な

っ
て

お
り

、
新

市
に

移
行

後
に

そ
の

内
容

つ
い

て
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
 

融
資

を
実

施
し

て
い

る
自

治
体

と
そ

う
で

な
い

自
治

体
、

ま
た

内
容

も
相

違
し

て
い

る
。 

 現
行

の
と

お
り新

市
に

引
継

ぎ
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
に

制
度

化
す

る
。 

【関
係

条
例

等
】 

多
伎

町
漁

業
近

代
化

資
金

等
利

子
補

給
に

関
す

る
規

則
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
２－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
内

水
面

漁
業

振
興

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

平
田

市
、

斐
川

町
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
ま

ま
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

出
雲

市
、

湖
陵

町
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

統
一

す
る

。
  

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

【神
西

湖
へ

の
し

じ
み

の
稚

貝
放

流
事

業
】 

 
 

補
助

金
交

付
先

  
神

西
湖

漁
業

協
同

組
合

 
補

助
金

額
 

１
．

神
西

湖
へ

の
覆

砂
  

（１
，

０
０

０千
円

 
Ｈ

１２
～

１
６）

 
２

．
稚

貝
放

流
へ

の
支

援
  

（５
０

０千
円

 
Ｈ

１
２～

１
６）

 
 

 

【放
流

事
業

等
補

助
】 

 
補

助
金

交
付

先
  

平
田

宍
道

湖
漁

業
組

合
（任

意
団

体
） 

補
助

金
額

  
  

 
１

，２
０

０千
円

 

宍
道

湖
漁

協
管

内
で

取
り

組
む

魚
類

資
源

維
持

事
業

（し
じ

み
稚

貝
、

稚
魚

）の
一

環
と

し
て

、
斐

川
漁

業
会

へ
放

流
事

業
委

託
し

て
い

る
。 

事
業

費
 

６
０

０千
円

 
 今

後
も

事
業

継
続

予
定

 

該
当

な
し

 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
２－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
内

水
面

漁
業

振
興

対
策

事
業

 

調
整

の
方

針
 

平
田

市
、

斐
川

町
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

現
行

の
ま

ま
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

出
雲

市
、

湖
陵

町
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

合
併

時
に

統
一

す
る

。
  

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

田
儀

川
と

小
田

川
に

お
い

て
、

毎
年

５
月

２
０日

～
６

月
２

０日
は

繁
殖

保
護

の
た

め
投

網
に

よ
る

鮎
の

採
捕

を
禁

止
し

て
い

る
。 

広
報

や
立

看
板

に
よ

る
周

知
を

し
て

い
る

。 
（島

根
県

内
水

面
漁

場
管

理
委

員
会

） 
 ※

町
か

ら
島

根
県

内
水

面
漁

場
管

理
委

員
会

に
規

制
の

要
望

を
し

て
い

る
。 

【神
西

湖
へ

の
し

じ
み

の
稚

貝
放

流
事

業
】 

 
補

助
金

交
付

先
  

神
西

湖
漁

業
協

同
組

合
 

補
助

金
額

 
１

．
稚

貝
放

流
（３

ｔ）
  

２
０

０千
円

 
  

 
２

．
漁

港
航

路
の

浚
渫

砂
を

、
ヘ

ド
ロ

対
策

育
成

用
に

無
料

提
供

 

該
当

な
し

 
合

併
す

れ
ば

、
新

市
域

内
に

３
漁

協
と

な
る

が
、

そ
れ

ぞ
れ

漁
協

に
対

す
る

支
援

に
バ

ラ
ツ

キ
が

あ
る

の
で

、
振

興
方

針
等

調
整

を
要

す
る

。 
漁

協
へ

の
事

業
費

助
成

は
各

市
町

単
独

で
実

施
し

て
い

る
が

、
運

営
費

に
対

す
る

助
成

は
平

田
市

の
み

が
平

田
宍

道
湖

漁
業

組
合

（任
意

団
体

）に
対

し
て

実
施

し
て

い
る

。
任

意
の

団
体

に
対

す
る

助
成

と
い

う
こ

と
で

あ
り、

他
と

は
扱

い
が

異
な

る
と

も
考

え
ら

れ
る

が
、

調
整

す
る

必
要

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

。 
 平

田
市

、
斐

川
町

の
事

業
に

つ
い

て
は

、
平

田
漁

業
組

合
、

松
江

漁
業

組
合

と
斐

川
漁

業
組

合
が

、
同

じ
宍

道
湖

漁
協

管
内

で
は

あ
る

が
、

漁
業

権
等

が
絡

み
合

併
が

困
難

で
あ

る
た

め
、

現
行

の
ま

ま
新

市
に

引
き

継
ぐ

も
の

と
す

る。
 

出
雲

市
、

湖
陵

町
の

事
業

に
つ

い
て

は
、

同
じ

神
西

湖
漁

業
協

同
組

合
で

あ
る

た
め

、
合

併
時

に
統

一
す

る
。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
３－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
に

お
け

る
国

県
事

業
上

乗
せ

補
助

金
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
漁

業
者

負
担

を
勘

案
し

な
が

ら
、

事
業

ご
と

に
判

断
し

て
補

助
率

、
補

助
金

額
を

決
定

し
て

実
施

し
て

い
る

。
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

】 
  

 
 

 
 

第6回協議会資料-100-



出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
３－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
に

お
け

る
国

県
事

業
上

乗
せ

補
助

金
 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

国
・県

補
助

事
業

の
補

助
残

に
つ

い
て

は
、

町
が

漁
業

振
興

基
金

を
取

り
崩

し
て

負
担

し
て

い
る

。
 

多
伎

町
新

沿
岸

漁
業

構
造

改
善

事
業

（後
期

対
策

）費
補

助
金

交
付

要
綱

で
、

交
付

率
は

「１
０／

１０
以

内
」と

定
め

て
い

る
。 

国
・県

の
補

助
残

の
１

／
２

に
つ

い
て

、
基

金
の

取
り

崩
し

に
よ

り
補

助
し

て
い

る
。 

水
産

基
盤

整
備

に
関

す
る

事
業

は
、

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
運

用
規

則
に

よ
り

事
業

費
の

１
／

２
を

限
度

と
し

て
補

助
し

て
い

る
。 

国
・県

補
助

事
業

を
実

施
す

る
際

の
、

受
益

者
負

担
の

考
え

方
や

負
担

率
に

違
い

が
あ

る
の

で
、

市
町

間
の

調
整

が
必

要
で

あ
る

が
、

各
市

町
の

独
自

性
（基

金
等

の
取

扱
い

）を
ど

の
よ

う
に

考
慮

し
て

い
く

の
か

が
課

題
で

あ
る

。 
各

市
町

に
よ

り
補

助
の

考
え

方
及

び
補

助
率

が
異

な
る

こ
と

か
ら

現
状

の
考

え
方

を
新

市
に

引
き

継
ぐ

も
の

とす
る

。
 

 現
行

の
と

お
り新

市
に

引
き

継
ぎ

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。 

多
伎

町
新

沿
岸

漁
業

構
造

改
善

事
業

（後
期

対
策

）費
補

助
金

交
付

要
綱

 
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
運

用
規

則
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
補

助
金

交
付

要
綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
４－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

獲
共

済
掛

金
助

成
事

業
 

調
整

の
方

針
 

各
市

町
に

よ
り

助
成

割
合

が
相

違
し

て
い

る
た

め
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
に

制
度

化
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

緊
急

経
営

安
定

対
策

漁
獲

共
済

掛
金

の
一

部
を

助
成

し
て

い
る

。
 

  
補

助
率

  
２

／
３

 
  

  
  

 
内

訳
  

県
 １

／
３、

市
 １

／
３ 

加
入

者
  

1
名

 

緊
急

経
営

安
定

対
策

漁
獲

共
済

掛
金

の
一

部
を

助
成

し
て

い
る

。 
補

助
率

  
２

／
３ 

  
  

  
 

内
訳

  
県

 １
／

３
、市

 １
／

３
 

   
 

平
成

14
年

度
か

ら
実

施
し

て
い

る
。

 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

】 
 

出
雲

市
緊

急
経

営
安

定
対

策
漁

獲
共

済
掛

金
助

成
事

業
実

施
要

綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
４－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

獲
共

済
掛

金
助

成
事

業
 

調
整

の
方

針
 

各
市

町
に

よ
り

助
成

割
合

が
相

違
し

て
い

る
た

め
、

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

合
併

後
２

年
を

目
途

に
新

た
に

制
度

化
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

緊
急

経
営

安
定

対
策

漁
獲

共
済

掛
金

の
全

額
を

助
成

し
て

い
る

。
 補

助
率

  
３

／
３

 
  

  
  

 
内

訳
  

県
 １

／
３、

町
 ２

／
３ 

加
入

者
1２

名
 

定
置

網
（海

洋
観

光
開

発
㈱

） 
平

成
１

４年
度

助
成

実
績

額
  

 
７

９
２，

８
９

１円
 

 

緊
急

経
営

安
定

対
策

漁
獲

共
済

掛
金

の
一

部
を

助
成

し
て

い
る

。 
  

補
助

率
  

２
／

３ 
  

  
  

 
内

訳
  

県
 １

／
３

、町
 １

／
３

 
小

型
定

置
網

操
業

補
償

 
平

成
１

４年
度

助
成

実
績

額
  

２
７

８千
円

 

実
施

し
て

い
な

い
。

  
  

  
 

 
（理

由
） 

昭
和

５
４年

～
平

成
４

年
ま

で
、

町
単

独
事

業
で

「沿
岸

漁
業

振
興

補
助

金
」と

し
て

漁
獲

共
済

の
掛

金
の

補
助

（純
掛

金
部

分
の

１
/１

０）
を

行
っ

て
き

た
。 

し
か

し
、

平
成

４
年

に
３

漁
協

で
構

成
し

て
い

る
（財

）大
社

湾
漁

業
振

興
基

金
が

設
立

さ
れ

る
際

に
、

こ
の

基
金

か
ら

補
填

を
行

う
こ

と
に

な
っ

た
た

め
、

町
の

補
助

金
制

度
を

廃
止

し
て

い
る

。
（大

社
湾

漁
業

振
興

基
金

か
ら

個
人

負
担

額
の

１/
１

０を
補

填
し

て
い

る
。）

 
こ

の
た

め
、

漁
獲

共
済

を
対

象
と

し
た

こ
の

助
成

事
業

を
行

う
と

、
以

前
に

廃
止

し
た

補
助

金
を

復
活

さ
せ

る
事

に
な

る
た

め
抵

抗
が

あ
る

。
 

ま
た

、
助

成
条

件
と

し
て

契
約

割
合

の
増

加
が

あ
り

、時
限

立
法

で
あ

る
こ

の
事

業
が

終
了

す
る

と
漁

業
者

の
負

担
が

増
加

す
る

事
に

な
る

。
ま

た
、

今
後

継
続

で
行

う
こ

と
に

な
っ

た
場

合
、

町
の

財
政

状
況

か
ら

し
て

も
終

わ
り

の
見

え
な

い
補

助
金

の
交

付
は

認
め

る
こ

と
が

出
来

な
い

。
 

各
市

町
に

よ
り

、
助

成
の

有
無

や
助

成
割

合
が

異
な

っ
て

い
る

の
で

、
調

整
が

必
要

で
あ

る
。 

 （出
雲

市
・平

田
市

・湖
陵

町
） 

 
県

１
/３

  
市

町
１

/３
  

個
人

１
/３

 
（多

伎
町

） 
 

県
１

/３
  

町
２

/３
  

  
個

人
負

担
な

し
 

（大
社

町
） 

 
現

在
実

施
し

て
い

な
い

 
 各

市
町

に
よ

り
助

成
割

合
が

相
違

し
て

い
る

た
め

、
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
合

併
後

２
年

を
目

途
に

新
た

に
制

度
化

す
る

。 

【関
係

条
例

等
】 

多
伎

町
緊

急
経

営
安

定
対

策
漁

獲
共

済
掛

金
助

成
事

業
実

施
要

綱
 

湖
陵

町
緊

急
経

営
安

定
対

策
漁

獲
共

済
掛

金
助

成
事

業
補

助
金

交
付

要
綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
５－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
基

金
 

調
整

の
方

針
 

多
伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

は
、

斐
伊

川
放

水
路

事
業

に
伴

う
補

償
金

を
基

金
と

し
て

事
業

を
実

施
し

て
い

る
た

め
一

本
化

は
困

難
で

あ
り

、現
行

の
と

お
り

特
定

目
的

基
金

と
し

て
、

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

該
当

な
し

 
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

産
業

専
門

部
会

 農
林

水
産

分
科

会
 №

１
５－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（水

産
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
漁

業
振

興
基

金
 

調
整

の
方

針
 

多
伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

は
、

斐
伊

川
放

水
路

事
業

に
伴

う
補

償
金

を
基

金
と

し
て

事
業

を
実

施
し

て
い

る
た

め
一

本
化

は
困

難
で

あ
り

、現
行

の
と

お
り

特
定

目
的

基
金

と
し

て
、

新
市

に
引

き
継

ぐ
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

●
漁

業
振

興
基

金
 

残
額

１
９，

６
５

３，
５

０
３円

（平
成

１４
年

度
末

） 
〔１

５年
度

事
業

予
定

〕 
魚

函
倉

庫
（漁

協
へ

の
補

助
金

） 
４

，
９

７
７千

円
 

１
／

２
＝

２
，

４
８

８千
円

 
荷

捌
き

施
設

改
修

工
事

  
 

９，
１

６
２千

円
 

〔平
成

１
５年

度
末

残
額

予
定

〕 
８，

０
０

３，
５

０
３円

  
 〔１

６年
度

事
業

予
定

〕 
漁

業
経

営
構

造
改

善
事

業
の

築
い

そ
（自

然
石

投
石

）
事

業
 

２
０，

０
０

０千
円

 
０

．４
＝

８
，０

０
０千

円
（補

助
） 

〔平
成

１
６年

度
残

額
予

定
〕０

円
で

な
く

な
る予

定
。

 
 

 

●
漁

業
振

興
基

金
 

斐
伊

川
放

水
路

事
業

関
連

大
社

湾
漁

業
振

興
基

金
を

県
の

斐
伊

川
神

戸
川

対
策

課
の

条
件

付
で

繰
出

し
基

金
と

し
て

整
備

し
て

い
る

。 
現

在
残

高
  

  
  

  
２

４，
９

６
０千

円
 

１
４年

度
繰

出
金

  
  

 
９

，９
７

６千
円

 
１

５年
度

繰
出

予
定

額
  

５
，

７
１

８千
円

 
１

５年
度

末
残

高
予

定
  

９
，

２
６

６千
円

 
 ●

寄
付

基
金

（漁
業

会
） 

現
在

残
高

 １
４，

２
０

０千
円

 
河

口
浚

渫
工

事
に

利
用

 
 

 

●
大

社
町

漁
業

振
興

基
金

 
基

金
造

成
年

月
日

  
 

平
成

４
年

１
２月

 
造

成
理

由
 

大
社

町
に

交
付

さ
れ

た
「斐

伊
川

放
水

路
事

業
関

連
大

社
湾

漁
業

振
興

事
業

費
補

助
金

」を
基

盤
整

備
等

に
有

効
活

用
す

る
た

め
に

基
金

と
し

て
整

備
 

事
業

内
容

 
水

産
業

に
関

す
る

基
盤

整
備

事
業

に
つ

い
て

、
補

助
残

等
の

１
／

２
を

補
填

及
び

補
助

 
毎

年
、

県
の

斐
伊

川
神

戸
川

対
策

課
へ

事
業

報
告

を
行

っ
て

い
る

。 
 14

年
度

末
残

高
 

１
５

６，
６

６
１千

円
 

 

多
伎

町
・湖

陵
町

・大
社

町
で

は
、

斐
伊

川
放

水
路

事
業

実
施

に
伴

う
補

償
金

を
そ

れ
ぞ

れ
基

金
造

成
し

、
漁

業
振

興
事

業
の

財
源

と
し

て
取

り
崩

し
な

が
ら

事
業

を
実

施
し

て
い

る
。 

し
か

し
、

基
金

の
元

に
な

る
補

償
金

は
、

町
に

対
す

る
も

の
や

漁
協

に
対

す
る

も
の

な
ど

、
名

目
が

異
な

っ
て

い
る

も
の

が
あ

る
う

え
、

基
金

自
体

、
特

定
の

自
治

体
に

し
か

存
在

し
て

い
な

い
た

め
、

合
併

の
際

に
基

金
を

引
き

継
ぐ

こ
と

は
で

き
て

も
、

基
金

を
一

本
化

す
る

こ
と

は
困

難
で

あ
る

。 
ま

た
、

補
償

の
経

緯
等

か
ら

簡
単

に
基

金
を

整
理

す
る

こ
と

も
で

き
な

い
。 

 多
伎

町
、

湖
陵

町
及

び
大

社
町

は
、

斐
伊

川
放

水
路

事
業

に
伴

う
補

償
金

を
基

金
と

し
て

事
業

を
実

施
し

て
い

る
た

め
一

本
化

は
困

難
で

あ
り

、
現

行
の

と
お

り
特

定
目

的
基

金
と

し
て

、
新

市
に

引
き

継
ぐ

。 

多
伎

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
 

湖
陵

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
条

例
運

用
規

則
 

大
社

町
漁

業
振

興
基

金
補

助
金

交
付

要
綱
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

１
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
区

域
、

用
途

地
域

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
区

域
及

び
用

途
地

域
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

た
な

都
市

計
画

区
域

の
設

定
は

、
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
す

る
中

で
検

討
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
出

雲
都

市
計

画
区

域
 

【区
域

面
積

】９
，

１
５

０
ｈ

ａ 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

 
９

年
４

月
 

２
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 最
終

 
 

H
 

６
年

６
月

２
４

日
 

 ◎
用

途
地

域
 

【指
定

面
積

】１
，

３
８

８
ｈ

ａ 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

４
４

年
５

月
 

９
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 最
終

 
 

H
１

４
年

７
月

 
５

日
 

◎
平

田
都

市
計

画
区

域
 

【区
域

面
積

】９
，

６
４

０
h
a 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

Ｓ
１

１
年

１
０

月
３

０
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
最

終
 

Ｓ
５

９
年

 
４

月
 

３
日

 

 ◎
用

途
地

域
 

【指
定

面
積

】３
２

１
ｈ

ａ 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

４
７

年
 

９
月

 
１

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 最
終

 
 

H
１

４
年

１
０

月
２

１
日

 

◎
出

雲
都

市
計

画
区

域
 

【区
域

面
積

】６
，

６
１

１
h
a 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

Ｓ
４

３
年

１
０

月
 

２
日

 

  
  

 
 

 
 

 
 

最
終

 
H

 
６

年
 

６
月

２
４

日
 

 ◎
用

途
地

域
 

【指
定

面
積

】４
６

６
ｈ

ａ 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

５
６

年
１

１
月

 
４

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 最
終

 
 

H
１

２
年

１
１

月
２

４
日

 

◎
都

市
計

画
区

域
、

用
途

地
域

な
し

 

◎
用

途
地

域
の

区
分

 

佐
田

町
、

多
伎

町
、

湖
陵

町
な

し
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（単
位

：
ｈ
ａ
） 

 
第

一
種

低
層

 

住
居

専
用

地
域

 

第
二

種
低

層
 

住
居

専
用

地
域

 

第
一

種
中

高
層

 

住
居

専
用

地
域

 

第
二

種
中

高
層

 

住
居

専
用

地
域

 

第
一

種
住

居
 

地
域

 

第
二

種
住

居
 

地
域

 
近

隣
商

業
地

域
 

商
業

地
域

 
準

工
業

地
域

 
工

業
地

域
 

工
業

専
用

地
域

 

出
雲

市
 

１
２

３
 

５
 

７
８

 
５

８
 

６
０

７
 

１
４

７
 

７
６

 
１

３
４

 
５

７
 

２
３

 
８

０
 

平
田

市
 

４
３

 
６

 
６

 
２

７
 

８
９

 
３

５
 

６
４

 
１

４
 

８
 

２
９

 
―

 

斐
川

町
 

―
 

―
 

―
 

６
７

 
１

４
９

 
―

 
６

５
 

２
１

 
１

２
７

 
３

７
 

―
 

大
社

町
 

３
９

 
―

 
７

１
 

―
 

１
１

８
 

７
 

１
４

 
２

６
 

２
２

 
―

 
―

 
 【関

係
条

例
】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

１
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
区

域
、

用
途

地
域

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
区

域
及

び
用

途
地

域
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

た
な

都
市

計
画

区
域

の
設

定
は

、
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
す

る
中

で
検

討
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
都

市
計

画
区

域
、

用
途

地
域

な
し

 
◎

出
雲

都
市

計
画

区
域

 

【区
域

面
積

】１
，

３
８

０
h
a 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

Ｓ
５

１
年

４
月

２
７

日
 

  
 

 
 

 
 

 
 

最
終

 
 H

 
６

年
６

月
２

４
日

 

 ◎
用

途
地

域
指

定
な

し
 

◎
大

社
都

市
計

画
区

域
 

【区
域

面
積

】１
，

３
６

７
h
a 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

９
年

４
月

 

  ◎
用

途
地

域
 

【指
定

面
積

】２
９

６
ｈ

ａ 

【指
定

年
月

日
】当

初
 

 
Ｓ

４
７

年
９

月
 

１
日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 最
終

 
 

H
 

８
年

４
月

２
２

日
 

【関
係

条
例

】 
 

 

１
．

都
市

計
画

区
域

 

 
 

２
市

５
町

と
の

区
域

の
連

続
性

な
ど

の
整

合
を

図
る

こ

と
、

道
路

、
公

園
の

都
市

施
設

の
番

号
及

び
名

称
の

変
更

が
必

要
と

な
る

が
、

合
併

後
も

、
当

面
一

つ
の

市
に

お
い

て
複

数
の

都
市

計
画

区
域

が
存

在
し

て
も

問
題

が
な

い
た

め
、

合
併

時
は

現
行

の
と

お
り

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
た

な
都

市
計

画
区

域
の

設
定

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
お

い
て

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

中
で

検
討

す
る

。
 

 ２
．

用
途

地
域

 

 
都

市
計

画
区

域
と

同
様

、
合

併
時

は
現

行
の

と
お

り
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

た
な

用
途

地
域

の
設

定
に

つ
い

て

は
、

新
市

に
お

い
て

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

中
で

検
討

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

１
－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
区

域
、

用
途

地
域

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
区

域
及

び
用

途
地

域
に

つ
い

て
は

、
新

市
に

引
き

継
ぎ

、
新

た
な

都
市

計
画

区
域

の
設

定
は

、
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

を
策

定
す

る
中

で
検

討
す

る
。

 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

◎
参

考
 

・都
市

計
画

区
域

 

都
市

計
画

区
域

と
は

、
自

然
的

･社
会

的
条

件
、

人
口

、
土

地
利

用
、

交
通

量
な

ど
の

現
況

及
び

推
移

を
勘

案
し

て
、

一
体

の
都

市
と

し
て

総
合

的
に

整
備

･開
発

又
は

保
全

す
る

必
要

が
あ

る
区

域
の

こ
と

で
、

都
市

計
画

法
第

５
条

に
「一

体
の

都
市

と
し

て
総

合
的

に
整

備
し

、
開

発
し

、
保

全
す

る
必

要
が

あ
る

区
域

」と
規

定
さ

れ
て

い
る

。
 

 ・用
途

地
域

 

用
途

地
域

と
は

、
行

政
が

都
市

の
環

境
を

保
つ

と
と

も
に

機
能

的
な

街
づ

く
り

の
た

め
に

、
建

築
で

き
る

建
物

の
種

類
、

用
途

の
制

限
を

定
め

た
12

種
類

の
エ

リ
ア

の
こ

と
で

、
主

に
住

宅
を

中
心

と
し

た
用

途
地

域
が

７
つ

、
商

業
ビ

ル
な

ど
を

中
心

と
し

た
用

途
地

域
が

２
つ

、
工

場
を

中
心

と
し

た
用

途
地

域
が

３
つ

あ
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

２
－

１ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

整
備

計
画

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
新

た
に

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

出
雲

市
 

平
田

市
 

斐
川

町
 

佐
田

町
 

◎
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

・出
雲

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
中

（県
作

成
） 

・市
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

１
５

年
度

末
策

定
予

定
 

◎
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

・平
田

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
中

（県
作

成
） 

・市
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

な
し

 

◎
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

・出
雲

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
中

（県
作

成
） 

・町
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

な
し

 

◎
該

当
な

し
 

【関
係

条
例

】 
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

２
－

２ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

整
備

計
画

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
新

た
に

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

況
 

多
伎

町
 

湖
陵

町
 

大
社

町
 

調
 

整
 

の
 

具
 

体
 

的
 

内
 

容
 

◎
該

当
な

し
 

◎
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

・出
雲

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
中

（県
作

成
） 

・町
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

な
し

 

◎
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

 

・大
社

都
市

計
画

区
域

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
策

定
中

（県
作

成
） 

・町
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

な
し

 

【関
係

条
例

】 
 

 

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
は

、
合

併
時

に

は
、

策
定

済
み

の
も

の
は

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

に
お

い
て

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
新

た
に

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
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出
雲

地
区

合
併

協
議

会
事

務
局

 

出
 

雲
 

地
 

区
 

合
 

併
 

協
 

議
 

会
 

の
 

調
 

整
 

方
 

針
 

建
設

･上
下

水
道

専
門

部
会

 都
市

･建
築

分
科

会
 №

２
－

３ 

協
議

項
目

 
各

種
事

務
事

業
（都

市
計

画
関

係
）の

取
扱

い
 

協
議

細
目

 
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

整
備

計
画

 

調
整

の
方

針
 

現
行

の
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
つ

い
て

は
、

新
市

に
引

き
継

ぎ
、

新
市

建
設

計
画

に
基

づ
き

、
新

た
に

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
を

策
定

す
る

。
 

現
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
況

 

◎
参

考
 

～
都

市
計

画
法

よ
り

抜
粋

～
 

（市
町

村
の

都
市

計
画

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

） 

第
１

８
条

の
２

 
市

町
村

は
、

議
会

の
議

決
を

経
て

定
め

ら
れ

た
当

該
市

町
村

の
建

設
に

関
す

る
基

本
構

想
並

び
に

都
市

計

画
区

域
の

整
備

、
開

発
及

び
保

全
の

方
針

に
即

し
、

当
該

市
町

村
の

都
市

計
画

に
関

す
る

基
本

的
な

方
針

（以
下

こ
の

条

に
お

い
て

「基
本

方
針

」と
い

う
。

）を
定

め
る

も
の

と
す

る
。
 

２
 

市
町

村
は

、
基

本
方

針
を

定
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
公

聴
会

の
開

催
等

住
民

の
意

見
を

反
映

さ
せ

る
た

め

に
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。
 

３
 

市
町

村
は

、
基

本
方

針
を

定
め

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
と

と
も

に
、

都
道

府
県

知
事

に
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

４
 

市
町

村
が

定
め

る
都

市
計

画
は

、
基

本
方

針
に

即
し

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

・都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
の

役
割

 

○
実

現
す

べ
き

都
市

の
将

来
像

を
示

す
 

本
来

、
都

市
計

画
は

住
民

の
合

意
の

上
に

進
め

ら
れ

る
べ

き
も

の
で

あ
る

た
め

、
市

町
村

が
地

域
特

性
を

踏
ま

え
、

住
民

の
意

見
を

反
映

さ
せ

な
が

ら
、

将
来

の
ま

ち
の

姿
や

ま
ち

づ
く

り
の

方
針

等
を

示
す

。
 

○
個

別
の

都
市

計
画

の
決

定
･変

更
の

指
針

と
な

る
 

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
は

、
個

別
の

都
市

計
画

の
根

拠
と

な
る

も
の

。
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

に
示

さ

れ
る

将
来

像
は

、
土

地
利

用
や

都
市

施
設

等
に

係
る

個
別

の
都

市
計

画
が

決
定

・変
更

さ
れ

る
べ

き
方

向
を

示
す

誘
導

指
針

と
し

の
役

割
を

持
つ

。
 

○
個

々
の

都
市

計
画

の
進

め
方

や
事

業
相

互
の

関
係

性
を

総
合

的
に

示
す

 

土
地

利
用

や
都

市
施

設
等

に
係

る
個

別
の

都
市

計
画

は
、

相
互

に
調

整
さ

れ
る

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

で
示

す
将

来
像

に
基

づ
い

て
、

個
別

の
都

市
計

画
を

定
め

る
こ

と
に

よ
り

、
相

互
に

整
合

性
を

と

る
こ

と
が

で
き

る
。

 

○
個

別
の

都
市

計
画

の
位

置
づ

け
や

必
要

性
を

市
民

に
分

か
り

や
す

く
示

す
 

都
市

全
体

の
将

来
像

に
基

づ
い

て
、

土
地

利
用

や
都

市
施

設
等

の
基

本
方

針
を

示
す

の
で

、
住

民
は

個
別

の

都
市

計
画

の
位

置
づ

け
や

必
要

性
を

理
解

し
や

す
く

な
る

。
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